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令和４年 決算審査特別委員会会議録（第１日） 

 

 令和４年１０月１８日午前１０時、決算審査特別委員会を忠岡町委員会室に招集した。 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           河野 隆子    副委員長   今奈良幸子 

  委  員   小島みゆき    委  員   是枝 綾子 

  委  員   前川 和也    委  員   松井 匡仁 

  

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        杉原 健士   副 町 長        井上 智宏 

  教 育 長        富本 正昭   町長公室長       立花 武彦 

  町長公室次長兼総務課長 南  智樹   町長公室次長兼企画人権課長 

                                明松 隆夫 

住民部長        谷野 栄二   住民部次長兼生活環境課長 

                                  新城 正俊 

  健康福祉部長      泉元 喜則   産業まちづくり部長   村田 健次 

  教育部長        二重 幸生   教育部理事兼学校教育課長 

  消 防 長        森下 孝之               石本 秀樹 

  消防次長兼消防予防課長 岸田 健二 

（各課課長同席） 

 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   柏原 憲一 

  主  査   酒井 宇紀 

  主  査   岩間早百合 
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 （会議の顚末） 

議長（和田善臣議員） 

 開会前に私から報告がございます。 

 昨日、二家本英生議員から決算審査特別委員会委員辞任の申出があり、即日これを許可

いたしました。 

 それに伴い、委員会条例第６条第１項の規定により、河野隆子議員を決算審査特別委員

会委員に指名しておりますので、ここに報告いたします。 

 なお、委員の互選により河野委員が決算審査特別委員会委員長に選出されております。 

 私からの報告は、以上のとおりです。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 おはようございます。ただいま議長の報告のとおり、二家本議員に代わり決算審査特別

委員会委員及び委員長に選出されました河野です。副委員長には今奈良幸子委員が選出さ

れております。２人ともどもよろしくお願い申し上げます。 

 では、座らせていただきます。 

 本日は、去る９月８日開会の第３回定例会におきまして当委員会に付託されました、令

和３年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定、及び令和３年度忠岡町下水道事業決

算認定について、その審査をお願いするものでありますが、審査がスムーズにまた、実り

多いものでありますことをお願い申し上げまして、ただいまより決算審査特別委員会を開

会いたします。 

（「午前１０時００分」開会） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 開会に先立ち、町長よりご挨拶を頂きます。 

町長（杉原健士町長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 町長。 

町長（杉原健士町長） 

 皆さん、改めましておはようございます。議長さんからの報告がありましたように、二

家本君が急遽ということで、河野さんが委員長で、よろしくお願いしたいと思います。 

 決算特別委員会の中にありまして、今日は奇しくも１０月１８日ということで、２年

前、今日が町長選挙及び町議会の補欠選挙の投票日でございました。就任２年を過ぎると

いうことになりまして、身の引き締まる思いでございます。まだまだ道半ばではございま

すけれども、議員皆様方のご協力の下、町政運営に前を向いて前進してまいりたいと、か
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ように思うわけでございます。 

 ねじを巻きながら残り２年間頑張ってまいりますので、今日の決算特別委員会も含めま

して、どうぞよろしくご協力のほどお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうもありがとうございました。 

 本日の出席委員は６名で、委員会は成立いたしております。 

 お諮りいたします、会議録署名委員は、先例により、委員長の指名として異議ありませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 異議ないものと認めますので、私から指名させていただきます。６番・是枝綾子委員を

指名させていただきます。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 それでは、一般会計から審査を行います。理事者におかれましては、各委員の質疑に対

しまして、その趣旨をよく把握した上で、明確かつ簡潔に答弁を行っていただき、会議が

円滑に進行できますようお願いいたします。 

 また、議事の進行及び会議録作成の関係上、皆様には発言に際して、まず委員長に許可

を求めてから発言をされますとともに、必ずマイクのスイッチを入れていただき、発言後

はスイッチを切っていただきますよう、併せてお願いいたします。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 それでは、決算書の９ページから３６ページまでの一般会計の歳入に入ります。 

 まず初めに、提出されております令和３年度一般会計決算資料により、財政課長から歳

入の説明も含め、町財政全体の内容について説明された後、歳入に係る質疑をお受けいた

します。 

 それでは、財政課長の説明を求めます。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 それでは、令和３年度一般会計決算についてご説明させていただきます。資料の１ペー

ジをご覧ください。 
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 令和３年度一般会計決算の概要でございます。令和３年度の一般会計決算規模は、過去

最大となりました令和２年度ほど大きくはなかったものの、新型コロナウイルス感染症が

終息しなかったことから、引き続きワクチン接種などの国の事業や国費を活用した各新型

コロナウイルス感染症対策事業などを実施したことにより、歳入で８０億８，１０７万

２，０００円、歳出で７５億１，５３７万２，０００円となりました。 

 歳入につきましては、町税や地方交付税などが増となったものの、国庫支出金で令和２

年度に実施された特別定額給付金事業、国民１人当たり１０万円の事業ですけれども、こ

の事業終了による反動減や普通建設事業に伴う地方債などの減により、前年度と比べて１

１億３，５０３万３，０００円、１２．３％の減。歳出につきましては、認定こども園整

備事業の着工や子育て世帯臨時特別給付金事業などが増となったものの、同じく国の特別

定額給付金事業やふるさと忠岡応援寄附金に係る基金積立金の減などにより、前年度と比

べて１６億８，３１３万６，０００円、１８．３％の減となりました。 

 次に、決算収支につきましては、歳入歳出差引額形式収支につきましては５億６，５７

０万１，０００円。こちらから実質収支は、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源１，

７６５万８，０００円を差し引きまして、５億４，８０４万３，０００円の黒字というこ

とになっております。 

 この実質収支の大幅な改善につきましては、ふるさと忠岡応援寄附金に係る返礼品経費

の財源振替、こちらは、昨年度までは頂いた寄附金を全額積立金に積ませていただいてお

りましたけれども、令和３年度から寄附を頂いた返礼品に係る経費というものを差し引い

た上で残りの残額を基金に積ませていただくということをルール改正しましたので、そう

いう意味での財源振替を行ったことによるものと、国税収入の伸びによる普通交付税の追

加交付というものが主な要因となっておりまして、これは総務省のほうが先日、令和３年

度都道府県市町村の決算に係るプレス発表におきまして、今年度のこの状況というもの

を、瞬間風速的というような形で表現しているように、あくまで一過性のものであるとい

うことから、本町の財政状況におきましても引き続き予断を許さないような状況で、慎重

に運営していく必要があると考えております。 

 ２ページをご覧ください。歳入の概要につきましては、歳入の項目ごとの対前年度増減

額等を掲載させていただいております。個々の内訳につきましては、後のページで説明さ

せていただきます。 

 次に、下段の表でございます。自主財源と依存財源の状況についてでございます。こち

らの自主財源、依存財源は、上段の表の各区分の左側に星マークと四角のマークがありま

す。これの部分の星マークが自主財源で、四角が依存財源という形で区分しております。

こちらは自主財源において寄附金が減となったことによりまして、０．４％減となりまし

た。依存財源においては、特別定額給付金事業が終了したことによって国庫支出金が大幅

に減となったことなどによって、１７．８％の減となっております。いずれにしても、依
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然として自主財源比率を依存財源比率が上回っている状況でございます。 

 ３ページをご覧ください。２ページの歳入決算額の状況のうち、主な項目を掲載してご

ざいます。まず、町税につきましては、決算額が２３億８，０８２万円で、前年度と比べ

て１，７７２万８，０００円、０．８％の増となり、歳入決算額に占める割合は２９．

５％となりました。 

 主な税目を見ますと、個人住民税は７億６，０３９万６，０００円で、前年度と比べて

３４１万３，０００円、０．５％の増となりました。法人住民税につきましては、１億

７，９２８万９，０００円で、前年度と比べて２，７４６万２，０００円、１８．１％の

増となりました。これは一部法人の法人税割の増などによるものでございます。 

 次に、固定資産税は１０億５，５５０万４，０００円で、前年度と比べて２，６３２万

８，０００円、２．４％の減となりました。これは３年に１回の評価替えに伴う減やコロ

ナ軽減によるものでございます。 

 下のグラフは、過去１０か年の町税の推移となっております。法人町民税につきまして

は、税率の改正等ございましたので、収入についてはかなり大きく動いておりますけれど

も、法人町民税以外の各税目についてはおおむね横ばいで推移しております。また、徴収

率につきましては、令和３年度は町税全体で９８．２％となっており、平成２４年度の全

体の徴収率と比較すると、大阪府域地方税徴収機構に参加するなどの徴収強化の効果もあ

り、比較的高水準を保っております。 

 次に、地方交付税につきましては、決算額は２０億３７１万５，０００円で、前年度と

比べて２億４，９２１万５，０００円、１４．２％の増となっております。そのうち、普

通交付税は１７億６，６３２万２，０００円で、前年度と比べて２億６，１３０万７，０

００円、１７．４％の増となっております。これは主に国税収入の増に伴う再算定による

ものでございます。特別交付税につきましては２億３，７３９万３，０００円で、前年度

と比べて１，２０９万２，０００円、４．８％の減となりました。国庫支出金につきまし

ては、決算額は１４億４，１４７万４，０００円で、前年度と比べて１２億９，８０３万

９，０００円、４７．４％の減となりました。これは主に令和２年度で完了しております

特別定額給付金給付事業補助金が減となったことなどによるものでございます。 

 ここで、事前の説明の際にご質問いただいたコロナに係る部分なんですけれども、この

国庫支出金の決算額のうちワクチン接種なども含めたコロナ対策関連国庫支出金の金額に

ついては、６億１，３０１万６，０００円ということになってございます。 

 次に、府支出金につきましては、決算額は５億７，１０３万８，０００円で、前年度と

比べて３，６６８万６，０００円、６．９％の増となっております。これは西区ふれあい

公園の整備に伴う宝くじ社会貢献広報市町村補助金が増となったことなどによるものでご

ざいます。 

 寄附金につきましては、決算額は２億２，４０６万３，０００円で、前年度と比べて
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５，２９７万４，０００円、１９．１％の減となりました。これは、ふるさと忠岡応援寄

附金の減によるものでございます。 

 ４ページをご覧ください。繰入金につきましては、決算額は３，２０５万４，０００円

で、前年度と比べて１，７３４万７，０００円、１１８％の増となりました。これは主に

愛の福祉基金繰入金の増によるものでございます。 

 町債につきましては、決算額は６億２，６１０万９，０００円で、前年度と比べて１億

８，９６６万１，０００円、２３．２％の減となりました。これは主にクリーンセンター

整備事業債や消防指令システム共同運用整備事業債などの減によるものでございます。 

 次に、歳出でございます。決算の整理上、目的別歳出と性質別歳出に区分しておりま

す。ここでは、５ページの性質別歳出決算額で主な項目を説明させていただきます。５ペ

ージをご覧ください。 

 まず、人件費につきましては、決算額は１５億８５６万６，０００円で、前年度と比べ

て８，０４４万５，０００円、５．６％の増となっており、これは主に一般職、特別職に

係る職員給等や退職手当の増によるものでございます。 

 扶助費につきましては、決算額は１４億７，９９７万８，０００円で、前年度と比べて

３億４，９４０万３，０００円、３０．９％の増となっており、これは主に子育て世帯臨

時特別給付金事業などの増によるものでございます。 

 公債費につきましては、決算額は７億５，８５３万５，０００円で、前年度に比べて３

６６万１，０００円、０．５％の増となっており、これは主に平成３０年度発行のスポー

ツセンター耐震化等整備事業などの元金償還発生によるものでございます。 

 投資的経費につきましては、決算額は６億５，０５７万６，０００円で、前年度に比べ

て２，７５６万８，０００円、４．４％の増となっており、これは主に東忠岡認定こども

園整備工事や西区ふれあい公園整備工事などの増によるものでございます。 

 補助費等につきましては、決算額は７億５，０６５万５，０００円で、前年度と比べて

１９億２４１万５，０００円、７１．７％の減となっており、これは主に特別定額給付金

事業の完了によるものでございます。 

 積立金につきましては、決算額は１億２，８１３万３，０００円で、前年度と比べて１

億８，９３８万１，０００円、５９．６％の減となっており、これは先ほども申し上げま

したふるさと忠岡応援寄附金に係る各基金積立金の減によるものでございます。 

 各特別会計及び企業会計への繰出金につきましては、下段の表のとおりとなってござい

ます。 

 次に、６ページをご覧ください。経常収支比率についてご説明させていただきます。経

常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標の１つで、法定普通税や普通交付税など

の経常一般財源等収入が、人件費、扶助費及び公債費のような経常的経費にどの程度充当

されているか。その割合によって財政構造の弾力性を見ようとするものでございまして、
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この割合が低いほど財政構造は弾力性に富んでおり、行政運営にとって望ましいという状

態になります。 

 本町の令和３年度の経常収支比率については９５．５％で、前年度１０４．２％より

８．７ポイント改善しております。この令和３年度の経常収支比率が改善した主な要因に

つきましては、算定上、分母となります経常一般財源等収入におきまして、町税や地方消

費税交付金などの増、及び普通交付税の再算定による追加交付で大幅に収入が増になった

ことによるものでございます。今年度の改善要因である税収の増や普通交付税の増につき

ましては、先ほども申し上げましたとおり、瞬間風速的と総務省が表現してますように一

過性のものであるというところで、次年度、今年度並みの歳入を確保できなければ、この

比率については確実に悪化することになります。ですので、根本的な比率の改善ではない

ことを注視しておく必要があるということでございます。 

 次に、経常収支比率の推移につきましては、中段のグラフでお示しさせていただいてお

ります。今年度、一時的に比率は改善しておりますものの、府内の他の団体も同じ要因で

改善していることから、府内の町村平均も下がっており、結果、本町の比率は大阪府内町

村平均を上回っていることから、依然として経常収支比率は高水準であるということを示

しております。また、下段のグラフでは、経常収支比率の算定対象となる経常一般財源等

収入額と経常経費充当一般財源額の推移を示しております。 

 次に、７ページをご覧ください。一般会計基金残高の状況でございます。財政調整基金

については６億５，５５４万３，０００円。公共施設整備基金を初めとした特定目的基金

については４億９，３０７万５，０００円となっております。今年度からふるさと忠岡応

援寄附金を基金へ積み立てる際に、返礼品にかかる経費を除いた残額をそれぞれの目的別

に積み立てる取扱いに変更したため、積立金の決算額については前年度比で５９．６％の

減となっております。 

 次に、地方債現在高の状況でございますが、令和３年度末の地方債現在高は、令和３年

度に認定こども園整備事業やクリーンセンター機器更新工事の町債を発行していることに

より、民生債と衛生債の残高は増となっておりますが、合計は７４億６，１７９万８，０

００円で、前年度より８，４１２万円の減となっております。 

 ８ページをご覧ください。地方公共団体の財政の健全化に関する法律による４指標等に

つきましては、さきの９月議会でご報告させていただいたとおりでございますが、実質赤

字比率、連結実質赤字比率は、公表上、なし。実質公債費比率は７．０％。将来負担比率

は４２．７％。公営企業における資金不足比率はなしということで、全ての比率におきま

して早期健全化基準を超えておりません。今後も引き続き各比率が悪化することのないよ

う、持続可能な行政経営を目指してまいります。 

 次のページ以降は補足の追加資料となってございますので、後ほどご高覧いただきたい

と思います。 
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 私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。なお、質疑については、決算書の９ページから３６ページ

までの歳入と、説明のあった財政全体についてでも結構であります。前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 おはようございます。今日から３日間よろしくお願いいたします。 

 私からは、まず決算書の３０ページから２つ質問させていただきたいなというふうに思

ってます。 

 まず１点目ですね。３０ページの一番上、道徳教育推進事業委託金なんですけども、こ

れは前年度にはない委託金なんですけども、わざわざそういうのがあるということは、何

か府としての重点政策になったのかどうかと、府内各自治体に対して配られているもの

か、忠岡だけじゃないのかどうかということ。どう使われているかについては教育のほう

で質問したいと思うんですけども、まずこの点と、もう１点が一番下、ふるさと忠岡応援

寄附金、これは先ほど課長からもご説明いただきましたですけども、別冊のこっちの主要

施策の説明書にも書かれておるんですけども、件数と額が２年度と比べてがた落ちという

ことであります。年々たしかこれ、右肩上がりやったんと違うんかなというふうに思って

まして、貴重な自主財源だったわけなんですけども、全国的に熱が冷めたんかなというふ

うに思いきや、大阪でも全国的でもそうではないというところで、この本町のこういう３

年度の結果になった原因というものはどう考えておられるのか、教えていただけたらなと

思います。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 道徳教育推進事業につきましては、大阪府が各地域に実践研究校、小・中学校合わせて

１４校でございますが、を指定するもので、各校における特色ある道徳教育の取組の推進

を図るもので、忠岡中学校が昨年度、指定されたものでございます。で、こちらにつきま

しては、例えば大学の教授を招聘し、研修会を行ったり、あるいは冊子等を作成させてい

ただきました。 

 以上でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課長（橋本珍彦課長） 
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 ふるさと納税についてご回答させていただきます。 

 委員おっしゃっていただきましたように、ふるさと納税は顕著に成長してきたという

か、伸びてきてございました。ところが、令和２年度をピークに令和３年度は減少してお

ります。その理由につきましては、先ほど議員もおっしゃっていただきましたように、令

和２年度につきましては特殊要因といたしまして、新型コロナウイルスの対策の影響とい

うことで、巣籠もり需要というのが発生してございます。令和３年度につきましてもそれ

は続いておるんですけれども、令和２年度のインパクトが大きかったということで、令和

３年度のほうでは相対的に落ちているというのが１つの原因として考えてございます。 

 また、今まで忠岡町におきましては、ほぼ毎年と言うてええぐらいにポータルを増やし

てまいりました。ふるさとチョイスを皮切りに、ふるさとチョイスと楽天、さとふる、ふ

るナビというふうに、ほぼほぼ毎年ポータルをつくってきたんですけれども、令和３年度

につきましては、産業振興課に引き継いだところですんで、ポータルの開設というのは一

たんこのときには手をつけなかったということで、１つこれも要因となってございます。 

 また、これは返礼品全体に係ることなんですけども、忠岡町につきましては主にです

ね、繊維関係、毛布とか布団、タオルというふうな返礼品に偏っているというんですか、

一般的に言われる一本足打法となってございますので、この辺の裾野を広げていかない

と、これもちょっと厳しいのかなと思ってございます。この３点が大きく我々が考える伸

び悩んでいる要因となってございます。 

 説明は以上でございます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ありがとうございます。まず、道徳のほうなんですけども、これは府内で１４校という

お答えやったんですけども、そのうちの１校が忠中であるということですね。はい、あり

がとうございます。 

 で、橋本課長、ふるさと寄附金なんですけども、巣籠もり需要がちょっと落ち着いたと

いうような感覚ですかね。それと、毎年ポータルサイトを増やしてきて、その成果はあっ

たんですけども、今回は増やしていなかったということ。で、毛布の表現で一本足打法と

いうところで、毛布、繊維関係ばかりでやってきたけども、それもこれまでふるさと納税

をご利用いただいていた方からしたら、ひょっとしたら飽きられてきたかもしれないとい

うような感じですかね。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 橋本産業振興課長。 

産業振興課長（橋本珍彦課長） 

 飽きられたというか、あと競争相手というのが当然多々、ほかにもぎょうさんございま

す、毛布関係といたしましては。その中で若干埋没してるのかなというところでございま

すし、いろんな方とお話しするんですけれども、やっぱりこの返礼品のバリエーション、

カテゴリーというのは増やしていかないとちょっと厳しいというか、伸びって期待できな

いのではないかなというお声をちょっと頂いておりますので、その辺、今ちょっと力を入

れて、返礼品の業者開拓というか、ちょっと裾野を広げたいなというふうに考えてござい

ます。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ありがとうございます。そこまで原因というのを把握されておられるということなの

で、それを生かせるように、次、５年度予算にでも反映していただけたらなというふうに

思います。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんでしょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。  

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 おはようございます。よろしくお願いします。 

 まず、今年の決算の特徴というところでお聞きをしたいんですけれども、まず２０年ぶ

りに、説明あったように、２０年ぶりに経常収支比率が１００％を切ったということで、

５億４，８０４万３，０００円の黒字ということを見たということで、主な要因は、先ほ

ど説明のあった普通交付税の追加交付の、お聞きすると約１億１，４３７万６，０００円

があったと。それと、ふるさと応援寄附金の返礼品のルールを改正したということで、返

礼品をあらかじめ差し引いてということになったんですけれども、これで合計で５億円に

なるんでしょうかというところで、それ以外に何か要因があったのかなというところをち

ょっとお聞きしたいんですけれども。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 岩佐財政課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 こちらの資料の２ページを見ていただいたら分かりやすいかと思います。まず、先ほど

私のほうが説明申し上げております部分ですね。普通交付税関連につきましては、地方交

付税の欄を見ていただきますと、２億４，９２１万５，０００円ということで、追加交付

自体は１億幾らという形だったんですけれども、そもそも要は令和３年度の本算定の段階

で令和２年度より億単位で追加需要が出ているというところで、地方交付税全体で２億

４，９００万円、前年度と比べてプラスになっておるというところが、まず大きく１点。 

 で、その一番下の町債のうち臨時財政対策債、こちらも普通交付税に関連する部分なん

ですが、こちらも前年度と比べると７，２４０万円増えているというところでございま

す。 

 で、あともう１つが、先ほど申し上げましたふるさと忠岡応援寄附金の部分でございま

す。こちら、大体ざっと寄附金に係る約半分が返礼品経費と考えますと、２億２，０００

万寄附金を頂いておりますので、１億１，０００万円、一般財源としては浮いてきたとい

うところでございます。 

 その他については、上から見ていただきますと、町税がまず１，８００万弱ほど伸びて

るというところと、あと各種譲与税や府税交付金の中でも、消費税が３，０００万弱増え

ている。法人事業税交付金も１，６００万弱。地方特例交付金についても２，１００万弱

増えてるというところで、大体５億近い形になってくるのかなというところで、実質収支

が出たというようなことで考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今、説明ありました一過性のものというところの部分が、普通交付税の追加交付だけで

はないというところもあるということですか。交付税の追加交付があるから一過性のもの

やからというふうではなく、普通交付税そのものも増えてたと、追加交付以前にですね。

というところもあったんでしょうか。税収が伸びているけれども、地方交付税も伸びてい

るというところで、それも含めて一過性ということですか。それとも、それはそれでその

ようになったということなのか、その辺りもちょっとお聞かせいただきたいんですが。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 岩佐財政課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 主に追加交付自体も、本算定自体も、ある程度は一過性の性質的なものはあるのかなと

いうふうに一応分析というか、考えてはおるんですけれども、国税収入のほうについて

は、国のほうも令和３年度ある程度伸びるというふうな見込みで本算定のほうは推計して

いたところがございます。国も想定以上に国税が大きく伸びてきたので追加交付というと

ころになってございますので、そもそもの普通交付税の算定につきましても、一定、ある

程度一過性のものはあるのかなというふうにはちょっと考えておりますので、ですので、

なかなかその部分については油断ならないというのか、というふうには財政のほうでは考

えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 国の地方交付税の動向というところがなかなか読めないところがあると。これが続くの

か、本当に今年だけなのかというところが分かりにくいというところもあるようでありま

す。 

 それで、資料編のほうですね。これの説明の後ろに資料ってついてまして、資料の７ペ

ージのところなんですけれども、資料の７ページでね、標準財政規模が令和２年度と３年

度で、だんだんちょっと増えているというんですかね、４５億４，３２７万３，０００円

と、令和３年度、一番下の右端ですね、になっているという、この標準財政規模について

の、何て言うんでしょうか、これはほかの健全化判断比率には全部関係してくると思うん

ですけれども、これというものとの関係性というのは、地方交付税、あるんでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐財政課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 この標準財政規模なんですけども、地方交付税とも大いに影響してくる部分でございま

すので、この４５億４，３２７万３，０００円という令和３年度の数字は、再算定の段階

で出てきている標準財政規模という形になっております。これが一過性のものなのであれ

ば、やっぱり下がってくるというところも考えられますので、この部分が変わってくる

と、もちろん健全化判断比率の算定上も影響が出てくるということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 標準財政規模が大いに影響しているというところで、以前は４０億程度だったと思うん

ですけれども、それが４５億になっているという、その５億の差というものも、やはり交

付税の交付される金額には影響してくるというふうにはなるということですね。分かりま

した。 

 それで、委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということが分かりました。 

 で、その一過性のものというふうになってるんですが、実は地方交付税、昔はね、もっ

とたくさんあったかと思うんですけども、減らされてきたというところが、この２０年以

上前ですね、小泉政権のときの三位一体の改革の影響を忠岡町はもろに受けたと。全国的

にもね、ちょっと受けてたというふうに、忠岡はそのような今まで答弁をされてこられて

ました、財政厳しいときにね。 

 三位一体の改革、３つありましたね。国庫補助の廃止・縮減と、２つ目が地方への税源

の移譲というんですか、税収の確保ということと、３つ目が、それやから地方交付税を削

減というふうな、この３つの改革ということで、税収はそんなにあまり、税源移譲という

のはそんなに進んでいないのに国庫補助金が減らされ、そして地方交付税が減らされたと

いうところの影響が大きかったというふうに、財政が一頃厳しいときは、そのような説明

であったと思います。 

 で、少しその地方交付税が今回このようにちょっと増えたと、増額になったということ

で、忠岡町自身もやはり財政的に少しね、少し良くなったというところがありますので、

本来これを続けていただくと、一過性のものにさせないというところがやはり大事ではな

いかと。忠岡町の財政をやっぱり守っていくということであれば、この方向で行くという

ことが非常に大事ではないかということで、そこでちょっとお聞きしたいんですけれど

も、これを一過性のものというふうに終わらせないように、全国、大阪府下それぞれの市

町村、自治体が、やはり国に向けて地方交付税の増額と、これを維持してくれという、そ

ういう要望をしていくことというのが、やはり忠岡、少し１億、２億、３億とちょっと増

えたら、すごく大変ね、財政にもゆとりが出てくるということですので、こういう方向で

力を合わせて国に対して要望していただきたいと思いますが、担当課のほうではいかがで

しょうか。 
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財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 地方交付税というものは、忠岡町にとってはなくてはならないところの重要な財源と認

識しておりますので、その辺は機会あるごとに、府を通じてとか、国のほうに必要な需要

というものは必ず措置されるような形の要望をしてまいりたいと思っておりますので、ご

理解よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ぜひ全国の市町村と力を合わせて、国に向けて要望を頑張っていただきたいと思いま

す。 

 もう１つ、今年の決算の特徴のもう１つが、経常収支比率が２０年ぶりに１００％を切

ったというところなんですけども、これも一過性のものというふうにおっしゃっておられ

たんですけども、やはりこれ、標準財政規模が、分母が大きくなると、その数字が良くな

るという部分があるかと思うんですけども、これはどのように見ていらっしゃるんでしょ

うか。そういうことで分母の標準財政規模が大きくなったということと、経常経費充当一

般財源の地方交付税とか、そういったのが増えたというところで良くなったという説明に

なるんでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 お見込みのとおりでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 数字ですのでね、実態がどうかと。数字が良くなったから実態が良くなっているかと。

でも、やっぱりそれは比例しているかと思いますので、これが予断を許さない状況である

ということでありますが、１００％を切るほうがもちろん財政硬直化してないということ
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ですので、そういったためにも国に対してね、要望もしていただきたいと思います。分か

りました。 

 そこで、税収のところをちょっとお聞きしたいと思います。コロナの影響があって、税

収が落ち込んでいるんではないかというふうに思ったんですけれども、そんなに落ち込ん

でいなくて、むしろちょっと増えているというところで、これはどのような傾向でこうな

っているのかと。影響をほんとに皆さん受けてないのかなと。去年、同じことをちょっと

財政課長さんにお聞きしましたら、好調な企業があってということで、それでコロナの影

響を受けている個人というんでしょうかね、そういった法人ではないところのそういった

方々は税収にあまり見えてこない、反映しないから、影響があってもちょっと数字的には

と、あまり影響がないんではないかという答弁やったと思いますが、そうでしたね。とい

うことで、今年もそのような状況なのかということで、新型コロナの影響というのはどの

ようにあったでしょうかということと、徴収猶予とか減免とかの件数もお教えいただきた

いんですけれども。税務のほうですね。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川税務課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 個人事業主の方についての協力金で所得が増えているかどうかなんですけども、まず

は、令和２年度の営業収入がある方をちょっとピックアップしまして、その中でコロナに

よる影響を受けている個人で飲食をされている方に絞って調査のほうを行いました。 

 令和４年度分の収入と過年度分の営業収入の推移を比較したところ、令和４年度で営業

収入が大幅に上がっている方で、コロナの協力金等を収入として確定申告をしていると思

われる方はいませんでした。主な理由といたしまして、大阪府営業時間短縮協力金の支給

開始の年です本協力金の支給は令和３年度から始まったため、その分の収入は令和４年度

町民税に反映されます。したがいまして、令和４年度分を同じ条件で調べたところ、３１

件の該当者がおり、町民税が令和３年度よりも８６９万８，２４０円の増加となります。

これは令和３年度から始まった大阪府営業時間短縮協力金の支給が約１年間あったため、

それに連動して町民税も多くなっていると考えております。 

 次に、徴収猶予の件ですけども、令和３年度の徴収猶予の件数は１３件で、金額は１３

４万９，３００円です。減免の件数については０件です。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。大阪府の時短の協力金は、この年度ではなく、４年度になるので、３年

度ではちょっと影響が分からないというところでありますが、徴収猶予の件数とか減免と

かが、これは前年度、令和２年度に比べると増えているのか減っているのかというところ

では、分かりますでしょうか。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川税務課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 ほぼほぼ変わっておりません。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。新型コロナの影響が２年度も３年度も変わらずあるというところで見て

おいたらいいということですね。分かりました。 

 そしたら、それでですね、地域の経済の状況というのが令和３年度はどのような状態で

あったのかというところで、景気がちょっと低迷しているのか、良くなっているのか、ど

うなのかという、その辺りをちょっとお聞きしたいんですが、法人税割から見た好調な業

種というところで、どのような業種が好調でと、あと不調なところはどういったところか

というところを、ざくっとお教えいただきたいんですけれども。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 令和３年度の好調な業種は、木材、木製品製造業、化学工業、不動産賃貸管理業、鉄鋼

業、石油製品・石炭製品製造業が増加となっております。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 分かりました。忠岡町の法人税というものが非常に少ないというところがありまして、

大体上位の１０社ぐらいでもう半分ぐらい占めていらっしゃるという状況、それは変わら

ず、大体上位１０社ぐらいでどのぐらいの割合、占めていらっしゃいますかね。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 ５６％になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、上位の動向によって忠岡町の法人税がちょっと左右されるというところ

にはあるということですね。納税できているというところはいいんですけれども、個人や

いろいろな働き方をされて、フリーランス的なそういった個人事業主の方についてはちょ

っとなかなか忠岡町では把握することがね、納税されてないという、その辺のところはち

ょっとつかめないかと思いますけれども、今後そういったところに対しての疲弊している

ところの手当てというのが今後必要かなと思います。 

 あと、続けてちょっと税のところ、よろしいですか、数字ね。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 固定資産税のところでなんですけれども、償却資産の動向はどうなっているのかという

ことと、固定資産税の新築の件数ですね、この令和３年度はどのようであったのかという

ことですね。あと、農地の固定資産税の金額と、全体に占める割合もちょっとお教えいた

だきたいと思います。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 償却資産の動向についてご説明いたします。町内の動向といたしましては、令和２年度

より資産が増加した法人は７４件で、逆に、資産が減少した企業は１７９件で、設備投資
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を控える法人が多いという結果になりました。 

 次に、新築件数の動向なんですけども、令和３年度は７５件で、例年と大きくは変わり

はありませんでした。全国的な動向を見ますと、新築着工の戸数が２０２０年のコロナの

影響により落ち込みましたが、２０２１年には前年からの反動増のほか、あくまでも前向

きな可能性として考えた上で、消費者ニーズが変化したことが挙げられます。 

 例えば、コロナ禍で家で過ごす時間が増えたことで、在宅勤務などの消費者の新しいニ

ーズが着工件数を押し上げる方向に作用したのではないかと考えております。本町におい

ても結果として令和３年度の新築件数は前年度並みとなっておりますが、令和４年度以降

の件数の推移につきましては注視してまいりたいと考えております。 

 次に、農地なんですけども、農地の税額は１，５１９万５，０００円で、土地の全体の

税額に占める割合は３％です。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。そうですね、償却資産は設備投資が令和３年度は進まなかったというふ

うに見てよろしいですか。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これはそれぞれの企業の事情もあるでしょうけれども、やっぱり控える傾向にあるんで

はないかというふうに思われます。 

 あと、新築の件数は前年度並みということで、分かりました。 

 あと、農地については、これは１，５１９万５，０００円ということで、全体の固定資

産税のうちの３％ということで、わずかではあります。これはちょっと歳出のところでお
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聞きしたほうがいいかなと思いますが、やっぱり農地が減ってきているというところで、

農業振興策のところで歳出でお聞きしたいと思いますが、いつもやっぱり固定資産税ね、

ここは忠岡町は農地じゃなくて高いというところで、そこの軽減とかいうことで保護して

いくというふうなところも政策的に必要ではないかと思いますが、これはちょっと歳出の

ほうでお聞きしたいと思います。 

 あとですね、固定資産税、もう１件だけすみません。忠岡町は独自にね、高齢者、障が

い者の方に固定資産税を独自に減免されているんですけれども、この令和３年度の固定資

産税減免の件数と金額をお教えいただきたいんですけれども。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 令和４年度なんですけども、高齢者の方の減免の数が２６件、障がい者の方は０件でし

た。それで、高齢者の方の減免金額なんですけども、２６万１，４００円です。 

委員長（河野隆子議員） 

 令和３年度ですね。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 ３年です、はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 今のは３年度ですね。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 ３年度実績です。すみません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。２６件の方で２６万ということですから、平均約１万円ということであ

りますが、なかなかこれ、以前と比べると対象者がちょっと限定されてきていまして、延

べ床面積というか、平米数というんでしょうか、そこの制限がかなりね、７０平米以下と

いうことになったので、なかなか対象になるお家の方というのが少なくなってしまったん

ですが、むしろそれよりももう少しちょっと普通の、それよりも広い、７０平米よりも広

いところの方でお困りの方というところがなかなか救済できてないと。固定資産税も、税

額そのものもやはりその方々のほうが多いわけですから、そこのところにも対象をもう少
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し広げていただいて、よく頑張って２６件減免していただいてると思いますので、高齢者

の方は年金も減らされてきておりますので、そちらの減免についてもう少し拡充していく

ということで、多くの方を救済していくというお考えはないでしょうか。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 現在のところは考えておりませんが、近隣市の動向を注視して、調査研究してまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 なかなか忠岡町独自の施策というのが少ない中で、これは頑張っていただいてるという

ことですので、高齢者や障がい者の方の生活を支えていくという、そういう役割もぜひ発

揮していただきたいと思いますので、改善のほうをよろしくお願いします。 

 あともう１点だけ、すみません。軽自動車税ですけども、１４年以上、軽自動車に乗っ

ていると買い換えたほうが減税になるという、で、買い換えるお金がない方はそのまま乗

り続けていると軽自動車税が高くなるという、こういった買い換え促進を国としてやって

いるような感じなんですが、その加重というんですかね、税金を多めに払っていらっしゃ

る１４年以上の軽自動車税の方というのは何台ぐらいあるでしょうか。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 台数のほうは、課税台数が９８５件です。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それは軽自動車全体の中に占める割合というのはどのぐらいでしょうか。 
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税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 すみません、ちょっと把握のほうをしておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。買い換えることがちょっと難しい方のほうが税金が高くなるというとこ

ろでありますので、また全体の中に占める割合、これついてもまたご検討いただくという

こともお願いしたいと思います。また、数字は後ほどで構いませんので。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 パーセンテージが分かりましたので、報告させてもらいます。１７．４％です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。結構、思った以上に多いなと思いました。そちらの方のね、ちょっとな

かなか払い難いという方は、そんなにいらっしゃるかどうか分かりませんが、やっぱり軽

自動車を選んでいらっしゃる方というのは、税金が安いというところで乗っていらっしゃ

る方も多いですし、あと、自営業の方でどうなんやろな。ちょっとなかなか買い換えるお

金がないという方も乗ってはると思いますので、状況を見てね、やっぱり軽減をぜひ考え

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。要望しておきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員、答弁よろしいでしょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 答弁、頂きましょうか、そしたら。 
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税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 頑張ってやっていきますので、よろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 昨年、令和２年度に続きまして、令和３年度のこの決算もコロナ関連のお金というのが

たくさん入っておりまして、先ほど岩佐課長からも説明がありましたんですけれども、国

庫支出金の中、１４億の中も６億１，０００万円がコロナ関連の支出金ということであり

まして、非常に、ちょっと私といたしましては勉強不足なんですが、この決算書の中身が

見にくい内容になっているかと思っております。 

 で、実際のところお伺いしたいのがですね、これ、令和元年度、コロナ前の状況と比べ

まして、こういったコロナ関連の予算なんかがなかった状況を考えますと、町税のほうは

昨年と比べましても多少増えてるのかな、プラス１，７００万円という堅調なところでは

あると思うんですけれども、これを岩佐課長、令和元年度もしくは来年以降、コロナ関連

の予算というのがグッと減ってくるかと思うんですけれども、その辺に置き換えたとき

に、忠岡町、現在の実際の財政状況というのは非常に厳しいところにあるのか。今回の決

算のように、５億６，０００万円翌年度に繰り越して積み立てられるような状況で、楽観

視はしないんですけれども、少し余裕が出てきたという状況にあるのか、その辺の分析と

いうのはされておりますでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐財政課長。 

財政課（岩佐式人課長） 
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 すみません、細かなところの分析というところまでは至ってはおらないんですけれど

も、単純にコロナの関係、ここ令和元年度の終わりからずっと国庫補助金等いろいろ出て

きておりますけれども、この辺については基本的にはそれほど大きく財政運営に支障は生

じないかなというふうなことで考えております。それよりもやっぱり着目すべき点という

のは、町税の推移と地方交付税の推移によって、やはりちょっと財政運営上は左右される

のかなというところなので、国庫補助事業が今コロナの関係でたくさん出てまいりますけ

ど、そこが全くなくなったからといって、たちまち財政状況は、じゃあ悪くなるのかとい

うたら、悪くもならないですし良くもならないのかなと。そういう意味で通常に戻るのか

なというところで考えております。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。ちょっと安心しました。令和元年度、決算規模で言いますとグ

ーンと下がりまして、これ、６０億の後半ぐらいになるのかな、７０億ぐらいになるのか

な、その辺になったときも、まあ特段苦しい状況にはならんというご説明やったと理解し

てますが、よろしいですよね。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐財政課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 はい、その点だけを捉えて申し上げますと、そういうことでございます。ただ、基本的

には通常の状態に戻るということでございますので、通常の状態で、そこから財政運営

上、どういうふうに要はいろんな手を打っていきながら、節約していったりとか歳入を増

やしたりというところが課題となってくるというところで考えております。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。では、続けてよろしいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうぞ。 
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委員（松井匡仁議員） 

 ちょっと会派からお預かりしてます質問、５点ほどさせていただきたいと思います。 

 まず、１５ページの固定資産税につきまして質問をさせていただきます。再来年から相

続登記の義務化などが始まることになっております。現状ですね、この固定資産税に関し

て所有者不明とか相続人が分からないとか、どこへ行ってるか分からんとかいうことで、

固定資産税の未払いが発生している件数というのは把握しておりますでしょうか。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 相続放棄で不存在になってる方がいらっしゃいまして、それが５件あります。税額にし

て１６万７，３００円です。 

 以上です。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。で、来年からですね、この相続税、土地の国庫帰属法というの

が開始されるそうでございます。相続登記を義務化されますので、それに併せて、周知を

図るために死亡届を出しに来られたときにですね、ご案内、パンフレットなんかをぜひお

渡しいただいて、準備をしていっていただきたいと思うんですが、その辺、お考えござい

ますでしょうか。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 長谷川課長。 

税務課長（長谷川太志課長） 

 国の制度を勉強しまして、お客様からご相談を受けた際はご回答できるように頑張って

いきたいと思います。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 
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委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。頑張ってください。 

 それでは、次の質問に移ります。２０ページの町営住宅の跡地、更地になっている部分

の取扱いについてというところで質問させていただきます。 

 以前よりですね、うちの会派の三宅議員が提案を続けてるんですけれども、一時的に、

用途が決まるまで、今、更地になってる町営住宅のところを、企業さんなんかに貸し出し

たりですね、駐車スペース、また広告スペースなどに転用できませんでしょうかという質

問なんですが、いかがお考えでしょうか。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 坂本建設課長。 

建設課（坂本健三課長） 

 町営住宅につきましては、現在、大阪府と打合せ、協議をやってる最中でございまし

て、跡地を使えるのかどうか、使えるのであれば、どのような用途で使えるかというよう

な協議をただいまやってる最中でございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。また結果が出ましたら、会派のほうに報告をお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２３ページに載っておりますマイナポイントの件をお伺いしたいと思いま

す。マイナポイントの健康保険証の移行についてお伺いしたいと思うんですけれども、こ

れですね、国の政策でございますんで、登録支援を強化する必要があるんですけれども、

現行で忠岡町民の健康保険証登録状況というのは幾らあるかというのは把握しておられま

すでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 マイナポイント事業でございますが、この健康保険証とのひもづけでございますが、あ

くまで個人という形になってございまして、間に例えば共済組合とかいろいろ入ってると
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思うんですが、そこが把握してるということもございませんので、現状では役場のほうも

どの程度加入してるかというところは実態把握できない状況でございますので、よろしく

お願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございます。これは、ということはずうっとこの先も把握できないという答

弁でよろしいんでしょうかね。どこかの段階で把握できるようになるんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 現状の制度では、特にその把握というのはできない状況でございますが、今後について

は情報収集しながら注視してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いしま

す。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。 

 では、次の質問に移らせていただきます。あと２点ございます。３０ページのふるさと

納税について質問させていただきます。これもですね、うちの三宅議員、前からずうっと

議会なんかでも話をされてるんですけれども、企業のクラウドファンディングに充てる仕

組みなど様々な手法が出てきてるんですけれども、忠岡町としても参考になるところ、今

後のお考え、その辺いかがでしょうかということなんですが。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 今、議員おっしゃっていただいておりますように、クラウドファンディングとか企業ふ
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るさと納税等々ございます。うちもいろんなところと、例えば一番近いところで言うと、

泉佐野市のほうに勉強会というんですかね、行かさせていただきまして、お話等々伺って

ございますので、取り入れられるところはどんどん取り入れていきたいなと考えてござい

ますので、ちょっとお時間を頂きたいんですけれども、今すぐどうじゃなくて、ちょっと

お時間をくださいということで、方法等々考えてございますので、その辺よろしくお願い

します。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 また具体がありましたら、お聞かせください。よろしくお願いいたします。 

 それでは、歳入最後の質問をさせていただきます。３４ページです。３４ページの放置

自転車の移送保管料についてお伺いしたいと思います。ここに載ってます移送保管料で収

入が２，０００円となっておりますんですけれども、回収されている台数に比べて２，０

００円という金額があまりにも少ないような気がするんですが、現状としてはこれどのよ

うになってるんでしょうか、よろしくお願いいたします。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 坂本建設課長。 

建設課（坂本健三課長） 

 放置自転車ですけども、この２，０００円というのは１台分でございまして、令和３年

度、４年度もですけども、放置自転車が町内から減ってるということでご理解いただけた

らありがたいです。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 じゃあ、提案なんですけれども、もうゼロにしちゃってもええんじゃないかと。年間通

して２，０００円しか回収できないのであればですね、ここにあるよということで、ゼロ

にしてもいいんじゃないかという案があるんですけれども、いかがでしょうか。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 坂本建設課長。 
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建設課（坂本健三課長） 

 これ、条例制定してまして、他市もやってるんですけども、町なかに放置されている自

転車を回収して、お金を取らずに返すということは、町なかに放置自転車が増えるという

ことで、ご理解いただけたら助かります。 

委員（松井匡仁議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 先ほどもちょっと質問の中でも出てたと思うんですけども、ふるさと寄附金の分の返礼

品のほうが、毛布とか布団、タオル系のそういうもの、繊維のものやということだったん

ですけども、具体的にはどういうものをされているのか、ちょっと教えていただきたいん

ですけど。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本産業振興課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 ふるさと納税で実際よく出ているものということでよろしいですよね。 

委員（小島みゆき議員） 

 そうです。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 やっぱりうちのほうで一番よく出てるのは、泉州産タオルの４枚セット、４色セットと

いうのが、令和３年度、一番よく出てございます。あとは、国産の羽毛布団シングルとか

カシミヤ毛布ですよね。あと、やっぱり同じように羽毛布団のシングル、日本製の洗える

ベビー布団セットというところが上位を占めてございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ありがとうございます。ちょっとどういうものがされているのか教えていただきたかっ

たので、聞かせていただきました。 
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 そしたら、次のほうに入ります。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうぞ。 

委員（小島みゆき議員） 

 １９ページの保育所とかの滞納の分が載ってるんですけども、町立のほうとか、また町

立以外ですかね。そういうところの滞納の分というのは、やっぱりコロナの分が関係して

こういうふうに滞納金が多くあるんでしょうか。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 保育料の滞納につきましてなんですけども、こちらにつきましては過去からの積み上げ

のものがほとんどになっておりまして、特段コロナの影響等で増えたものとは認識してお

りません。よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ありがとうございます。それは、どうしてそういうふうに滞納がずうっと続いていって

るんでしょうか、改善されずに。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 令和３年度の単年度での滞納金となりましたら６万３，２００円となっておりまして、

こちらについては何か要因があってというふうなところまではちょっと確認はできており

ません。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 そういうことは、滞納の分はずっとそのまま、対応せずにずうっとそのまま続いていく

ということなんですか。すみません、ちょっと分からなくて。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 過年度分の滞納繰越の分につきましては、毎年、督促であったり等、令和３年度で申し

上げますと、年３回、児童手当支給のタイミングで納付書を送付させていただいておりま

す。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ちょっと分からなくて。納付書を送付はしてるけど、もうそのままずっとスルーされる

ということになるんですか。そのやり取りとかはないわけですか。納付書はちゃんと送っ

ていただいて、払ってくださいよということと思うんですけども、その変わらないという

ことは、ずうっとそのままスルー状態が続いていくということなんですかね。すみませ

ん、ちょっと意味が分からなくて。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野教育みらい課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 過年度分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、そういったタイミングで納付

書を送らせていただいて、納入を促しているというような状態でございます。その結果、

令和３年度につきましては、公立分で８４万５，４００円、民間分で６万９，８００円の

滞納分、過去からの繰り越してきた滞納分を納入していただいてるという実績になってお

ります。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ということは、まだまだたくさんあるということなんですかね。もうないということで

はないですよね。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 決算書で申し上げますと、１９ページの収入未済額ですね。こちらの分が過去からの積
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み上げを残した金額となってございます。ですので、まだ５２４万円ほど残っておりまし

て、ちょっとこちらにつきましては過去からの懸案事項でもございます不納欠損の処理と

いうものが一切なされておりませんので、その辺りは調査研究を続けてまいりまして、落

とせるものは落としていくというような処理を行っていけるよう、体制を図っていきたい

と思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 ありがとうございます。そしたら、過去の分やからとっくに保育所を卒園されたりと

か、そういう状況になっていっているということですね。ずっとたまっているということ

ですよね。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 はい、お見込みのとおりでございます。 

委員（小島みゆき議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 決算の財政課のほうから出ている資料のところで、もう１点お聞きしたいんですが、資

料のほうですね、資料８というページのところなんですが、令和３年度引上げ分の地方消

費税交付金社会保障財源化分が充てられた社会保障施策に要する経費というのは、これは

どのようにその財源を使ったかというのは議会に報告しなければいけないということなん

で、報告が先ほどはなかったけど、ちょっと説明では聞きましたのですが、今回、税率も

上がっておりますので、その分増えているかと思いますが、２億１，９５９万５，０００

円、社会保障財源化分ということで国のほうから来ておりますが、よく説明では、今まで

一般財源でしていたものを置き換えておりますという説明なんですけれども、その中で忠

岡町独自で就学前の給食費の完全無償化や子どもの医療費助成の拡充といったところには

充てられているかと思うんですけれども、やはり２億以上来ている分を、全部とは言いま

せんけれども、やはり社会保障、福祉、教育の充実分に充てていけば、かなりの施策がで

きるかと思うんですけれども、置き換えということではなく、少しでも新規施策に充てて

いくという、そういうお考えはないでしょうか。 
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財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 その状況、状況によって、新規事業を立ち上げるのであれば、そこらにもちろん充当し

ていくというところもあるかもしれませんけれども、現状、障がい福祉事業等におきまし

ても、ここ１０年の間で右肩上がりにすごい結構な勢いで扶助費のほうが伸びてきている

というところでございまして、そこが要は財政的に圧縮されてる部分という、圧迫です

ね、圧迫されている部分ではございます。 

 そういったところ、扶助費の部分にもちろん充てていってるというところもございます

ので、その議員おっしゃってるところの新規事業でもっと充実していくべきではないかと

いうところは、一定ご意見としては頂戴いたしますけれども、財政運営上、そういった新

規施策等ですね、その状況を見ながら福祉部のほうと相談しながら事業展開をしていきた

いと考えておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 コロナ禍で減収になってお困りのそういった方々もたくさんいらっしゃるし、子どもの

貧困も問題になっておりますし、女性の貧困、様々な、光を当てなければいけないところ

の部分というのがまた新たに出てきているかと思いますので、そういったことや、子育て

支援等にもやはりまだまだこれから要望が多いかと思いますし、高齢化というところでの

問題というところもありますので、この財源について拡充の方向でぜひ使っていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 もう１点。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、もう１点ですけれども、これは財政のほうで、いつも決算が出れば財政収

支の見通しというのを、最近でしたら５年間ですね、この９月、１０月の時期に出してお

られるんですが、今年というか、この令和３年度決算に対応しての時点修正というものが

今回はちょっと出ておられないんですけれども、その理由についてちょっとお聞かせいた

だきたいんですが。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 こちらなんですけれども、昨年の決算委員会と今年の予算委員会のほうで事前にちょっ

と告知といいますか、させていただいておったんですけれども、なかなか半年に１回とい

うところで世の中の流れが大きく変わるというところがなかなかないというところで、確

かに今まで決算委員会と予算委員会というタイミングで年２回出さしていただいておりま

したけれども、そもそもその短期間で出していた要因というのが、第２次財政健全化計画

の一番その財政状況が非常に悪かった時期、この時期にですね、半年程度でやはりシミュ

レーションを描かないと、いつ、要は赤字団体に転覆するかというところの瀬戸際の中で

そういった形になっていたというふうに前任のほうから聞いております。 

 先ほど申し上げましたとおり、半期、半期でなかなかそういった大きく変わらないとこ

ろでございますので、この収支見通しについては予算委員会において年１回、その予算を

反映させた上でシミュレーションを描いてお示しさせていただくというような形で今年度

から変えさせていただいたということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 しょっちゅう変える必要はね、年に２回でなく年に１回で、それはいいと思いますけれ

ども、予算委員会の段階では、このような黒字を見るというんでしょうか、基金が積み上

がるということは予測できていて、それを反映されている状態でありましたでしょうか。

すみません。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 予算委員会は、あくまでその予算をベースにしておりますので、ちょうどその入れ代わ

りの時期になりますので、今回、その５億４，８００万円というようなところというの

は、もともと想定も全くなされてない部分でございますので、予算ベースではそこは想定

しておらないところでございます。ただ、次の３月、令和５年度の当初予算のときにお出

しする部分については、令和３年度の決算とか、そういったものも全部含めた上で収支の

ほうを出させていただくという形で考えております。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 予算に重点を置くということで、予算委員会のほうでもそのように報告というんですか

ね、話がなされていたかと思いますので、そしたら今の５か年の見通しというのは、今年

度の予算委員会で出されたその見通しで今現在おると、生きているということですね。で

すが、数字的にはこのような状況になっているということはちょっと想定されていなかっ

たという説明だということで、よろしいですか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね、財政調整基金の額と、あと、また経常収支比率のそういうポイント数とか

いうところは、やはり変わってきてるので、また３月では少し若干変わる、見通しについ

てはちょっと変わるというふうなことがあるかと思います。そういう理由で、予算のと

き、３月にお出しされるということなんで、分かりました。 

 よろしいですね。すみません。それと、もう１点、１９ページですね、せっかくの決算

書やから決算書のほうの１９ページのところの、細かい話ですが、火葬料のところで４１

９万円ということで出ておりまして、令和２年度は４６４万円でありましたけれども、何

をお聞きしたいかというと、新型コロナの影響でその火葬台を新たにしましたけれども、

コロナでお亡くなりになったというか、そういう火葬された方というのは何件ありました

でしょうか。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷住民課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 令和３年度でコロナで亡くなった方の火葬につきましては、５件ございました。令和４
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年度については、今のところ１件という状況でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。新型コロナの交付金で火葬台を、ちょっとこれ混むんじゃないかという

ことで新たにしましたけれども、それを活用するというところまで、そんなに行ってない

という状態でしょうか。それは使われているんでしょうか。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 現状、数字から申し上げますと、通常の火葬業務の範囲内で回っている状況でございま

す。 

 すみません、先ほど令和４年度のコロナで亡くなった方の火葬件数ですが、３件でござ

います。訂正させていただきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員、よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃあ、もう１点ね。 

委員長（河野隆子議員） 

 もう１点。 

委員（是枝綾子議員） 

 これも昨年もちょっと要望させていただいたんですけれども、文化会館の使用料が忠岡

町は、空調のね、使用したときの使用料が４割増しということで、１時間５００円が４割

増しなんで７００円になるというところで、他市よりもちょっと高くなるということなん

ですけれども、それについて少し見直しをして、皆さんが使いやすい使用料に変えていた

だきたいという要望なんですけれども、それについてはいかがでしょうか。 

生涯学習課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中生涯学習課長。 

生涯学習課（畑中孝昭課長） 

 冷暖房費ということで、おっしゃるとおり４割増しということで、また実際使われてる

冷暖房ということなので、その分は費用徴収ということでさせていただいてるんですけど
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も、また費用の額等については近隣の状況を確認させていただいて、その辺、効果を検証

させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね、近隣の状況についてちょっと、２つほどしかちょっと前年言えてないんで

すけれども、状況が平米数とか、また時間の区切り方とかいうことや、施設によってはま

ちまちですが、冷暖房費というところで取ってるというところが少ないんではないかとい

うことで、それは冷暖房を使わない時期を安くするという考え方もあると思いますが、今

の時代ね、冷暖房を使っている時期のほうが多いんではないかなというふうにも思います

が、なるだけいろんな方が利用しやすいような文化会館にということで、使用料はやはり

もう少し安くしていただきたいということはちょっとご要望申し上げますので、調査して

いただいて、よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。今奈良副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 すみません、よろしくお願いします。 

 １つ、まず教えていただきたいのが、この資料の５ページの職員数の推移なんですけ

ど、これちょっと決算カードと職員さんの数が合ってないんですが、これはどういうふう

に見たらいいのかが分からなくて、令和３年度分はないんですけど、今までの分も確認さ

せてもらうと、決算カードだと一般職員が１４９で、教育公務員が９で、合計１５８人と

書かれてるんですけど、これはこの中の一部なのかどうなのか、すみません、決算カード

がないと分からないかもしれないんですけど、これはどういう見方をしたらいいのか、ち

ょっと教えてください。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません、ちょっと今、決算カードが手元にないので、その辺調べて、またご回答さ

せていただきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 今奈良副委員長。 
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委員（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 あと、さっきの小島委員の続きなんですけど、滞納の分なんですけど、これから滞納者

に対してのどうやって対応していくかを決めていってくださるということでよろしいです

か。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 保育料の件でよろしかったでしょうか。 

委員（今奈良幸子議員） 

 はい。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 実際のところ、今、教育みらい課のほうで不納欠損に対する処理のノウハウというの

が、ちょっとまだ体制を整えてないというところもありますので、今年度に関しては職員

のほうも研修に参加もちょっと検討はしておるんですけども、今後そういった処理の方法

について調査研究を進めてまいりまして、体制整備を図ってまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

委員（今奈良幸子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。 

 あと、続いて、この決算書の２０ページの９．教育使用料のところの、今回、テニスコ

ートの照明設備等使用料が結構減ってるんですが、これの要因は何かありますか、教えて

ください。 

生涯学習課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中生涯学習課長。 

生涯学習課（畑中孝昭課長） 

 委員おっしゃるとおり、大幅に使用料が減少してるということですけども、特にこれと

いった大きな理由というのは、ちょっと今のところは検証できてない状況であります。 
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委員（今奈良幸子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 使われてる方の件数が減ったりとかされてるわけでもなく、その照明のお金が減ってる

だけなのか、件数が減ってるだけなのかとかも分かりますか。 

生涯学習課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中生涯学習課長。 

生涯学習課（畑中孝昭課長） 

 使用される方については、定期的に毎回、月の最初の日ですね、抽せん会をさせていた

だいてまして、定期的にご利用される方がずっとおられまして、その利用される方につい

ては大きな変動はないものと思っております。 

委員（今奈良幸子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 今奈良副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 回数が減ったりとかしてるわけでもなくですかね。結構、歳入なのでちょっとどうなの

かなと思って聞きました。 

 続いて、すみません、２８ページの子どもの貧困緊急対策事業費補助金、これ、たしか

スクールカウンセラーの配置の補助で、前回というか、前のときに２００万円まで出ると

言ったんですけど、これはこの金額はどういうあれでこの金額なんですか。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 こちらの大阪府子どもの貧困緊急対策事業補助金につきましては、町雇用のスクールカ

ウンセラー事業に対しての補助金でございまして、補助につきましては２分の１、補助を

頂いておるところでございます。 

委員（今奈良幸子議員） 

 はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 今奈良副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 これは、もし来てもらう回数を上げてもらうと、２分の１、また補助してもらうのが２

００万円までという形ですか。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 スクールカウンセラーの回数につきましては、年間２５日ということで決まっておりま

すので、それについて補助。ただ、近年の状況から、府のほうから回数を増やすというこ

ともありましたので、その際には検討の上、増やさせていただいてる分もございます。 

委員（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。 

 続いて、５番の教育補助金の中の予算で、学習支援員配置事業補助金が多分去年はあっ

たんですけど、今年はなかったんですが、これはない理由は何かありますか。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本秀樹理事兼学校教育課長） 

 昨年度は、国・府の事業のほうで、例えば学校におきましては学習サポーターという形

で配置のほうをさせていただいてるんですが、それで活用させていただいたんですが、令

和３年度につきましては、こちらのほうは活用していないということで明示していない次

第でございます。 

委員（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 一たん終わりますか。 

 他に、ご質疑ありませんか。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 確認なんですけれども、２１ページのところの衛生手数料の霊園管理手数料のところが

かなり増えていると。令和２年度は５万７，０００円でしたが、令和３年度、１７５万

２，７５０円。これは水道料金とかの例の、使用料じゃない、１万円の何かあったからで
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したかね。その原因は何でしょうか。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 霊園管理手数料につきましては、昨年度、第１期分について、過去２０年分を一括で納

めていただいてたという経緯がございますが、昨年ですね、これを今、５年ごとに徴収を

するというふうに順次変えていってございます。現在、１年間５００円、手数料を頂いて

おりますので、５００円掛ける５ということで２，５００円。この２，５００円で第１期

分に係る方の件数分を昨年度請求いたしました。これにより約１８０万円ほど調定が上が

っておりました。そういう関係がございましたので、令和３年度については霊園管理手数

料の収入が大幅に増えたということになってございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、第１期分の方の５年間分が一度に入ったからこのようになったということ

で、２期までありましたかね、すみません、あそこの霊園は。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 この後、また第２期、第３期と時期が来ましたら、同様の作業を進めていくことになっ

ております。ちなみに、今年度、令和４年度については第２期分、今回はちょっと２０年

から５年へのスライドする中で調整の期間として２年分を頂くというふうな、そういう年

度になってございますので、今年度につきましては第２期分の２年分を頂戴するという、

そういうサイクルに当たってございますので、今年度につきましてもまた霊園管理手数料

につきましては、それなりの収入がまた決算として上がってくる状況にございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。全部で３期までありましたか、霊園は。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、ついでなので、第１期、第２期、第３期の管理件数というんですかね、分か

りましたら教えていただきたいんですが。 

住民課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 今のご質問ですが、使用区画数ということでよろしいでしょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 使用区画数でね、はい。 

住民課（大谷貴利課長） 

 まず、第１期、総区画数が７９７に対して、７３２区画。第２期が２０６区画に対して

１８１区画。第３期が１７４区画に対して１０１区画。１期から３期までの総区画数が合

計で１，１７７区画ございますが、使用区画数については合計１，０２９区画となってご

ざいます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。ちょっとまだ空きがあるということで、これはまた募集というんですか

ね。せっかく整備したので、できるだけ使用していただけるようにと、またご努力いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 
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 いいですか。是枝委員、続いてありますかね。 

委員（是枝綾子議員） 

 いや。 

委員長（河野隆子議員） 

 ないですか。分かりました。 

 他に、ご質疑ありますか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子議員） 

 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

住民課（大谷貴利課長） 

 すみません、委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

住民課（大谷貴利課長） 

 先ほど浜霊園の状況の説明の中で、総区画数に占める使用区画数の件数なんですが、合

計、私、１，０２９区画というふうに言いましたけども、申し訳ございません、１，０１

４の間違いでございましたので、訂正いたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいでしょうか。 

 会議の時間ですが、議会費と、あと総務費の説明だけをしていただいて、昼休憩に入り

たいというふうに思います。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 それでは、一般会計の歳出決算の審査に入ります。３７ページから６５ページの第１款 

議会費及び第２款 総務費につきまして、担当課の説明を求めます。 

（議会費 担当課説明） 

 決算書の３７ページをお願いいたします。 

 第１款、第１項、第１目 議会費で、支出済み額は９，７３１万８，４４５円で、前年

度と比べまして１５７万３，２１６円の減で、率にいたしまして約１．６％の減となって

おります。減の主な要因につきましては、事務局職員の異動等による給料等人件費の減に

よるものでございます。 

 以上でございます。 

（総務費 担当課説明） 

 続きまして、第２款の総務費でございます。 
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 第２款 総務費、決算額１１億９，９４９万３，４５８円。第１項 総務管理費、決算

額１０億６，３９１万４，６３７円。第１目 一般管理費、決算額４億４，３４４万６３

０円で、前年度と比べ５，８８４万９，０００円増額となった主な要因は、第２節 給料

で、１，４６８万５，０００円の増、及び第３節 職員手当等の退職手当で２，９５９万

７，０００円増額になったことによるものでございます。 

 ４２ページをお願いいたします。第２目 人事管理費、決算額７９７万２，５８５円

で、前年度と比べ９１万２，０００円減額となった主な要因は、第５節 災害補償費の減

によるものでございます。 

 ４３ページをお願いいたします。第３目 財政管理費、決算額１０６万１，３８７円

で、前年度と相違ございません。 

 ４４ページをお願いいたします。第４目 財産管理費、決算額４８４万９，０７３円

で、前年度と比べ１６５万１，０００円減額となった主な要因は、第１０節 需用費で、

施設等修繕料の減によるものでございます。第５目 公平委員会費、決算額６万３，００

０円で、前年度と相違ございません。第６目 会計管理費、決算額１４２万１，８８２円

で、前年度と相違ございません。 

 ４５ページをお願いいたします。第７目 基金費、決算額１億２，８１３万２，４８６

円で、前年度と比べ１億６，９３８万１，０００円減額となった主な要因は、ふるさと忠

岡応援寄附金の各基金への積立てルールを変更したことに伴う減によるものでございま

す。第８目 シビックセンター費、決算額１億１，３５４万５，３１１円で、前年度と比

べ３４６万８，０００円減額となった主な要因は、第１４節 工事請負費の減によるもの

でございます。 

 続いて、４７ページをお願いいたします。第９目 電子計算費、決算額８，２８４万

５，４９１円で、前年度と比べ約１，０００万円増となりました主たる原因は、第１２節 

委託料でファイルサーバー更新業務委託料、並びに住民情報クラウドシステム機器リース

増によるものでございます。 

 続きまして、４９ページ下段をお願いいたします。続きまして、４９ページをお願いい

たします。失礼しました。第１０目 広報広聴費、７６８万１７１円で、前年度と相違ご

ざいません。続きまして、下段、第１１目 企画費、決算額１億１，３７６万４，４９４

円で、前年度と比べ３，０００万円減となりました主たる要因は、総合計画策定事業の

減、並びに第７節 報償費において、ふるさと忠岡応援寄附金謝礼の減によるものでござ

います。 

 ５１ページでございます。第１２目 災害対策費、決算額１，７８９万４８円で、前年

度と比べ約４９５万円増額となりました主な要因は、第１２節 委託料において、防災マ

ップ作成業務委託料の増によるものでございます。 

 ５２ページをお願いいたします。第１３目 自治会連絡費、決算額６５６万７，０００
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円で、前年度と比べ増減はございません。 

 同じく５２ページをお願いいたします。第１４目 集会所費、決算額１４８万７，０３

０円で、前年度と比べ１４５万円減となりました主な要因は、第１９節 負担金補助及び

交付金において、各地区集会所修繕負担金の減によるものでございます。 

 ５３ページをお願いいたします。第１５目 防犯対策費、決算額４２６万１，６５７円

で、前年度と比べ約５６万円減額となりました主な要因は、第１８節 負担金補助及び交

付金において、防犯カメラ設置費補助金の減によるものでございます。 

 ５４ページ下段をお願いいたします。第１６目 人権啓発費、決算額７４万１，９４０

円で、前年度と比べ３６０万円の減となりました主たる要因は、第１２節 委託料におい

て、第２次忠岡町男女共同参画計画策定等業務委託料の減によるものでございます。 

 ５５ページをお願いいたします。第１７目 人権擁護委員会費で、決算額６万３００円

で、前年度と相違ございません。 

 ５５ページをお願いいたします。第１８目 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金活用事業費で、１億２，９０４万３，６７７円です。なお、前年度につきまして

は、３億３，３６７万６，８１１円でございます。 

 決算書５８ページ下段をご覧ください。第２項 徴税費、決算額は６，８５７万６，３

２５円。第１目 税務総務費、決算額は５，２９２万９，７９５円で、前年度に比べ２５

７万９，３０８円の増となりましたのは、会計任用職員の増によるものです。 

 続いて、６０ページをご覧ください。第２目 賦課徴収費、決算額は１，５６４万６，

５３０円で、前年度と比べ１５４万１，６１６円の減となった主な要因は、固定資産評価

システム構築業務委託料の減によるものでございます。 

 決算書の６１ページをお願いいたします。第３項、第１目 戸籍住民基本台帳費、決算

額５，７４７万６，２９１円で、前年度と比べ１，３０８万３，４０５円の増額となって

ございます。主な要因は、人件費と戸籍電算システムの改修委託料の増によるものでござ

います。 

 続きまして、６２ページ、第２目 パスポート交付事業費、決算額は６２万３５円で、

前年度と比べ９０万２，０８９円の減でございます。これは、パスポート申請等の件数が

減少したことにより、申請手続で住民さんに購入していただく印紙収入で、役場が準備す

る印紙購入費用が減少したことによるものでございます。 

 第４項 選挙費、決算額７９４万２，３１４円。第１目 選挙管理委員会費、決算額５

０万６，４１２円で、前年度と相違ございません。第２目 衆議院議員総選挙及び最高裁

判所裁判官国民審査費、決算額７４３万５，９０２円で、令和３年１０月３１日執行選挙

に係る費用でございます。 

 ６４ページをお願いいたします。第５項 統計調査費、第１目 諸統計調査費、決算額

６３万３，８５６円で、前年度と比べ７９６万３，０００円減額となった主な要因は、昨



45 

 

年度実施した国勢調査の調査員報酬等の減によるものでございます。第６項 監査委員

費、第１目 監査委員費、決算額３３万円で、前年度と相違ございません。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

委員長（河野隆子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 お昼ですので、ここで休憩し、午後１時から再開いたします。１時まで暫時休憩いたし

ます。 

（「午前１１時５７分」休憩） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後０時５８分」再開） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 これよりご質疑をお受けいたしますが、５５ページから５８ページの第２款 総務費、

第１８目 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金活用事業費については、担

当が各部局にまたがっておりますので、密を避けるという観点からも、まず先に新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る第１８目について質疑等をしていただき、質疑が終了した

後、議会費及び総務費の担当以外の職員は退出いただいた後に、議会費及び残りの総務費

について質疑等を進めてまいりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 ご異議ないものと認め、第２款 総務費、第１８目 新型コロナウイルス感染症対策地

方創生臨時交付金活用事業費について、ご質疑をお受けいたします。 

 ５５ページから５８ページまでご質疑をお受けいたします。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません。始めさせていただく前に、午前中に今奈良議員にご質問いただいていた職

員数の件についてちょっと確認いたしましたので、報告させていただきます。 

 決算カードと、ちょっと人数が分からないというところだったんですけども、令和２年

度の決算カードを確認させていただきますと、この決算カードの総合計の人数と我々のほ

うで作らさせていただいている職員数の減が一致するというところになっておりますの



46 

 

で、ご報告させていただきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 今の説明で今奈良副委員長、よろしいですか。 

委員（今奈良幸子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 分かりました。では、新型コロナウイルス感染症の質疑をお受けいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 幾つかあるんですけれども、５８ページの事業継続推進支援補助金かな。これは事業名

が正式なのとか、ちょっといろいろ分かりませんので、これは、１２３万６，０００円

は、どこの事業継続推進支援金ということで出されたんでしょうか。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 産業振興課です。 

委員（是枝綾子議員） 

 その下のコロナ対応事業者応援金も産業振興課ですか。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 この２つが産業振興課。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、この２つについて産業振興課のほうにちょっとお聞きします。事業継続
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推進支援補助金は、どのような対象のところに、何件支給されたのかというのと、コロナ

対応事業者応援金も同じ、内訳をちょっと教えていただきたいんですが。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 対象者につきましては、４つの要件を準備しております。町内の事業所で５人以上雇用

している法人または個人事業主であること。２番目に事業継続計画、ＢＣＰを策定済み、

または策定をする予定であること。３つ目に町税を滞納してないこと。４つ目に暴力団員

及び暴力団密接関係者に該当しないこと。この４つに該当するものとなってございます。 

 あと、件数と実績といたしましては、１１事業者に交付させていただきました。コロナ

の応援金につきましては、対象者は令和３年１２月２８日までにセーフティネット、４

号、５号、または危機関連保証６項の認定を受けた法人または個人事業主を要件としてご

ざいまして、対象者実績数は５１件となってございます。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。そうですね。１つは事業継続推進のほう、ＢＣＰを作るというところが

１つの目的だったと思います。それで１１事業者で。コロナの対応のほうはセーフティネ

ットの融資の４号、５号に該当するところで５１件ということで、これはこれでその対象

となるところについては支援になったかと思いますが、これは全体を見ても個人事業主と

いう方に対しての支援というのが大変少ないんではないかということで、この年度大変少

なかったと思いますので、そういった個人事業主に対しての支援というところについて

は、５人以上雇用とかというのはなかなか個人とはちょっと言い難いところがあります

し、融資を受けるというほどの、そこまで事業をやってはるということでなく個人という

方でしたら、なかなかそういう借りても返されへんしというところで借りれないという、

それで収入は減っているというところで、国のほうでも半分、２分の１とか３割とかいろ

いろ、給付金がいろいろありますけれども、なかなかちょっと該当しないところもあると

いうことで、そういう個人事業主にはやはりなかなかコロナ対策が、町として交付金、行

き届いてないのではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 



48 

 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 この２つの給付金につきましても、いろいろ一定条件がございました。予算の制限もあ

りますし、短い年度、その単年度で終わらなあかんということもございましたので、一応

対象者を絞らせていただきました。 

 それで、今おっしゃっていただきましたように個人事業主になるんですけれども、うち

のほうでは原則的には忠岡町全体がそんな大きな企業がなくて、原則的に個人事業主が多

いと思っていますので、できるだけ個人事業主の方にお使いいただけるような制度設計を

考えた、一応つもりですけれども、至らないところがあると思いますので、それは今後ま

たどんどん生かしていきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。他市では、和泉市さんとか泉佐野市、岬町のほうで、やはり収入が減っ

たそういった事業主の方に対して１０万円とか、そういう給付金とかいうことも独自にさ

れてるところもありますし、１０万円で何ができるねん、もらってもというけど、やはり

困ってはる人にとってはお金というのはものすごく大事ですし、それが行政からの支援と

いうことでまたありがたいというふうに皆さん思いはるので、そういったところも今後ま

だまだね、コロナの影響というのはじわじわとやっぱり効いていくと思いますし、今度、

原油価格の高騰、資材の高騰、物価高騰で大変仕入れ値が上がっているというところで、

しんどいというふうになってきておりますので、個人事業主に対しての行き届いた、そう

いう町独自の給付ということもぜひ考えていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 答弁の重複になる可能性もありますけども、今言ったように産業振興課におきましては

いろんな方面から予算の関係、いろんな制約はありますけれども、できるだけのことはし

ていきたいというふうに考えてございますので、何かできるチャンス、財源等々ありまし

たら、そのときには提案していく。その提案が採択されるかどうかちょっと分かりません

けど、今まで実際コロナ支援金の中では産業振興課は１つも欠けることなく手当化させて

いただいてございますので、これからも続けていきたいと思ってございますので、その辺

はよろしくお願いをいたします。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 個人事業主ということで、その関連で、それは産業振興課ではなくて国民健康保険課の

ほうにちょっとお聞きしたいんですけれども、国保の傷病手当金というのが、この３年度

ですね。２年度の途中から３年度も、雇用されてる分ですね。従業員のほうですね。国保

になぜか入ってはる従業員の方とかには傷病手当金、あと専従者控除を取っている専従者

の方にも出るということになったんですが、事業主本人がコロナに感染して休んでも何も

出ないという、国保のほうからということで、このコロナ給付金を使ってそういった給付

がされない事業主の方への傷病手当金なりお見舞金という形で、全国ではそんなにたくさ

んはないですけれども、今年の３月の時点の資料しかちょっと手元にないんですが、傷病

手当金として出してるところは１６市町ありますが、お見舞金という、そういう傷病見舞

金という形で２４市町、全国的には、大阪府下では１件もないというね、やってる自治体

がないですけれども、こういう形で、コロナに感染をして仕事ができなくなったという、

そういった方への支援ということを、やはりそれが求められている。国はしないので。そ

れはちょっと自治体、行政としてもそこは補ってあげてもいいんじゃないかと、コロナ対

策の交付金を活用してやるべきではないかと思いますが、その点はどうお考えでしょう

か。 

健康福祉部（泉元喜則部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元健康福祉部長。 

健康福祉部（泉元喜則部長） 

 是枝議員がおっしゃられたとおり、ご融資のほうは、そういったものはないんですけれ

ども、ちょっとそういった他市の状況ですかね、参考にさせていただいて、今後どうなる

か分かりませんけれども、調査研究させていただきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 国のほうが制度、個人事業主だけ外すというね、何かそういう、収入が幾らか分からな

いというところで外したのかもしれないですけれども、そこはいろいろと支給していると

ころの状況をちょっと研究していただいて、ぜひ実施していただきたいと。まだまだこれ
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からコロナの感染でお仕事を休むという人も、まだやっぱりしばらくは続くし、個人事業

主の方は休んだら何の補償もないので、やはりそこは国保のほうで国の制度の不備をちょ

っと補っていただくようにと、ぜひ実施していただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 続いてどうぞ、是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 地域福祉課のほうにお聞きしたいんですけれども、多分というか、この項目から見て推

測して、５６ページですね。５６ページの需用費のところですね。１０節の需用費の衛生

用品支援事業消耗品代という、これかなと。緊急小口資金を借りに来た人にのみ衛生用品

を渡しているという、何かそういう事業の消耗品でしょうか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 緊急小口の資金を借りに来る方は困ってはる方なんで、その方には当然お渡しするとい

うのは当然のことだと思いますが、それ以外の方は困っていないのかといったら、やっぱ

り困っている方もいらっしゃるということで、緊急小口を借りるには条件があると思いま

す。だけど、その条件に合わない方が結構多いとかいうこともありますので、そもそもの

貧困という、そういった影響の方もありますので、役所、公共施設のトイレに衛生用品

を、生理用品を置いてほしいと、議会のほうでもやはり質問もたくさんの方から出ていま

した。議員からも出ていたので、これについては対象をもっと広げて公共施設のほうに置

くということについて検討はどうなったんでしょうかということで。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 
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 せんだって議会等で生理用品の件、出ておりました。町長からも各施設に、現在無料の

ということで大津さんが先行してされているのがありましたので、それを研究するように

とご指示は頂いておりました。 

 そのうち、我々はその当該会社のほうに順番ということで順番待ちしておるんですが、

その後、半導体、その製作する半導体の生産が間に合わないということで現在も順番待ち

という状態でなっております。そういう形でちょっと無料の生理用品のこと、議会のほう

でもお話しさせていただきましたが、現在はまだちょっと保留させていただいているとい

う状態で、状況を見て直ちにと考えてございますが、ちょっと順番なりもございますの

で、しばらくお待ちいただくか、また改めて検討という形かなと考えてございますので、

よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 検討いただいてるということで、それだけちょっと順番待ちなので、いつになるかとい

うところが分からないんですか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 おっしゃるとおりでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分からないのでしたら、取りあえずできるところで、各お手洗いに３つでも５つでもち

ょっと置くという取りあえずの対応をするということは、それができるまでね。ちゃんと

した製作会社が来るまでの間、取りあえずちょっとそういうふうに置いていくということ

はできないんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 
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 ちょっと管理上の問題というんですかね、置き方にもよるんでしょうけども、機械です

とスマホにかざしまして、必要な方にある限定個数いくような形とあったんですが、トイ

レに幾つか置きますと、数とかいろいろな問題もありますので、衛生的なことですね。ど

うやって置くかによっても、いたずらされたりとか何かありましたら大変なことですの

で、そういう問題もございますので、この場でどういう形にとかいうところは、ちょっと

お話しなかなかできない状況であるかなと感じております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 いたずらされたりとかいうところのご心配をされているかと思うんですが、多分それは

ちっちゃい子どもが来て何かするようなトイレのところには、ちょっとそれは避けて、そ

れ以外のところに置くなり、やはり取りあえずできることからやっていくという、そうい

う対応というんですか。もう機械がないとしませんじゃなく、機械がいつできるかも、そ

れも分からないと。「いや、あと来月できるから待ってください」と言ったら待ちますけ

ど、ちょっといつか分かれへんと。そのままずっと行くんじゃなく、やはり取りあえずで

きるところで。管理のほうは女性職員も多分役場やったら使いはるでしょう。共用してま

すので、そういった方がちゃんと見てあげるとか。いろいろ管理の問題ということである

んであれば、それ、ちょこっとね。できる範囲でのそういう方法はないだろうか、管理の

方法はないだろうとかいろいろ。そういう困ってる女性の方にやはり優しい気持ちでそう

いう手助けをするというか、そういう気持ちというところでやっていただきたいなという

ことで、多分これは予算のお金の問題とかでなく、管理の問題ということだと思いますの

で。ですよね。そんなお金、何百万と要るものじゃないと、年間と思いますので、ぜひ、

取りあえず管理できるところから置いていくといういうところで、職員の方の協力も頂き

ながらやっていただけないでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 ちょっと確実なお約束といいますか、庁舎の管理とかいろんな施設を置いたり、関係課

もあると思います。貧困対策で例えば手配りするとか、どんなふうにするかはちょっと分

かりませんけど、現状で気持ちは当然あるんですが、やはりそういう品物ですので、しっ

かりとお届けすることは必要かと思いますので、ちょっとここで確実にというところはご
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答弁、差し控えさせていただいてということで、そういうご意向ということで伺っておき

ますので、それはそういう形で勘弁いただければと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ご意向として伺っておきますということですが、やっぱりもう一斉でなく、できるとこ

ろからやっていただきたいと。全部一斉にじゃなく、管理できるところから手始めにどん

どんやっていって、それでうまくいけば広げていただきたいということは申し上げておき

ます。よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 続いてやられますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃあ、もう１件、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 もう一つは、５７ページの庶務事務システム導入業務委託料の９５７万円ということな

んですが、これ、人事の秘書人事課のほうの分でしたか。システムね。コロナでちょっと

しにくいけど、急ぐのでちょっと何かという話のこれでしたか。すみません。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定秘書人事課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 メニューとしてはあるということですけれども、できたら金額、大きいしということ

で、本来一般会計でね、コロナではなく一般会計のほうですべきでしょうという議論もあ

ったものであります。ほかにもいろんな、やっぱり対策をしなければいけないけれども、
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先にこれをすると。もし必要な施策が出てきたら一般財源のほうからコロナ対策としてす

るという、そういう話でこれの支出が決まった経緯もあったと思います。やはりもう少し

必要な対策をいろいろしなければ本当はいけないのがあったのかもしれないですけれど

も、やはりそういったところからコロナ対策で必要なものというのがあったかどうかとい

うね、「いや、お金ないからしません」という、そういう検討に上がった項目というんで

すかね、コロナ対策、ありますでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 ちょっと庶務事務システムとか別にしまして、今回のコロナの、これは２年度も３年度

も、現在もそうなんですけども、各課からいろんなものを頂いてまして、それを精査する

中で決定してるものでございますので、決してここに上がっている中は、その最終の選ん

だ結果ということでございますので、いろんな課からは様々なアイデアですとかは出てあ

ったということはちょっとお伝えさせていただいた上で、ここに出てるのはその中で最も

必要だろうということで選ばせていただいているのかと考えてございますので、よろしく

お願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 コロナの交付金が来たから、この際というのもあるのかもしれないんですけれども、忠

岡町の去年の決算のときの、コロナの交付金は来た分で、コロナ対策をほぼほぼやってい

るんですが、その交付金以上にどれだけ忠岡町はコロナ対策にお金を出したかというふう

な質問したら２６０万円ぐらいというふうにちょっとお答えがあったかと思うんです。こ

の令和３年度というのはどの程度、さらにコロナ対策費として出されたのかということで

お聞きしたいんですが。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 ４５万１，０００円です。 
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委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ４５万１，０００円ということですね。独自に出されたものが。コロナ対策で各課から

要望が上がっていたけれども、それはちょっと使えないというものも幾つかあったみたい

です、お話ではね。で、独自に出されたのが、一般財源からコロナ対策、独自のが４５万

１，０００円ということなので、やはりこの１，０００万近くの庶務事務システムと比べ

ても、まだまだもう少し独自に出して実施してもいいのではないかなというふうにうかが

えるんですけれども、そういったコロナ対策費について、もう少し独自でやるということ

はお考えにはならないんでしょうか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 最終的に決算では４５万１，０００円という持ち出しになったんですけども、予算上は

まだまだ額が、大きい額が予算取りしておったんですけども、最終的に事業をやる中で使

い切れなかったというところで、持ち出しが４５万１，０００円になったというところで

ございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 実際に予算と決算ではやっぱりそんな差はあるかと思いますが、そういうのを踏まえて

次のコロナ対策として忠岡町独自でもう少し頑張って、必要なことにはやっていこうとい

うふうな、そういう考えはございませんか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 令和３年度におきましては、令和２年度と比べて使い道が、個人に対する金銭的な給付
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が、それに対しては原則認められないというところになったところでございます。国の通

知からでも、生活者支援また事業者支援で、そのほか感染拡大の防止対策、またポストコ

ロナに向けた事業にも、より効率的、効果的に活用しろというところで国から通知がござ

いましたので、令和３年度におきましてはそういった事業にも活用させていただいたと。

令和４年度につきましては金銭的な給付も、物価高騰で使ってもいいというところでござ

いますので、これにつきましては生活困窮者の方に現金給付すると。小学校でも給食対策

ですね。給食の補助金を６か月出すと。また、水道減免についても給付させていただくと

いうところで、かなりそういう形で支出させていただいておりますので、令和４年度につ

いてはそういった形で使わせていただいたところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 令和３年度は国のほうが個人給付というのは認めない方向の、そういったメニューでと

いうことであったという限度、限界があるかと思います。だから、そこは忠岡町のコロナ

交付金じゃなくて、忠岡町の一般財源で対応するということもやっぱり必要ではなかった

かなと思います。 

 さっき言った個人事業主の方になかなか行き届かないという点があったりとかした分

は、やっぱり一般財源からとか、国保やったり、少ない額であってもそういう支援金とい

うのを独自でやっぱり出すべきでないかなということを思いましたので、令和４年度、こ

れからまだまだコロナでお困りの方というのは、まだまだ困っていらっしゃる方がたくさ

んいると思いますので、そこにちゃんと手当てが行くように、この令和３年度の決算を踏

まえた上でそういう４年度の対応をしていただきたいと思いますが、そういう個人給付と

いうところ、事業主の方、そういった方へのちょっと配慮もぜひお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 事業者支援につきましては、担当課のほうからも提案いただいたところでございます。

今回、その物価高騰でかなりの住民生活に影響を及ぼしておりますので、優先的にそちら

のほうを活用させていただいたと。事業者支援につきましては国のほうでも持続化給付金

のほうがございます。そういった補助のほうもございますので、そちらのほうで対応して
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いきたいというふうな考えもありましたので、令和４年につきましてはそういった形で生

活者支援のほうに重点を置いて活用させていただいたというところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 個人の生活の支援というところで重点に考えていただいているということが分かりまし

た。やはりその庶務事務システムの１，０００万円というのは、やっぱり忠岡町にとって

は１，０００万円の予算というのは大きいですので、それで個人に対してのいろいろな手

当てということもまだこれね、やっぱり３年度の話ですので、４年度に生かせるように、

物価高騰のそういう価格を、そういった交付金以上に組んでいただいて、ぜひ支出もして

いただきたいと思います。一般財源を使って、もう先に出しましたので、その分について

はやはりその１，０００万円分は一般財源からコロナ対策として出していただくというこ

とをぜひ公室長さん、お願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 生活支援ですね、給付させていただいておりますけれども、コロナの交付金で全て賄え

るわけではございませんで、一部一般財源のほうも投入をさせていただいています。最

終、ほかのたくさん事業がございますので、差金とかを見ながらまた今後考えていきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 お願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（松井匡仁議員） 

 コロナだけですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 コロナだけです。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません。 

委員長（河野隆子議員） 
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 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません、２つほど質問をさせてください。 

 まず今の、是枝先生がおっしゃってました庶務システムの件です。当時私、反対をさせ

ていただきました。で、導入された後、どのような成果が得られて、今現状どのように活

用されておられますでしょうか。よろしくお願いします。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ４月からシステムの導入ということで半年が経過いたしました。やっと最近はもうシス

テムの質問もなくなってきてるところで、職員のほうにも浸透していってるのかなと思っ

ております。もちろん人事を預かる私どものほうとしましてもこの、そのとき導入のメリ

ットとしても挙げさせてもらったんですけども、いろいろ人事管理の面で時間外勤務の削

減とかそういったところが見える化になってきて、タイムリーに見れるというところが１

つメリットというのも申し上げております。そういったところ、時間外勤務の削減には取

りかかっていっているところでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 もう１点、それをお伺いしたかったんです。当時、この時間外勤務を大幅に削減できる

というお話で、皆さん賛成された方もいらっしゃいました。現状まだ出てないのかもしれ

ませんが、次の決算か何かでどれぐらい残業代が減ったとか、そういう数字というのは目

に見えて現れるものでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 単純比較はなかなか難しいところはあるんですけども、例えば令和４年度に関しまして

はコロナでの残業というのはもう膨大な時間ございます。もちろんそれはよけて、そうい

った事実をよけて比較することはできるんですけども、そういった数字は必ず出てきます
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ので、またその最終、来年の決算になるのか、そのときにはご報告させていただきたいと

思います。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ぜひお願いします。もうこれ、導入自体があかんかったわけじゃなくて、あのときもこ

のコロナの金を使ってと、ほかので使えという反対やったんですけれども、こうやって今

おっしゃったように残業がきちっと減って、これだけ成果が出ましたよというのがあれば

やっぱり導入した意味もあるかと思いますので、また数字として出せるときに出していた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 もう１点、すみません。コロナ関連で、各課の人件費、いろんなところ、ちょろちょ

ろ、何か何かって括弧して入れてあるんですが、これは全部残業代の話ですかね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 会計年度任用職員の、例えば５５ページの報酬というところですけれども、報酬という

のは時間外勤務ではございません。一般的に言う給料の部分になります。で、時間外勤務

というのは職員手当等の中にも入っておりますので、ここは期末手当だけですけども、一

般的には会計年度任用職員が時間外勤務というのはしておりませんので、昼間の勤務の時

間の給料ということでご理解いただきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ということは、このコロナに関する、この企画、産業、建設、こども、その他もあるか

な。ここの課に勤められている会計任用職員さんがお昼の間にコロナの仕事をしたから、

その分の給料をこのコロナで支払ったという考え方でよろしいでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 
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 そのとおりでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 分かりました。ありがとうございます。以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 私のちょっと記憶違いではないかと思うんですが、５７ページの庁舎用多機能電話機購

入費というのが、わずかですけど、４９万１，１５０円。これは内線を増やすとか、何か

言っていた分でしたか。すみません。どんなものでしたか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 以前もご質問いただきまして、そういった内線とか電話機ですね、購入するということ

でお答えさせていただいたものでございます。これに関しましては、今のこのコロナ禍の

時代の中で、住民さんからコロナ関連に関して問合せや相談等々が一時集中したというこ

とがございました。そんな中、問い合わせいただきましても電話回線がいっぱいであった

ら大変であるということで、それを回避するために電話機を増設したというものでござい

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは回線を増やすということではなく、電話機そのものを増やすということですか。

すみません。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 はい、そういうことでございます。 
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委員（是枝綾子議員） 

 回線は増えてない。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 回線は増やさずに、電話機だけを増やしたというものでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 回線は増えてない。 

委員（是枝綾子議員） 

 どれだけ内線が増えたんですか。すみません。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 電話機は８台購入をいたしました。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 大変少額なことで、細かい話でね。８台を増やして、内線も増やしたということで、経

費はもうこれ１回限りで、あとは別にもう要らないですね。これで。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 これに関しては、今十分対応ができてるという状況でございますので、その時々によっ

ての状況を判断した上で、今後また対応する必要が出てくれば適切に対応してまいるとい

うことでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 内線はもう増やしたままで、そのままで、翌年度からは全然お金、必要な経費は発生し

ないということで、よろしいですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 はい、現在はそういうふうに認識してございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（小島みゆき議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 すみません、５６と５７のところなんですけど、避難所の感染対策消耗品代と避難所の

感染対策備品購入費のところなんですけど、どういうものになってるんでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 まず、避難所等感染対策消耗品代のほうでございますけども、こちらですけども、具体

的に、購入させていただいたものですけども、避難所で使う床に敷くアルミのマット、あ

と、空気清浄機のフィルター、アクリルのパーテーション、あと私どもで使う、避難所の

運営をするのに必要な物品を入れるケース、あと使い捨ての鉛筆、そういった類いのもの

を購入させていただきました。 

 あと、５７ページの備品購入費のほうでございますけれども、こちらにつきましては無

線機、あとパーソナルテント、大体３名から４名ほどが避難してきた際に入っていただけ

るようなテント、そういうものを購入させていただいております。 



63 

 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 すみません、そのパーソナルテントというのは、外で避難する分ですね。この間、台風

があったじゃないですか。９月何日やったかな。９月の中頃に台風１４号だったかな。そ

のときに役場のほうで避難所を開設されて、パーテーションで分けられてというのがあっ

たんですけど、そういう中の分ではなく、外の分でのテントになるんですね。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉危機管理課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 パーソナルテントでございますけども、あくまでも屋内で使うものでございます。段ボ

ールの仕切り等をやりますけれども、ちょっとできない部分についてはテントを置いて密

を避けるというふうにお考えいただけたらというふうに考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 分かりました。ありがとうございます。ちょっと分からなくて、すみません。 

 ここにはちょっと載ってないかもしれないんですけど、この間避難されたときに、何人

か避難されて、私もちょっと避難所に来させていただいたんですけど、そのときにやっぱ

り避難するときはもう、この予算とかは関係ないかもしれないんですけど、何も自分で全

てを持ってくるということで、敷いていただいたりちゃんと分けていただいたりはできる

んですけど、やはり避難される方は高齢者の方が多いということで、かばん２つぐらい、

袋を持って、上着とかそういうふうなのを持ってこられるんですけど、そのときにやっぱ

り何もない薄いマットの上で、「そこでおってください」という状況なので、何か、やっ

ぱり毛布をちょっと用意してあげるとか、そういう心遣いは役場のほうでしていただけた

ら、これはちょっと要望になるかもしれないですけど、ぜひそれも入れていただきたいな

というのは感想です。答弁。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁ね。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 
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危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 毛布の支給ということについてなんですけれども、先日も北村議員から同じようなご質

問を頂いたかと思います。近隣の市町の動向も踏まえまして検討のほうさせていただきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 この間はまだちょっと暖かかったからよかったんですけど、これからどんどん寒くなっ

て、またそういう台風とかも来るかもしれないので、ぜひとも検討していただきたいなと

思います。 

 あと、備蓄品の中にも、前も一般質問とかでもさせていただいてるんですけども、この

間は避難される方は高齢者の方だったんですけど、災害が起きたときに、以前も粉ミルク

ではなく液体ミルクをということも言わせていただいているので、ぜひそちらのほうも併

せてお願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁ね。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 私どもで備蓄している粉ミルクなんですけども、大体賞味期限が１年ということになっ

ております。液体ミルクにつきましても、昨今発売されているものにつきましては若干賞

味期限も延びているというところでございますので、一度ちょっと試験的に購入のほうは

検討したいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 地域ね、この泉州の地域でもやっぱり取り入れているところもたくさん出てきています

ので、ぜひ検討のほう、よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子議員） 
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 ないようですので、質疑を終結いたします。ここで、第１款 議会費、第２款 総務費

の担当以外の理事者にはご退出いただきます。 

（議会費及び、総務費担当以外の理事者退出） 

委員長（河野隆子議員） 

 続いて、第１款 議会費、及び第２款 総務費の残りの部分について、ご質疑をお受け

いたします。 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 お願いします。何点かあるんですけど、まず、２点だけ先に質問させていただきたいな

と思います。 

 まず１つ目が、４５ページの基金費なんですけども、森林環境譲与税なんですけども、

これ、３年度は積み立てせずに、用途があって使ったからこのたった１７円という積立額

になったと思うんですけども、これはどちらの用途で使途で使われたものが決算として載

っているのか教えていただきたいなというのと、１回基金に入れて使わんでも、直で入っ

てきたやつを直で使えるのかどうかと、ルール上の話ですね、そういうことが可能なのか

ということが、まずこの森林環境譲与税について。 

 もう１点が、４９ページの広報広聴費の１２節の委託料の広報紙作成についてなんです

けども、これは別設の主要施策の説明書から見るには、２年度のものと比べてページ数と

発行部数が増えているような感じとして受け取ったんですけども、それはそれで間違いな

いのかと。であれば、もし増えているんであれば、２年度と比べて３年度のほうが安く上

がっているということなんですけども、これは何か工夫があったのか。先方の工夫があっ

たからどうなのかというところについて教えてください。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 森林環境譲与税につきましては、建設課のほうで北出公園の遊具整備事業に１３６万

２，０００円使っていただいてございます。で、先ほどおっしゃっていただきましたよう

に、入ってきたのを直接使えるかということですけども、直接使えるようになってござい

ます。 

委員長（河野隆子議員） 

 あとは広報紙のほうですかね。 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 広報のことなんですけども、ページ数、令和２年もそうなんですが、令和４年度もペー

ジ数、かなり少なくなってございます。特に若干ページ、変わらないところはあるんです
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が、写真の点数というんですかね、そのものが行事の減から急速に３年度、もうほぼござ

いませんでしたので、そういう点で金額のほう下がっているのかなというのもございます

し、今回、広報紙の作成につきましては、先ほどと同じで、とにかく写真の点数を減らし

ていきたいと。ちょっとでも減らしていこうというのもあったんですけども、行事が本当

に少なかったのがこれの直接の結果かなと考えてございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 譲与税は分かりました。 

 広報なんですけども、じゃあこれ、ページ数は減ってるということですね。発行部数も

減ってるんですかね。その空いた場所が増えたということなんですけども。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 発行部数、特に今年度、変更ございませんので。 

委員（前川和也議員） 

 じゃあ、発行部数は変わらず、ただページ数が減ったということで、必然的に決算額も

減ったということなんですね。分かりました。いろんな手段で明松さんには広報をふだん

からしていただいてるんですけども、ぜひ広報、紙でしか知ることができないという方々

も、世代の方もおられますので、このページ数についても減らすことがいいのかどうか

と。写真の減らす増やすやというお話でしたけども、載せ方だけじゃなくて、ページ数に

ついてもご配慮いただけたらなというふうに思いまして、広報は終わります。あとほかに

ありますけど。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 まず、ちょっと議会費のところで、ずっと議員の間でも音声システムの更新ということ

はやはり必要であるという声も出ておりまして、シビックセンターができてから２２年か

ら３年経過していると思いますけれども、他市の議会の音声システムは、大体皆さんどこ

とも交換されていて、デジタル化されて、そして配信もできるようになっているというと

ころとかがあるんですが、忠岡の場合はまだアナログ的で、壊れたら交換部品がないとこ

ろに来ていて、傍聴されている方が理事者の答弁が聞こえないとかいう、そういうお声も
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頂いているということで、もう更新の時期に来ているんではないかと思います。かなりや

っぱり１，０００万円単位でかかる、そういうシステムのようですので、これ、なかなか

財政状況からしていつもなかなかちょっと実現はしないところでありますが、この音声シ

ステムの更新について、もう２３年来たらやはり必要ではないかということで、もし壊れ

てしまった場合は困るというところもありますしということで、やっぱりこれから住民の

方に知っていただく、公開をどんどんしていくという時代ですので、やはり配信できるよ

うに音声システムを更新していただきたいと思いますが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 柏原局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 議会の音響のシステム、設備につきましては、先ほど議員のほうからもありましたとお

り、庁舎建設後約２４年ぐらい経過しておりますので、老朽化によりまして一部この設備

にも不具合が生じてきているところでございます。もちろん修繕についても部品がないと

いうことでございますので、全面的にシステムの更新をする時期なのかなというところで

ございます。 

 近隣の団体さん、田尻町議会さんとか熊取町議会さん等においても、順次、音響設備等

の更新は行っておりますので、本町におきましても設備が全く使えないということになる

前には更新できるように、これまでも予算要望等々しておるところでございます。 

 引き続きまして早期に整備ができるよう、令和５年度の新年度予算についても財政のほ

うにはお話ししていきたいなと。また、その際には、今議会の見直しということで各会派

の議員さんからもご要望いただいている中にあります映像配信に向けての機器なんかも含

んだ形でのシステムの更新ということができるように、その辺りについても進めていきた

いなと考えておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ありがとうございます。この近隣の町で、４町のところで音声システムを更新してない

ところというのは忠岡町ぐらいでしょうか。ほかのところは皆さん。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 ここ最近更新されたのは、多分熊取さんとか田尻さん、田尻さんは前年度ですかね。最



68 

 

近されたと思います。ただ、映像配信という点につきましては、南部の４町の中では忠岡

だけが多分されてないのかなというふうに思います。その辺り、できるだけ早期にできる

ようには検討してまいりたいというふうに思っております。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。南部４町で映像配信してないのは忠岡町だけと聞いてびっくりで、遅れ

ているんやというのは分かりましたので、やっぱり映像配信、傍聴に来れない方に、いつ

でも見れるというか傍聴できる、そういう機会を持っていただくのは大事なことなので、

音声システムの更新については財政のほうもぜひ予算を組んでいただきたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いします。 

 続けていいでしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。あと、議会の改革ということで、令和４年度は委員会主義ということが導

入されましたけれども、令和３年度、４年度は和田議長でしたが、今後、議会の改革とい

う点ではどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田議長。 

議長（和田善臣議員） 

 前も答えさせてもらったと思うんですが、委員会制に移行しました。それがまず１点で

すね。 

 それから、今度は議員の一般質問ですね。この時間をどうするか。それについて、今の

形で、例えば質問通告の形が、今の形でいいんか。例えば前回ちょっと途中で動議が出さ

れたんですが、１つの項目について①②③、⑤ぐらいまでいって、それをおのおの複数質

問できるんかということもありましたし、その質問の形ですね。そういったものも考えて

いきたいなと思っています。 

 それとともに、時間も足らないという議員さんが多くいらっしゃいます。方法としては

片道、いわゆる質問だけで３０分取る方法というのも考えられるんですが、それでしたら

また事務局のほうが非常に煩雑であるということであるんで、私は時間を延長したいと、

そのように考えています。その時間の延長については、また皆さん協議の上、決めていた

だいたら結構かと思います。 
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 あと、映像の配信は、先ほど局長が答えたように、とりあえず一般質問辺りから映像配

信できたらなと考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 質問時間の延長ということと、映像配信については議長、改善していきたいということ

でありましたので、よろしくお願いいたします。 

 続けて。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 議会費は以上です。すみません、もう総務費に入っていいですかね。 

委員長（河野隆子議員） 

 その前に前川委員、議会費のところですか。総務のところですか。じゃあ、どうぞ続け

て。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。３９ページの一般管理費のところで退職手当が、全体の財政の説明でも退

職手当がちょっと多かったということでありますので、定年退職と、あと中途退職の人数

をそれぞれちょっとお教えいただきたいんですけれども。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 定年退職が２名でございます。それから自己都合による退職者が１１名でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 定年の方はあらかじめ分かっているんですけれども、中途退職の方がなかなか、１１名

と、ここのところこの数年多いですけれども、それについてどういった年数のね、３年以

内の方とか、１０年以内の方とか、ベテランの方とか、様々ありますけれども、内訳はど
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ういった方々が中途で退職されていかれるのでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ちょっと今年齢、大体４０未満で区切りますと、４０未満といいますか３０前後までの

職員でいいますと６名ですね。それから、４０以上となると５名。自己都合だけでいきま

すとそうなります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。これをどう見るかというところなんですけれども、様々な家庭の事情と

か、いろいろそういった都合もあるでしょうけれども、やっぱり若い方の退職というのは

全体に３年未満で、以内にお辞めになる方も結構多いという時代で、転職の時代と言われ

てるんですけれども、忠岡町にとってやっぱり４０代というんですかね、これから幹部職

員になっていく方という方々が途中で辞めていかれるというのは、大変戦力的にもです

し、今後の人事を考えていく上でもということで、大変残念なことだと思いますが、これ

はどうにもならなかったご事情だったんでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 これは一概に言えないんですけども、過去の経験といいますか事例で申し上げますと、

やはり若年層の方々はハードルがちょっと、転職に対するハードルが低い社会的な状況で

はありますけれども、というところで、説得をすることによって退職をとどまったという

ケースもございます。 

 ただ、一定、やはり４０以上になってきますと、それぞれの家庭の状況とかというのが

入ってきますので、この辺り、先ほども言いましたけど、一概に言えませんけども、やは

りよっぽど決断をした上での最終的な決断かなと思っております。その年齢の方々で退職

をとどまったというのはあまり記憶にないところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これまで議会の中で中途退職の若年層というかね、若い方々が多いということで問題に

なっていらっしゃったと思いますが、また違った観点からで、そういう４０代の方という

んですかね、ところが結構５名もいらっしゃったというところはちょっとびっくりしたん

ですけれども、これについて役場として、行政として何か手だてが取れるものかとか。介

護とか育児とか、そういったところでの充実はしてきているとは思いますけれども、それ

ではなかなかカバーできないような理由ということですかね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 先ほども申し上げたようになかなか難しい問題です。ただ、やはり職場の魅力を上げ

る、その中には今委員おっしゃった休暇制度、介護と両立、または育児と両立できるよう

な制度を国と同じ、同程度導入できているところではございます。あとは職場の魅力、や

りがいといったところをいろんな場面で検討しながら魅力を上げていくというところに尽

きるのかなと思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。やりがいはそれぞれ、どこで感じておられるかというところもあるかと

思うんですけれども、なかなか最近ちょっと事業の委託ということが多いのと、あと、内

容についてプロポーザルがちょっと増えてきてるということで、本当に面白いというんで

すかね。そういったところについての職場の職員みんなでつくっていくという、そういっ

たところの機会というのがなかなか減ってきているのかなということもあるかなと思いま

すけれども、ちょっとそれについては今後、まあ言うたら皆さん勤続ね、ずっと続けて定

年まで働いて住民に奉仕していただけるということで頑張っていただきたいなと思います

ので、引き続きちょっと、どういったことが働き続けられる魅力ある職場かということも

研究していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 今ご指摘いただきました外部委託であったり委託業務といったところで、やりがいがな

くなるかというと、よくご指摘いただくんですけども、やはり職員が主体性を持って、町

としてやらないといけないことをちゃんとやって、委託であれ事業としては遂行していく

わけですので、やりがいというのは人によって感じ方も違いますので、どれと言うことは

難しいんですけども、先ほどと同じ答弁になりますけど、全体としてその魅力がアップす

るようにいろいろ講じていきたいと感じております。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。よろしくお願いします。 

 あと、その関連でちょっとここで、プロポーザルについて増えてきてるというところは

総務という感じでもないかと思うので、これはちょっと総括のほうでお聞きしたほうがい

いですね。全部にまたがってるということですので。契約のことではあるんですけれど

も、そうですね。ちょっとどこで。 

 一応、契約に関しては随意契約ですね、プロポーザルってね。そのプロポーザルに付す

というところについての判断基準とかいうのが明確になっているのかどうかというところ

の、そういった観点で総務にお聞きするという形やったらお聞きできるでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 ご指摘のプロポーザル方式における契約につきましては、現在各課において対応してい

るという状況でございます。で、そういった、今現在、本町においてプロポーザル方式に

係る統一した基準、ルールというようなものについては今はないという状況でございます

ので、今後そういった統一のルール、基準、規定を、ガイドラインも含めて設ける必要が

あるというふうには考えてございますので、それを作成できるように今後対応してまいり

たいということで思ってございますので、お願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。ちょっとホームページ上で公開、公募というか、されておりますので、令

和３年度も結構増えてきていて、令和４年度もこの半期、来ましたけれども、結構いろん

な細かいところの部分でもプロポーザルというのが入ってきたりとか、全体ではなく部分

的にプロポーザルを入れるとかいうこともあったりするんですが、その件数についてはち

ょっと今把握は総務ではちょっと、各課でやってはるわけですよね。また、令和３年度、

プロポーザル方式での契約というのが何件あったかということが、もし数字として把握で

きたら、把握しておいてもらったほうがいいかと思うんですけれども、していただきたい

なと思います。分かればまた、委員会中にお調べいただけれるんでしたら、何件あったの

かということと、令和４年度も半期、来ましたけれども、何件ぐらいあったのかという、

その辺の数字、また教えてください。 

委員（河野隆子議員） 

 それは、いいですかね。南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 分かりました。そしたら是枝委員、どうです。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと置きます。 

委員長（河野隆子議員） 

 そしたら前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 では、５２ページから２点、お尋ねさせていただきます。 

 災害対策費の１８節、ブロック塀の安全確保事業ですけども、これは現在はもう終了を

既にしているかなというふうに思うんですけども、２年度から３年度は４倍というふうに

なりましたけども、これ、創設されてから最終まで何件、件数ですね、工事が行われたの

かということをまずお聞かせいただけますか。 

建設課（坂本健三課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 坂本課長。 

建設課（坂本健三課長） 

 すみません、創設されてからの件数は今把握していないんで、また後ほど確認させてい

ただいてお答えさせていただきます。 

委員（前川和也議員） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 お願いいたします。 

 そのブロック塀なんですけども、建設課さんから見て、ふだんこの町内巡回とか移動さ

れてるときに、ここ、ちょっと怖いなというような、危ないなというような場所というの

はありますかね。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 坂本課長。 

建設課（坂本健三課長） 

 はい、何件か把握させていただいております。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 何件かあるということなんですけども、既にこの補助事業が、まだあればアプローチで

きたんでしょうけども、ないので難しいところですね。こっちから、「こんな補助制度あ

りますよ」と言うてアプローチしていただきたいなと思うんですけども、ないということ

なんで、ちょっと考えて安全対策、安全確保に努めていただければなということを求めた

いと思います。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 坂本課長。 
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建設課（坂本健三課長） 

 ブロック塀の補助はまだ現在させていただいておりますので、引き続き根強く周知させ

ていただく予定はしておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（前川和也議員） 

 すみません、勘違いしてました。あるんでしたら周知、町民さん全体に向けた周知もそ

うなんですけども、個別にもしていただけたらなというふうに思います。 

 同じく５２ページなんですけども、この最下部にあります自治振興協議会の加入促進事

業補助金なんですけども、これ、前年度の２年度も同じく計上されて、決算額で上がって

きてますけども、この結果、増減ですね。増えたかどうか、もしくは減ったのか、数を教

えていただけませんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 加入促進でございます。令和２年度、これは東地区で開催されまして、令和３年度も同

地区で行われてございます。過去、これは平成２８年からずっと各地区で要望のあるとこ

ろで開催させていただいております。補助させていただいておりますが、大体加入率で見

ますと７０％から７５％の間、ほぼ７２～７３％で推移しておりまして、平均、大きな増

減はないのかなと。反対に加入率の大幅な減がないのがこの１つの表れかなと考えてござ

います。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 促進というか維持をしてるというようなところですね。自治会は本当にコミュニティの

基本というか基礎でありますので、この額が同じ額を次年度ももし計上されるんであれ

ば、ちょっと工夫を凝らして取り組んでいただけたらなというふうに思いまして、この自

治会も終わります。 

 ほか、ありますけども。 

委員（河野隆子議員） 

 どうぞ、続けて。 
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委員（前川和也議員） 

 いいですか。では５４ページに移ります。５４ページで防犯対策費の防犯カメラ設置補

助金についてです。これは昨年と比べて新規の設置件数が減ったことによる単純な減額で

間違いないでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 はい、間違いございません。 

委員（前川和也議員） 

 このとおりですね。で、今現在、町内で設置されている数において、今後とも防犯施策

を推進する上で、現状の設置数でいいのかどうかと。これは設置しようと思えば、ご当地

の自治会さんの負担にもなりますので、あまり増やせ増やせというのはこちらから言える

ものでもないでしょうけども、例えば大津警察ですよね。大津警察から、この辺にあれば

抑止につながるとか抑止力が高まると、効果があるというように思われる部分を大津警察

から教えてもらって、そんなもし設置ポイントがあればこっちから自治会さんに、「ここ

につけたらすごい防犯に効果があるみたいですよ」というような働きかけというのは、も

しできるんであれば、次年度されてみるというのはどうかなと思います。そのことと、現

在の設置数でいけるのかどうか、この２点。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 令和３年度でございますけども、防犯カメラでございます。ご質問いただいたとおり設

置台数が１台というところで決算額が出ております。令和４年度なんですけども、もう既

に各地区の要望がございまして、今年度については４台設置する方向で進めております。 

 議員おっしゃるように警察からの要望というところでお聞きして、地区に下ろすという

方法ももちろん可能ではございますけども、ただ最終的に費用負担いただくところが各地

域になりますので、その辺は地域の了解を得ながら進めていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 
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 ありがとうございます。アドバイスと、ご当地の納得と、これは２つ生かしてこれから

も続けていっていただきたいなというふうに思います。 

 いいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうぞ。 

委員（前川和也議員） 

 引き続き５４ページです。５４ページの人権啓発の１０節、需用費なんですけども、こ

の月刊誌等購入代という、これ、どんな本かということと、人権啓発に関する本なんでし

ょうけども、どういう中身の本なのかと、あと誰を対象にした本なのかと。このチラシ作

成というのは分かるんですけども、これがちょっと分からなかったもので、本の内容と対

象について教えてください。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 この月刊誌等でございます。これは最新の人権課題の現状等を含め情報収集を図るため

に購入ということでございます。例えば中身でございます。部落解放関係の、部落解放の

研究ですとか人権協会が発行しているヒューライツというもの、あるいは部落解放の新聞

でございますね。こういうものを購入しまして、基本的には各部長さん関係に読んでいた

だいて、同和といいますか人権施策の醸成というんですかね、そのようなものに使わさせ

ていただいてございます。当然、住民の方が来られまして手にするようなところにも置か

していただいてございます。図書館等というんですかね、文化会館等にも配置させていた

だいている部分もございます。 

 以上でございます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 では、内容としては主にそういう同和関係がメインになるということと、対象は町民さ

ん誰でも手に触れることはできるんですけども、主に対内向けの勉強、研さんを深めるた

めの資料というんですかね。そういうための本であるということですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 
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町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 おっしゃるとおりでございます。 

委員（前川和也議員） 

 最後、いいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 明松次長、分かりました。 

 続きまして、これで総務は最後に、私は最後になるんですけども、６４ページです。６

４ページの選挙公報の配布ですね。これは２年度と比べてこの３年度、去年の衆議院選挙

では配っていただくところが変わった、変更したことによる値上げということで間違いな

いでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（前川和也議員） 

 で、変更したことの理由に、入ってないとか、そういう問題点があったから変えたとい

うことですけども、新しくしたところで問題点というのもまたなかったでしょうかね。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 そういった問題点があったということに関しては、報告は聞いてはございません。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 まあ、レアケースやと思うんですけど、これは私、去年まさに衆院選中にもご連絡させ

ていただいたかなと思うんですけども、他の政党のチラシと一緒に挟んで広報が入ってた

ということがありました。これは、たまたまポストの中でごっちゃ混ぜになって一緒にな

ったのか、そうかその業者さん、ひょっとしたら別の仕事で政党ビラのポスティングも一

緒に請け負ってて、その方がちょっと楽しようと思って、これは想像ですよ、あくまでも
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ね、一緒に入れてしまったとか、そういうようなレアなケースがあったんじゃないのかな

と思うんですけども、どこに頼んでも何らかの問題というのは絶対出てくると思うんです

よね。であるんであれば、以前の低価格でしていただいてたシルバーさんでもよかったの

かなというふうに思うんですけども、この件に関してはもう戻ることはできないという

か、する予定もないということですか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今、お話しいただいてます、従前はシルバー人材センターに委託しておったということ

でございますけども、いろいろご指摘等々いただいて、現在は業者委託してるという状況

でございます。金額的にも、申し上げましたとおり、シルバーさんでやっていただいてる

ときと、今民間業者に委託しておる委託料につきましては、先ほども申し上げましたよう

にかなりの差が出ているというのが正直なところでございます。 

 つきましては、費用面で申し上げたら当然選管といたしましても安価で配布業務ができ

るというものにはこしたことはないんですけども、そういったいろいろご指摘があった事

情等々をシルバーさんのほうにもその当時、お話しさせていただいたんです。そしたら、

そういったような話であるんであれば、今後一切こういった業務についてはようしません

ということで、はっきりちょっと申し上げていただいたということから、今後またシルバ

ーさんに戻ると、配布していただくということは今においてはないのかなというふうに思

ってはございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 そこの部分においてはもう決裂というか、仲違いと言ってもいいんですかね。そういう

ような関係になったんで、今さらというふうにできないのは分かる話ではあるんですけど

も、本当にこれはどこに頼んだかて、絶対に入っている、入ってないというのはあると思

いますのでね。今回、新しい業者さんにされて、特段そういう問題はなかったということ

なんですけども、今度また選挙というか来春の統一選になるんでしょうけども、ちょっと

改めてお願いするときには、注意喚起するような仕方で発注をかけていただけたらなとい

うふうにお願いいたします。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今、委員おっしゃっていただいたケースにつきましては、そのときはタイミングがその

ようなことと重なったということで、選挙人の方が誤解を招くというような事態があった

ということは委員のほうからもちょっとお話しいただいたところでございます。それにつ

いては今後、そういった選挙公報を配布する際には、そういった受け取られる選挙人の方

が誤解を抱かないような形で、タイミングも大事であろうと思いますけども、そういった

ことに注意をやりながら次回はお願いするということで、改めてそういった注意という部

分を含めて対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ありませんか。松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません。また、会派のほうから預かっております質問をさせていただきます。 

 まず、４２ページの人事管理費、人事評価について１点質問をさせていただきます。令

和３年１０月、令和４年１０月と、国家公務員では段階を経て人事評価の改革が行われて

おります。忠岡町におきましても、一部このような内容を踏まえて改善を行っていくとい

うお考えはないでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 本町においても平成２７年度から、試験的な導入も含めて人事評価、実施しておりま

す。今は勤勉手当の評価の結果を反映するという形を実施しております。国の求めるのは

この先、昇給というところも求められているんですけれども、評価のばらつきというのが

あると不公平感が出ますので、今はそこの部分の精度を高めるというところで、毎年ちょ

っとずつ中身、制度をよりよいものにするために変更をしていっているところです。もう

ちょっと評価者のほうでばらつきのないような制度に持っていかないといけないというふ

うに今思っているところでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 
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 ありがとうございました。 

 続けて、次の質問に移ります。４５ページからの、これは庁舎管理になるのかな。シビ

ックセンター関連、この庁舎の隣の、森というふうに言うていいのかな、雑木林というん

ですかね。これが今もう、ちょっと鬱蒼としてきておりまして、ある時期になりますと鳥

の被害が発生しているようでございます。一定の間引きなどを行う時期だと考えておりま

すが、いかがでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今、委員からご指摘いただいた敷地内における木々の状況でございますけれども、遊歩

道から見ればかなり高く成長しているというような状況でございます。それに伴って、今

もお話しいただいたんですけども、ある時期で鳥の被害があるという話もお伺いはさせて

いただいてる状況でございます。 

 その鳥被害に関してどのような策を講じれば改善できるのかということで、一定ちょっ

と確認等はやったんですけども、最終的にはまだ答えが導いてなくて、それの対策を講じ

ていないというのが現状でございます。 

 今後、その木々が何も手を加えなければ、また恐らく成長というのはやっていくんでし

ょうけども、ある一定のどこかのタイミングでそういった、例えば防犯上、防犯灯が死角

になるまで影響が出ている状態であるとかという部分を考慮しまして、どこかのタイミン

グで適切にそういった対応というのを考えていくということになるのかなというふうには

思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、よろしいですね。続いて行きます。５０ページのＫＩＸの負担金の件でお

伺いさせていただきます。 

 観光振興というのと、これマラソン大会、それ以外にも目的があるのかと思いますが、

現状、忠岡町にとりましてこの観光振興、何かこういった取組が行われていて、こういう

成果が出ているというところがあるのかというところが１点と、もう１点は、私は参加し

たことがないんですが、マラソン大会の参加費が高騰しているようで、参加費を低減させ
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るように意見、この会、首長会議があるのかな、この辺で意見ができないでしょうかとい

うことですが、２点お伺いいたします。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 今、議員からおっしゃっていただきましたように、ＫＩＸがやっている、実施している

事業が幾つかあるんですけれども、例えば１つ挙げますと国際商談会を活用いたしまし

て、今サイクルルートとかつくっておりますので、それとかですね。あと旅行商品のセー

ルスを行っておるということもありますし、あとオンラインツアーも実施してございま

す。ホームページとかフェイスブックの運用で多元化とかやっていただいております。そ

れからＫＩＸの中ではそうやって、忠岡町単独ではできないような事業というんですか

ね。それをやっていただいておるところではございます。 

 忠岡町というところは、皆さんご存じと思いますが、観光というのが特段浮かんでこな

い町やと思っておるんです。町域が非常に狭くて、これといった特産や名産もあるわけで

はないというふうに認識してございます。 

 このような中、本町だけの中にとらわれておれば全く育たないというか、ＫＩＸがやっ

ている恩恵も受けてこないと思いますので、ＫＩＸの中に入ることによって泉州の一員と

いうポジションというのを得まして、その泉州が観光というもので発展というんですか

ね、していけばいいのかな。その泉州が発展することによって、波及効果というんですか

ね。それによって忠岡町の業者の納品の数が１つや２つ増えるとか、そういう機会の拡

大、雇用の拡大につながっていけばいいのかなというふうに思っているところもございま

すので、ＫＩＸに入っているメリットというか、参加しているというのは、そういうとこ

ろも産業振興課の中、特に観光という面につきましては今言ったように実際ないので、そ

こに入って忠岡町という名前をちょっとでも売る、泉州をできるだけほかの地域に知って

もらうというのが大きなメリットかなとか、入っている趣旨かなというふうに考えてござ

います。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 今、課長からの話にありましたＫＩＸ泉州ツーリズムビューローということで、９市４

町が連携して泉州のにぎわいを作ろうということで、９市４町参加しておるところでござ
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います。 

 意見聴取する機会もございます。また、その機会の折にそのようなご意見といいます

か、それもあったということはまた町としても出していけるのかなと考えてございますの

で、よろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 マラソン大会の参加費の件ですか、それは。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 そうです。 

委員（松井匡仁議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。 

 これにつきまして、ここからは私の個人的な意見で申し訳ないんですが、実は今、橋本

課長がおっしゃっていただきました忠岡町にとってのメリット、私は実はほぼないと感じ

ております。 

 目的が観光振興に対してということで、忠岡町は何らかのアピールをして何らかの成

果、これが得られてないんであれば、もう入っててもしゃあないん違うかと思っておりま

す。みんなで協力してやってることですから、突然やめますということはでけへんでしょ

うけれども、やっぱりそれなりの成果を得てもらわんといかんと思いますので、これ、毎

年毎年３００万円ずつですかね、出してるわけですから、これを関空の税金、固定資産税

が落ちてる田尻と佐野と泉南が出してるんやというんなら別ですけれども、忠岡町も負担

してるんですから、やっぱりその辺、成果が欲しいと思っております。 

 ただ、回り回って業者さんから発注があるとか、そんな成果のためにここで３００万円

払うわけにいかんと思っていますんで、やっぱりきちっとそういう会に参加されるんであ

れば成果を求めてきてほしいですし、実際意見はもっと言えると思います。ぜひ町長、首

長会議、あると思いますので、もう強気でですね、「やめたろか」ぐらいの勢いで言うて

いただいたらうれしいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 もう答弁、結構でございます。 

 続きまして、いかしていただきます。５１ページの災害対策に入ります。よろしくお願

いいたします。自動販売機、多機能型の自動販売機設置について質問をさせていただきま

す。他の市町村で災害対応できる、これは三宅さん、一般質問でも言うてたと思うんです

けれども、Ｗｉ－ｆｉのついた多機能型の自動販売機。これは庁舎や、こういう敷地内に

おける設置が進んでおります。ただ災害時だけじゃなくて、平時の売上げの一部を自治体
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などへ還元する協定を結ぶ動きもあるそうです。忠岡町においても庁舎内だけじゃなく

て、文化会館や自治会館や、公園のスペースを利用してそのような住民サービスを拡充し

ていっていただけないでしょうかという質問でございます。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 災害の自販機でございますけども、ちょっとＷｉ－ｆｉ型のものがあってというところ

まで、すみません、情報はつかめておらないんですけども、私どもも従前から災害時に飲

み物がフリーで取れるような自販機の設置というところで、いろんなベンダーからお話は

聞いておるところでございます。もし仮に設置するんであれば、庁舎というよりも、例え

ばグラウンドとかそういうふうなところに設置したいなというふうに考えておるんですけ

ども、設置してからの電気代とかごみの収集とか、それについては設置業者のほうでして

いただけるんですけども、根本的に電源がないところに電源を引っ張ってくる工事は町の

ほうで負担してくれという話がございまして、そういうところでちょっと足踏みしている

ような状況でございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 なるほど、分かりました。ぜひよろしく検討のほうお願いいたします。 

 続きまして防災マップ、これも５１ページ、災害のほうになります。防災マップから質

問させていただきます。ハザードマップについて質問をいたします。土嚢の確保の件でご

ざいます。現在は被害想定地域内の雨水ポンプ場内に、これ、土嚢の保管場所というのが

あるんですかね。これですね。ここはもう高潮でも洪水でも全部いかれてしまうような場

所でございますので、この高台、そこよりも高いところで確保できないでしょうかと。危

機管理の視点でどのようにお考えでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 土嚢でございますけども、雨水ポンプ場にも保管しております。また、この庁舎の地下
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の駐車場部分にも土嚢のほうは備蓄しております。また、もしこれで足りないということ

であれば消防署のほうにもございますので、緊急時には融通していただけるようにお願い

しているところでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 分かりました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、また災害、防災マップですね。これ防災マップで、夜間の発生時、ここに

ついての対処法がまだまだちょっと不十分、夜間はこの通路でとか経路でとかですね。足

の悪い方はとか、日中と夜間とまた違った経路があるなと思いますが、その辺、今後はま

た考えていかれる予定というのはございますでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 まず私ども、今考えておるのは地域のほうで独自の訓練をやっていただきたいなという

ふうな思いを持っております。その中でいろんなバリエーションですよね。例えば日中、

歩くのも、もちろん避難してもらうのもいい経験やと思うんですけども、夜の避難という

ところについて実施できないかというところもメニューとしては考えておるんですけれど

も、ただちょっと具体的にアクションを起こすところまでは及んでいないというところで

ございますので、いつできるかというのはちょっと具体的には時期をお示しできないです

けども、ゆくゆくはそういうふうな訓練も実施したいというふうに考えているところでご

ざいます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 防災マップは最後、もう１点ございます。よろしくお願いします。ピープルチャイルド

忠岡こども園さんですね。ここが避難場所に指定されておられるそうでございまして、こ

れ、らせん階段が中についていらっしゃいます。ただ、そのらせん階段を登って屋上に上
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がろうとすると、門に鍵がかかっていると。らせん階段にも鍵がかかってしまっている

と。この辺の鍵の管理をピープルさんだけではなくて、近隣の自治会であるとか役場のほ

うで管理をさせていただいて、避難をしなければならないときには速やかに開けていただ

くとか、そういう対処法は取れますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 ピープルこども園についてでございますけども、災害時の利用については既に協定のほ

うは締結のほう、させていただいているところでございます。閉鎖時の利用につきまして

は、鍵のほうお預かりしておりますので、町のほうで避難場所として利用はできるもの

の、具体的に建物の使用方法とかのマニュアルですよね。そういうふうなものがまだ作成

できておらず、現状では開設のほうがちょっと難しいところでございます。マニュアルを

作って、あとは地域のほうで受けてくれるか、ちょっとその辺の問題はあるかと思います

けども、開設のめどが立った時点でまたご案内できるのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。委員長、もう防犯対策、最後までいっていいですよね。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうぞ。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません。では５３ページ、続きまして防犯対策について質問をさせていただきま

す。防犯カメラ設置の件でございます。先ほど前川委員のほうからも質問ございましたで

すけれども、主要道路、忠岡町内の主要道路ですね。これは旧２６号線や臨海道路、こ

れ、他市とつなぐ道路に防犯カメラを、防犯上設置すると効果があるということらしいん

ですけれども、その辺は設置が可能かという点も踏まえまして、今後検討していただくこ

とはできますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 防犯カメラでございますけれども、町のほうで設置しているカメラが１１台ほどござい

ます。これについては年数がたっておりますので、順次置き替え、入れ替え、更新工事で

すね。やっておるところでございます。 

 そんな中、今議員からお話がありましたけども、町が設置している防犯カメラでござい

ますけども、いわゆる幹線道路というところにはついていないという状況でございます。

一定、既存の防犯カメラの更新工事を終わった時点で、新たな設置について設置箇所の精

査、あと予算面なども含めて検討のほうはしていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。ぜひ検討のほう、よろしくお願いいたします。 

 最後の質問に入ります。これも先ほど前川委員から質問がありましたんですが、選挙公

報の配布委託料の件でございます。６４ページです。これは私、会派の議員であります三

宅議員のお住まいになられている馬瀬３丁目が、前回の参議院選挙の公報が、参議院選

挙、選挙期間１８日間あったかな。ですのに投票日の６日前にポストに投函されたようで

ございます。暑い時期やったこともありますし、いろんなあれがあったんでしょうけれど

も、契約といたしまして、何日間の間にどこにどういうふうに配ったとか行程を出させた

り、そういう契約の仕方にはなっていないんでしょうか。また、進捗状況、この配布の進

捗状況なんかは報告というのはないんでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今ご質問いただいた件につきましては、契約上、そのような形でのものについてやって

おると。なので、この日はどこの地区で何件配ったということで、その日、配った実績と

いう形の部分を毎日、日々出していただいてるということで、やってございます。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません。ありがとうございました。それならまた三宅委員にその旨伝えまして、言

っていただくようにいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 まず、電子計算費のところをちょっとお聞きしたいんですけれども、４７ページからち

ょっとありますけれども、そこで、これは４８ページの使用料及び賃借料で、住民情報ク

ラウドシステム機器リース料というものが５３６万９，１００円出ているんですけれど

も、これは令和２年度はこれの４分の１だったんですけれども、お聞きしたら令和２年度

は３か月分だと。それで令和３年度、この年度は１２か月分だということで、４倍になっ

ている理由が分かりましたが、これは住民情報クラウドシステムの機器のリースの更新か

何かがあって、これ、されたんでしょうか。どういうシステムになったんでしょうか。新

たに何かされたんでしたら。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 このシステムなんですけども、平成２６年でございますね。平成２６年から５年間、リ

ースでということでされてございました。で、リース期間を過ぎまして、その後、令和元

年と、町で運用しながらリースといいますか保守のほうもつけてちょっとお願いしていた

んですけども、令和２年１２月末でそれが切れると。当時、総務課のほうで持っておった

んですが、ということでございまして、残り１月、２月、３月につきましては契約すると

いうことで、３か月分、４４万円、大体月にかかるんですが、その３か月分を運用しまし

て、令和３年度からはこれを１２か月としまして１年の運用をしてございます。 

 この住民情報クラウドシステムですが、いわゆる総合行政システムということで、２市

２町、高石、泉佐野、忠岡、忠岡町と２市２町で共同で運用して、ちょっとでも費用を安

くしようということで運用している中でのシステム、総合行政システムでございます。今

回１年ということで、ちょっと金額的にかなりの差が生じておるんですが、本来の形とい

うんですかね。運用する形になったということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 



89 

 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。高石市がするから一緒にというところで、そこで田尻も入って、そういう

のがありましたね。そしたらこのシステムは共同というか共通のもので、２市２町です

ね。共通のものであるかと思いますけれども、そのシステムの導入のそれは、まあ言うた

ら共同ではなくて、それぞれの自治体でばらばらに入札をしてリースするという、そうい

うシステムになってるわけなんですね。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 これ、当時平成２６年ですか、さっきすみません、忠岡町を２回言ったんですが、田尻

町なんですけども、それぞれ個々に運用はしていたんですが、たまたま業者さんが同じだ

ったということもありまして、高石市さんのほうから共同で運用して、少しでも費用を安

くしようじゃないかという話もございまして、そういう中で２市２町、たまたま同じ運用

をしてございましたので、そういう話で共同で行こうという話になったと聞いてございま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 システムのことは分かりましたが、そのシステムの機器のリース料というのがあるんで

すけど、それはそれぞれ２市２町、同じ機器ではなくて、それぞれ銘々で入札をされてと

いうふうなことでしているというものですかということをちょっとお聞きしたんですが、

聞き方が悪かったですが、すみません。システムは共有なんですけどね、機器は。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 すみません、システム自体は共同なんですが、機器につきましてはおのおのの入札でや
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ってございますので、議員おっしゃるとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 大体もう５年でリース終わるという、結構短い期間で、すぐまたかなりのね。やっぱり

月４４万で、年間で５３６万という、何か機器のリース料と、システムのそういう利用す

るとのはまた別口、使用料は下を見たらもっとびっくりする２，４００万って書いてある

んで、ものすごい、どんだけお金がこのシステムに行っているんだろうって思うので、で

きるだけ、これが共同ですることによって安くできるということであれば、安くできる何

か方法ですね。リースについても、もう少しちょっと共同で何かしたらもっと安くなると

か、そういうのはないんだろうかとか、素人考えでそない思いますけれども、使用料がや

っぱり２，４００万というかなり大きい。それとリース料も年間これだけかかっていくと

なると、やっぱりこの電子計算費自体が１億近くになってきてはるので、どうにかちょっ

とできるだけ、でも、やっぱりこれは最新のものにしておかないと情報漏洩とかあっては

いけないので、その辺りは工夫して、もう少しリース料が安くなるということはないんで

しょうか、せめて。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 せんだっても定期的にこの２市２町の会議、開かさせていただいております。情報交

流、交換する中で、それぞれ例えば仕様の中身、各２市２町で確認して、やっぱり突出し

ているものがないのかとか、そのような話も出てございまして、その中でちょっとでも削

減できるものというのを考えながら、研究になるんですが、していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 その２市２町で共同で何かリースをすればもっと安くなるのかなと思ったんですけど、

そういうものでもないということなんですね。 
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町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 いわゆるシステムの機器のリースにつきましては、結局最終は各市町の判断という形に

なるんですが、それに至るまでのところで協議、研究していきたいというところでござい

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 できるだけ低く抑えれるようにと、よろしくお願いします。 

 ということと、あと電算関係で少し、自治体ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション

という、何かそういう、国が２０２０何年か、４年か６年かちょっと忘れましたけど、

近々それを統合していこうと、全国共通の単一のというところが動きがあるということ

で、それで、その際に個人情報の保護条例というものが、個人情報を匿名とかいろいろし

て、何かやり取りするとか、いろんなちょっとそういう情報の活用というところがあるの

で、個人情報の保護条例の改正というものがそれぞれの自治体で必要になってくると。一

部事務組合とかそういったところも含めて全部、個人情報保護条例を持っている行政機

関、全部何かそういうのを変えなあかんというところで、大変だというふうに言われてお

ります。 

 で、忠岡町の個人情報の保護条例は、国のものとはほぼほぼ一緒のもので、国が言って

いる、今回言ってくるものと別に何ら変わりがない、改正するところがないというものな

のか、やはりここが改正する必要があると、上乗せ、横出ししている分が保護条例である

のかというところについては、どうなっていますでしょうか。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 個人情報保護条例の改正につきましては、委員がご指摘いただいたとおり、本町におい

ても次期１２月議会で上程させていただく予定をしてございます。で、今、国が法改正に

伴って改正した条例をベースに各自治体が改正を行うというものでございますけども、そ
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の中で本町に特化した、個人のそういった情報の規定がまずあるのか、同じかどうかとい

う部分なんですけども、それはちょっとまた同じものではないということでございます。

今後またそれを改正することによって、その部分はどうなるのかという部分と併せて、今

回改正する内容等々につきましては鋭意、現在今作成中でございますので、中身について

の詳細な部分については、今、私がこの場において明確にお答えさせてもらうことはちょ

っとできませんので、そこは申し訳ないと思います。 

 なので、そういった部分におきまして、本町の個人情報保護条例の改正につきましては

次期議会で上程させていただく予定でございますので、そのときにご審議等々いただけれ

ばいいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 個人情報の保護条例が１２月議会にもう出てくるというので、ちょっとびっくりしてい

るんですけれども、国のほぼ基準どおりの条例であったら、条例改正する必要はあまりな

いわけですけれども、やはり出てくるということは、国とは少し、もう少し忠岡町独自で

個人の情報を保護しましょうという部分があるから改正があるのかなというふうに思いま

すので、ちょっとこれはね、個人情報は本当に保護されなければいけないと、できるだけ

そういう方向で頑張ってきた自治体ほど、今回何か、合わされたら全部緩くなってしまう

というふうになってしまうみたいな、そういうところがある問題があるなと思いましたの

で、一応、何か上程予定やとおっしゃっておられるんで、何かあるんやなというのはちょ

っと注視して、できるだけちょっと早くね、内容についてはまたちょっと、忠岡町独自で

何をしてるのかというのはまたお聞かせいただきたいと思います。上乗せとか横出しして

いる部分が何かあれば、その部分については今分かりますでしょうか。 

 どこを変えるとかじゃなくて、国の大体示している保護条例の、国の保護法はこの範囲

ですと。町の部分ではそれよりも上乗せでちょっと厳しくしましょうとか、またこういう

項目を設けましょうとか、何かそんなんしてるんですかという、それだけでもちょっとお

聞かせいただきたいんですけど。本町はどうなんですか。国の基準的なものからして。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 今回の改正については、そもそも現状の条例を、より一層厳格に取り扱うという趣旨か
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ら改正が行われるものという認識はしてございます。その中において本町に特化した独自

のそういった規定があるかないかという部分については、その部分については現在におい

てはないということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 ないけど、どこが変わるのかというのは今後、条例が出てくるときにまた説明をお聞き

するということで、分かりました。特に上乗せ、横出ししているものは特にはないという

ことは分かりました。 

 まだちょっとありますけど、まとめて。 

委員長（河野隆子議員） 

 １回止めますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 一応、こういった項目を、人権についてはこういう項目、防災についてはこういう項目

と言って、あらかじめちょっと質問だけ通告して、議事の進行には協力したいと思います

ので、そうしましょうか。そうか、休憩が終わってからもいいですけど。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員、あとまだ何点ぐらいありますかね。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。１０個ぐらいあります。 

委員長（河野隆子議員） 

 １０個ぐらいありますか。そうですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 精査しますので、そしたらちょっと休憩していただいて、そしたら精査いたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 それならもうやってしまいますか。１０個ぐらい。そしたら一遍休憩しましょうか。そ

したら質問を先に言ってもらって、それから休憩、一たんしましょうか。もう３時に。大

体項目だけ先に言うといてもろて。そうしましょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。そしたら、すみません。いいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 



94 

 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 企画人権関係のところですけれども、ページ数を言いながらというのはちょっとあれで

すね。４９ページのホームページのサーバー使用料に関してで、ホームページの改善とい

うことで、忠岡町の知りたい情報が得られるように改善をしてほしい。あと、それは制度

の紹介であったり、また会議録とかいうところについて、課によって差がばらつきがある

ので、これをきちっとやっていただきたいということが１つと。 

 そしてあと、男女共同参画関係の府への報告書をちょっと頂きまして拝見しました。各

委員会とか審議会、役場の管理職、女性委員の比率が大変低いと。大体２０％、３０％、

中にはゼロというものもございましたので、それについて今後、忠岡町はどのようにして

これを引き上げていく、具体的に方策ね、考えておられるのかということと。 

 あと、その男女共同参画の講演会が２回ありましたけれども、参加人数が、コロナ禍と

いうことで１７人しかいらっしゃらないということで、コロナ禍であればＺｏｏｍとか、

そういういろいろな工夫をして、より多くの人に聞いていただく、考えていただく、そう

いう啓発の機会をということで、Ｚｏｏｍを活用して周知、参加を呼びかけていただくこ

とはできないかということ。 

 そして、女性フォーラム実行委員会ですね。書面開催やったそうです、コロナ禍でです

ね。それはそれで仕方ないんですけれども、このところ女性フォーラム実行委員会のちょ

っと活動というものがあまり目に見えなくて、目的、事業とか会則を頂いたんですけれど

も、それに沿った活動内容になっているのかどうかというところは、どのように考えてい

らっしゃるのかということと。 

 もう一つは，女性センターもね、やはり設置していただきたいということです。 

 そして、あと男女共同参画計画を昨年、令和２年度つくりました。重点項目についてど

のような進捗状況になっていくのか。遅れているようでは、それについての手だてはどう

なっているのかということですね。 

 あと、広報ただおかの住民への配布ですけれども、自治会にお願いして配っていただい

てるということなんですが、やはりなかなか届いていないところもあるかと思いますの

で、そういった方々への配布というのはどのようにされているのか。最近スーパーとかい

ろんなところに置いていらっしゃいますけれども、そこに置いてあるところが、どこに置

いてあるかというのをもう少し広報していただきたいということですね。 

 ということで、企画人権関係はそういったところです。 

 そして、防災、防犯関係のことについてですけれども、防犯灯の新設は自治会のほうで

ということになりますが、なかなか負担が重たいということですので、リース期間ももう
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ちょっとしたら終了に近づいてくるということなので、管理の方法を見直しをぜひその点

していただきたいということが１つ。 

 あと、防災マップに関連してですけれども、防災マップの活用ですね。住民、各地区集

会所に来て説明会とかはどのように考えていらっしゃるのかと。コロナ禍でなかなかでき

ませんでしたので、今後どのように考えていらっしゃるのか。 

 そして、あと高月北の洪水のね。洪水であそこ浸かるというふうにマップになっていま

すので、そこの避難について、避難先は各自の判断で避難してもらうのか、あそこは忠岡

町のほうに行くのか和泉市に行くのかというところですね。その辺りの避難先の判断とい

うところと。 

 あと、個別の避難計画、一応高齢者の方とか障がい者の方にはマッチングしていただい

てしていますけど、もう５年以上たつので、支援に行く側の人が今度は支援する側に回っ

ているケースもあるかと思いますので、ちょっと見直しの時期にもなってきてるのではな

いかと。点検、更新をどのように考えていらっしゃるのかということですね。 

 あと、災害用備蓄の避難所への分散配備についてどのように進んだのかというところを

ちょっとお教えいただきたいんですけれども。 

 一気に言うたので、すみません。そんな感じです。 

委員長（河野隆子議員） 

 １２点ほどあったと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですか。１０じゃなくて１２ということで。 

委員長（河野隆子議員） 

 １回休憩しましょうか。 

 分かりました。そうしましたら今の是枝委員の答弁をいただくのは休憩の後ということ

で、ちょっと休憩に入りたいというふうに思います。今奈良副委員長もまた質問があると

いうことで、暫時休憩します。 

 ３時１５分まで。１５分から再開いたしますので、よろしくお願いします。 

（「午後３時００分」休憩） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後３時１５分」再開） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 それでは、先ほどの是枝委員の質問で何点かありましたけど、それについて答弁お願い

いたします。 
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町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 そうしましたら、企画人権課で頂きました人権関係の質問についてお答えいたします。 

 まず、１点目のホームページの改善ということでございますが、現在、来年４月１日、

リニューアルに向けてホームページ、作業中でございます。確かに現在見ますと、課によ

りましていろんな資料、制度についての説明とかがまちまちになっているというのは事実

でございますので、それを今後、来年からはしっかりと改善していきたいと考えてござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、２点目でございます。これ、府に提出しております毎年の各委員、審議会の

男女の比率でございまして、その中で職員のところが出てございました。現在なんですけ

ども、府に出している資料によりますと、私どもが出しておりますが、管理職の女性比率

が１４．７％となってございます。ただ、本町、特定事業主計画でございますが、この中

では主幹級も入れるということでございますので、そうなりますと１９．５％、管理職で

すね、なってございます。それから、ちなみに全職員数の中で女性の比率というところは

３７％。非正規の職員の皆さんも含めますと、トータルで５１％という形になってござい

ます。 

 これの中身で、女性の比率を上げる等につきましては、ちょっと秘書人事のほうからお

話しします。 

秘書人事課長（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課長（中定昭博課長） 

 ご指摘いただいております女性職員の登用であったり、職員数というところ、どうやっ

て上げていくのかというところでございます。実際のところは、今現状としましては、こ

こ数年は合格者に占める女性職員の割合が増えております。増えておりますというより

も、男性のほうが少ないケースのほうが多くなっております。ですので、おのずといいま

すか、１５年、２０年先には自然と上がっていくものと考えております。 

 現状ですけども、管理職を上げるというのも１つの目標としては掲げているんですけど

も、そもそも絶対数、女性職員の年齢層であったりというところが不足しているのが現状

でございます。ですので、考えとしてはもちろん男女共同参画の視点を持ちながらなんで

すけども、結果的には１５年、２０年先になっていくのかなと考えております。 
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町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 続きまして、令和３年度の講演会、これは「まあるい心」というのでずっと男女共同参

画の講演会をさせていただいてございます。参加者１７ということでございます。委員申

されましたように、Ｚｏｏｍでということなんですが、まあ結果論なんですけども、この

時点、Ｚｏｏｍ、町の発信で固有のＺｏｏｍの契約といいますか、取れてございませんで

して、今回、ある一定の時間を超えた場合でもいけるようなものを用意しましたので、今

後、Ｚｏｏｍでの開催も視野に入れながら検討してまいりたいと考えてございます。 

 それから、次ですが、女性フォーラム実行委員会でございます。女性フォーラム実行委

員会、男女共同参画の本町の中核として、昭和４７年から女性の地位向上を目指して活動

を続けてまいりました。会則、いろいろ書いてはございますが、主な活動というもので、

先に挙げさせていただきます。 

 年２回、あるいは人権協会と共同しますと年４回あるんですが、女性への暴力をなくす

運動や、男女共同参画週間での啓発活動、このようなもの、啓発を実施しております。ま

た、児童館で毎月、現在実施しておりますのびのびサロン、親子サロンというのがあるん

ですが、その中で男女共同やＤＶにつきまして、会長さん等もご参加いただきまして、そ

ういうようなチラシを配ってご説明といいますか、ご紹介させていただくような活動もし

ております。また、若い子育て世代のお母さんに啓発、これも通じてさせていただいてお

ります。 

 それと、パープルリボンの活動とかという部分で、これは庁舎にお越しいただく方々、

女性も男性も含めてなんですけども、いわゆるパープルリボン運動というものをさせてい

ただきまして、その趣旨に賛同していただく皆さん、パープルリボンを結びまして、いわ

ゆる女性への暴力をなくす運動、このようなところに意識を持っていただこうという活動

をしてございます。 

 主な活動はそういうところでございます。ただ、委員も申されましたように、現在、コ

ロナで街頭啓発、あるいはちょっと人が交じるような啓発につきましては、現在執行して

おりませんが、この１１月から街頭啓発が始まるわけなんですけども、ここから再開とい

う形で、今後引き続き男女共同参画の中核の団体として、引き続き活動を展開してまいり

たいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、女性センターの設置ということでございます。そもそも現在、女性センター

という名称はどうなのかと、とらわれず、広く男女共同参画、現在、精神は堅持しながら

もあらゆるジェンダーの方々を対象にしたようなものということで考えてはございます

が、なかなか本町、限られた施設、限られた財源、限られた人の中で、大変具体的に進む

というのがなかなか難しい状況でありますが、男女共同参画の基本計画にもございますの

で、そこのところは引き続き研究しながら、またセンターといいますか、そのような場

所、建物だけが全てでもないかもしれませんので、そのようなものも視野に入れながら、
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引き続き検討、研究してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それから、広報ただおかの配布につきましてでございます。実はこれ、これまで議会の

ほうからも幾人かの方から、町内のいろんなところに設置してはどうかというお話は頂い

てございました。これまで令和２年は、固有名を出しますけど、ライフ、令和３年がオー

クワ、令和４年、今年度は郵便局の２局につきまして、広報紙のご配布といいますか、配

置をさせていただいておるところでございます。将来的には町内のコンビニエンスストア

も配置のほうをお願いできればと考えているところでございます。 

 それと、広報なんですけども、主としては最近ＬＩＮＥですね、ＬＩＮＥのほうで月初

に必ず広報紙を出させていただいてございます。ページを見ていただきましたら、かなり

鮮明に拡大して読めるようなものでございますが、大体これにつきまして、現在ＬＩＮＥ

の登録は６，０００人を超えてございます。こちらのほうで見られるんですが、１回上る

ごとに大体５，０００人程度、この間の広報ですと大体４，５００人までが中の広報紙の

ほうを読んでいただいております。こちらでどのページを見ているかも分かるんですけど

も、そのような形でＬＩＮＥを通じまして広報紙を見る方も増えてございますので、そう

いうものも利用しながら、より多くの住民に、あるいは町外の方もそうなんですけども、

手に取っていただくようにしていきたいと思います。 

 また、委員申されました、その設置場所、ライフですとかオークワですとか、こういう

ところにあるよという宣伝はできないのかということもございました。広報紙に載せて

も、広報紙をなかなかお手にされない方には分かりませんので、主要な施設にちょっとポ

スターというんですかね、そのようなものを配置しましてご案内のほうをしてまいりたい

なと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で企画人権課分です。 

委員長（河野隆子議員） 

 次長、男女共同参画の重点項目の進捗状況がありましたね。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 申し訳ないです。では、男女共同参画の重点項目ということで、実は男女共同参画、今

回、書面で各委員さん、懇話会をさせていただきまして、そこで重点施策ということで幾

点か挙げさせていただいております。何点か委員さんからこの点を中心にやってほしいと

いうことでございます。 

 重点施策１の中で、多様な就労形態の導入など職場環境づくりの啓発、意見が非常に多

かったこの部分、それと２点目、重点施策２で相談、これはあらゆる暴力ということでＤ

Ｖの関係も入るのかなと思うんですが、相談窓口の周知と相談体制の充実ということが望

まれております。もう１回徹底してほしいということですね。それと、重点施策３という

ことで、固定的な性別による役割分担の解消に向けた意識啓発ということで、いわゆる男
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性だから、女性だからと、これは無意識、意識でそれぞれあるんですが、そのような意識

をなくしていこうというか、見直していこうというような形ですね。このような施策を推

進してほしいということがございましたので、この３点を重点にしております。 

 また、その他に加えてほしい重点施策としまして、男女共同参画の意識を育む教育が必

要だと思っているということで、学習の機会、先ほど委員申されました講演会ですね。こ

れを進めていってほしいということで、重点施策に入れてほしいという話でございます。 

 それと、これは先ほどのうちの重点２と重点３、固定的なというところもあるんです

が、内閣府のほうで令和３年、性別による無意識の思い込み、いわゆるアンコンシャスバ

イアスと最近新しい言葉で言われてございますが、この結果を参照しまして、いわゆる子

どもの頃から気づきの大切さを感じておるので、そういう機会を設けましたら、何か改善

といいますか、学習、あるいは啓発ができる機会を設けてほしいという２点ございまし

た。これにつきましては、ちょっともう少し研究してまいりたいと思います。 

 以上の項目につきまして、重点項目として現在進んでいるところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 次は防犯のところですか。先にそこで。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと再質問だけさせてもらいます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ホームページは来年４月にリニューアルを予定されているということですので、住民の

知りたい情報がきちんと見られるというように、ぜひよろしくお願いします。 

 ２つ目の女性の職員のことだということでお答えいただいたんですけれども、管理職の

比率がちょっと少ないかなというので、女性職員自身が少ないということなので、です

が、３７％に女性職員が全体で上がっているということで、もう少し比率を引き上げてい

くようにということで、また目標を持ってご努力いただきたいと思います。目標というの

は特にあるんでしょうかということが、どこまで引き上げたいというのはあるんですか

ね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 管理的地位の女性職員の占める率というのは２０％を今目標として掲げております。 

委員長（河野隆子議員） 
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 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、もう少しで達成するということですので、あともう１人ね、主幹も入れてという

ことだと思いますので、１人、２人というところで割合が大きく忠岡町の場合、変わって

くるので、目標に近づいて達成していただけるようによろしくお願いします。 

 講演会というんですかね、Ｚｏｏｍもご用意いただいたということなので、女性団体や

ＰＴＡの執行委員さんとかは女性が多いということもありますので、保育所、幼稚園、

小・中学校といったところのそういった方や、女性がたくさんいらっしゃる団体とか、そ

ういったところも、コロナで一堂に集まるというのはどうかと思いますので、そういった

方々にも呼びかけていただいて、参加していただくということでよろしくお願いします。 

 また、女性フォーラム実行委員会というのは、これは会則によると、女性問題に関する

調査研究、事業内容が関係施設の視察研究、行政機関が開催する女性問題に関する研修

会、講演会等の参加、関係団体との連携とかというふうな、まあまあなんですけれども、

目的がやっぱり女性の地位向上を目指してというふうなことで書いてありますので、女性

問題の解決を図ることを目的とされてますので、今の状況に合うようにぜひ。役員さんも

ね、役員の任期は２年とすると書いてあるんです。ただし再任は妨げないと書いてますけ

れども、２年だけじゃないと思いますので、そういった役員の方々についても、年齢も幅

広く採用していただいて、あらゆる立場のそういった分野の方に入っていただくという女

性フォーラムの構成も考えていただいて活動していただければというふうに思いますの

で、その辺をよろしくお願いします。役員も２年と書いてます。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 その点につきましては会則にもございますとおりですので、再任で引き続きやっていき

たいというご意見で今まで来てございますが、そのような意見も、今後、年齢構成等いろ

いろございますので、それらを種々検討して、基本計画の遂行、達成ということもありま

すので、またよろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あとですね、さっき、すみません、職員のうち女性の管理職のと言ったんですけど、審

議会とか民間のほうで大体２０％前後なんですね、３割とかということで。もう少し比率

を、まあ言うたら半分は女性にしていただきたいなということで、またそういう目標を持
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って女性を多く登用していただきたいと。ゼロというところもありましたけど、農業委員

とかが１０人のうちお１人だけなんですね、女性の方ね。ということなので、農業委員会

も女性の比率を高めていただくというところも、ぜひお願いしたいと思います。 

 ということで、農業委員会、いらっしゃったら。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長になるんですか。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 農業委員会のほうはうちの所管になっております。農業委員会は来年、委員さんの改

選、選挙がございますので、それに向けて、ここでお約束はできませんけれども、１人で

も増できるようにちょっと働きかけてみたいと思っておりますので、ご理解のほどお願い

いたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あとですね、一個一個やってたら時間がないので、じゃあ女性センターについては研究

もしていただくということなので、ぜひよろしくお願いします。 

 あと、男女共同参画計画の進捗状況ということで、重点項目を決めたというところが進

捗状況ですか。その決めたそれについて、この年度どうでしたかというところはどうだっ

たんですか、進んだんですかということで、決めたというところだけで止まっているんで

したら、そういうお答えだというふうにお聞きしておきますけど。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 進捗状況、毎年のいわゆる進捗ですね、それにつきましてはちょうど今ぐらいから前年

度の分をしますので、実施されるものと考えてございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 進捗状況についてはまた資料を頂けたらというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。 

委員長（河野隆子議員） 

 そしたら、あと防犯のところでしたかね。５点お聞きになってたと思います。小倉課

長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 まず、防犯灯の新設について、自治会で設置するには負担が重いと。町で設置できない

かという点と、リース期間終了後の管理についてお尋ねいただきました。 

 防犯灯でございますけども、蛍光灯からＬＥＤに変更する際に、全地区に対して新規増

設の希望をお聞きし、希望分については全て設置のほう、させていただきました。ＬＥＤ

に移行後は、新設については自治会のほうで負担をお願いしているところでございます。

町で設置というふうにご意見を頂いてるんですけども、地域が主体となって取り組む安全

対策として防犯灯の設置については各地域でお願いしたいと考えておりますので、ご理解

のほうよろしくお願いいたします。 

 あとですね、リース期間終了後ですけども、リース期間ですが、令和６年度で期間満了

となりますが、期間満了後は器具が正常に点灯していることを確認後、本町が引き渡しを

受けるということになっております。引き渡し後の故障発生時は修繕対応するのか、保守

委託とするのか、現時点では未定ではございますけども、リース開始から現在まで機器の

故障というのは一、二件のレベルでございますので、その辺りも含めて検討のほうをして

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、高月北の洪水時の避難について、避難先が忠岡町か和泉市かというふうなことで

お尋ねいただきました。洪水時における高月北の避難先は東忠岡小学校を想定していると

ころでございます。高月北の集会所から東忠岡小学校まで歩いてどの程度かかるのか、

近々職員が検証する予定としております。その結果を基に、当該地域の訓練実施について

協議のほうを行いたいというふうに考えているところでございます。和泉市さんについて

は、和気小学校、郷荘中学校、開設はされておりますけども、やっぱり忠岡町も同じよう

に避難所を開設しておりますので、よっぽどのことがない限りは基本忠岡町の中で避難の

ほうをお願いしたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、防災マップの活用について、各地区の集会所に来て説明会はされないのかという

ところでございますけども、防災マップでございますけども、令和４年３月に作成させて

いただきまして、４月に開催されました自治会長会議におきまして最大想定の降雨、雨で

は、町全域が浸水想定区域となることから、地域でお住まいの方で不安に感じる方がおら

れれば、私ども地域に出向いて説明させていただく旨を案内しましたが、コロナの影響も

あったのか、現在まで説明の要請はないところでございます。要望があれば、いつでも地
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域のほうに出向かせていただく思いは持っております。また、今年度、訓練等を実施予定

の地域がございますので、その際にはハザードマップや啓発紙面の説明を行う予定として

いるところでございます。 

 次に、個別避難計画についてお尋ねいただきました。従前から各地区自治振興協議会に

この個別避難計画については取組をお願いしてきたところでございますけども、各地区に

おいては支援する側の高齢化など人材不足という問題が生じておりまして、なかなか支援

者が集まらず、このまま自治会にお願いするとしたところで、大幅な率の向上は難しいと

いうふうに考えているところでございます。 

 また、令和３年の災害対策基本法の改正によって、個別避難計画の作成が市町村の努力

義務とされたことと併せまして、避難行動、要支援者本人の状況をよく把握している、ま

た信頼関係も期待できる福祉専門職の参画が極めて重要というふうなことをされておりま

して、これを受けまして、いわゆる防災部門と福祉部門がお互い大阪府の研修などに参加

して情報収集を行っておりまして、先日、福祉部門と今後の連携やどのように進めていく

かの意見交換を行ったところでございます。現時点で明確な進め方は見いだせてはおらな

いんですけども、今後も継続して意見交換、協議を進め、方向性を探していきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 あともう１点が、災害用備蓄物資の分散配備ということでご質問いただきました。備蓄

物資でございますけども、大部分はシビックセンターの地下の倉庫に保管しておりますけ

ども、分散配置として水については消防署にも備蓄しておりますし、福祉センターや両小

学校には毛布を備蓄しております。各地区集会所にも毛布は配備済みでございます。ま

た、両小学校には、コロナの関連グッズですけども、段ボールの仕切りや床に敷くマット

も配備のほうは済んでいるところでございます。 

 分散配置のメリットとして、災害発生時の煩雑時における物資の運搬業務の解消が挙げ

られるんですけども、各施設のスペースの問題もございますので、物資の数量や品目につ

いては精査が必要と考えているところでございますので、ご理解のほうよろしくお願いい

たします。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ありがとうございます。防犯灯の新設については、もう１０年、もうすぐ来るというこ

とで、今８年目ですか、ということですので、その当時ね、必要なところは自治会のほう

から上がってきたかと思うんですけれども、またいろいろ住宅があちこちできたりとか、

工場やったところが住宅地になったり、様々なちょっと地域の状況が変化しているという

ことで、要望とかも新たに出てきたりとかしてるところがあるかと思いますので、リース

期間まではちょっとね、まだあるけれども、そういったところで１つ見直しをね、これで
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いいのかというところで、再度実情に合ってるかどうかとかいう見直しをね、１０年来た

らやっぱりしたほうがいいと思いますので、そういった１つの区切りというか見直しのと

きに向けて、またどこに必要かというのを実際に地域の方の声や、実際に職員も行って調

査するということが、せっかくお金をかけてやっていることやのに、ここが欲しいとか、

不便やとかいろいろ聞くと、せっかくやってるのにということもありますので、そういっ

た１つのリース期間終了後に向けて、どうしていくのかということも併せて、必要な箇所

についているかというところも見直すということをぜひひとつ検討していただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 リース期間満了までもうちょっと時間がありますので、ご意見をお伺いさせていただい

て、検討のほうはしていきたいというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 高月北の避難所が、はっきりとちょっとね、忠岡町のほうでも東忠岡小学校のほうにと

いうことで考えていただいて、実際にどうかという、実情に応じたものかどうか点検して

いただくということになっているということで、よろしくお願いいたします。 

 で、避難する、しないとかいうふうな、そういったところについては、川に挟まれた三

角州のところですので、一番ちょっと住民も不安に思っているところですので、そこは高

月北のところにいろんな情報がきちっと届くようにということで、防災無線が聞きにくい

というお声はあまりないという地域らしいですけれども、せっかく、防災無線が聞こえに

くいというところで、災害時の避難情報、今年ね、今年度、電話、ファクスで登録すれば

かかってくるというふうにしていただいて、いい方法やなと思いますので、放送で聞かな

くても直接電話でかけてきて聞くというのも１つの方法やなと思いましたんで、これぜひ

促進というか、進めていただきたいというふうに思いますが、実際に４月からでしたか、

何月からかやっていただいて、何件ぐらい登録されてますでしょうか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 自動発信のシステムでございますけども、ビラも作らせてもろうて、広報にも掲載させ

ていただいてるんですけども、現在までの登録者数は６名でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。せっかくいいなと思ったけど、６名というのはちょっと少ないかなと思

いますので、これをちょっと登録していただけるよう、聞こえないという方が登録しても

らえるように何かちょっと方策がないだろうかということで、またそういう呼びかけとい

うんでしょうか、具体的に登録される方法をぜひよろしくお願いいたします。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 正直、自動発信を恐らく希望される方は、広報を読んでいる方が多いというふうに考え

ているところでございます。引き続き広報にも空きスペースがあれば掲載のほうを依頼し

てまいりますし、このビラなんですけども、役場はもちろん福祉センター、憩いの家、文

化会館にも置いていただいてるところでございます。恐らく平置きでべたっと置いてるだ

けやと思いますんで、ちょっと目につくような工夫はさせていただかなあかんのかなとい

うふうに考えておるところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ぜひ活用されるように進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それと、あとは災害用の備蓄物資の避難所への分散配置については、今、ご報告いただ

いて、ちょっと収納する倉庫とかがなかなかないというか、置く場所がないとか、そうい

ったこともあるかと思いますので、避難所開設の際にすぐに使えるものというか、まず一

番最初にしなければいけないものを置いていただいてるという感じですので、可能な限

り、また整備していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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 それと、個別の避難計画については福祉のほうの、ほんとにどうしても絶対必要な方に

ついてはやっぱり福祉の専門のところと協力して、個別にほんとにつくっていかないとい

けないかと思いますので、健康福祉部のほうと連携を取りながら、１つでも２つでも避難

計画を進めていただきますようによろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁は。 

委員（是枝綾子議員） 

 答弁、じゃあよろしくお願いします。最後一言お願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 最後一言、小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 先ほども申し上げましたけども、先日、初めてですけども、福祉部とも意見交換させて

もろうてますんで、引き続き意見交換等を行っていってですね、要支援者、この方を何と

か地域でというんかな、支援できるような体制の構築に向けて検討のほうを進めてまいり

たいというふうに思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 今奈良副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 すみません、これ全部においてなんですけど、今回、給料のところに職員数の人数が書

いてなかったので、変更がある場合は教えていただきたいなと思います。 

 ４４ページの需用費の自動車等修繕料は何に修繕費を使われたのか、まず１点。 

 続いて、２１の補償補塡及びのところの自動車事故賠償金、令和２年、３件とおっしゃ

ってましたが、今回何件で、どんな感じだったのか、ちょっと教えていただきたいです。 

 次が４６ページの施設等修繕費、これも何を修繕されたのか、教えてください。 

 あと、４９ページの報償費の手話通訳者謝礼、これは何の手話を通訳されたのか、どこ

の場面でしたのか、教えてください。 

 あと、５３ページの１８の負担金補助及び交付金の各地区集会所修繕負担金、これは去

年度とまた値段が変わっていまして、そのときには地区で５万円までという話だったので

すけど、今回どのように活用されたのか、教えてください。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 
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秘書人事課（中定昭博課長） 

 申し訳ございません。ちょっと初めの人件費のところの人数のところで変更があればと

いうことでおっしゃってたかと思うんですけども、ちょっとその点、どういった意味で。 

委員（今奈良幸子議員） 

 予算書に２名とか、一般職４５人とか書かれてたんですけど、今回書かれてなくて、こ

この人数が予算と変わっている場合だけ、私、書いているので、教えていただいたら。前

のとき書いてるんですよ。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 その累計みたいになるからね。 

委員長（河野隆子議員） 

 前は書いてたね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 今回ちょっとここを省かせていただいたのは、人数が少ないところの費目がありますの

で、そういったところはその職員の給料がダイレクトに見えてしまうというところであっ

たり、今ちょっと局長も言うてはりましたけども、人事異動等もありますし、どの時点の

人数かと、予算を組んだ時点の人数にはなるんですけども、人事異動等でそこらが変わっ

てくるので、数字を出すことがあまり正しい数字にならないなというところで外させてい

ただいております。よろしくお願いします。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南次長。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 財産管理費ですかね、自動車等の修繕料について、何を行ったかということでございま

すけども、これって公用車における事故でございまして、それで修繕等を行ったというこ

とでございますが、その内容、中身的なことも全て説明させていただいたらよろしいです

かね。要は、公用車の事故に伴う修繕になるんですけども、中身はよろしいですか。 

委員（今奈良幸子議員） 

 いいです。事故の修理ですね。 

町長公室（南 智樹次長兼総務課長） 

 分かりました。 
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 それと、自動車事故の賠償金の件数でございますが、今回、上げさせていただいてる令

和３年度の件数につきましては４件でございます。 

 それと、施設等の修繕料、シビックセンター費かと思いますが、これはどのようなこと

を行ったのかということでございます。まず、これはもう全てやった内容を申し上げると

いうことでよろしいですか。まず、修繕箇所でございますが、防火扉及び夜間通用口の修

繕、それと地下の蓄電池取替え、機械室にあるんですけども、蓄電池の取替え修繕。それ

と、シビックセンター１階、住民課の金庫扉の交換修繕ということでございます。それ

と、空調における室内機のコイルという部品がございますが、そこの不具合が生じたこと

によって取替えを行ったというものでございます。それと、防犯監視設備機器における一

部部品の不具合が生じたということで、それを修繕を行いました。あと、自動扉の電気錠

の不具合が生じたことによって、それの修繕を行ったというものでございます。今回、こ

の申し上げたところが修繕箇所でございます。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 それでは、手話通訳の件でございます。これにつきましては、コロナの予防接種で手話

通訳が必要だということで、６月２０日、派遣手話２名、それから７月１１日、同じく２

名ということで、こちら大阪聴力障害者協会、公益社団法人ですけども、こちらのほうに

依頼しました分でございます。４名分ということでございます。 

 それと、次に集会所でございます。集会所の修繕につきましては、今回もそうなんです

けども、これは指定管理の基本協定書の第１５条の第２項におきまして、管理施設の修繕

につきましては、１件につき５万円までは管理者が自己の費用と責任において実施すると

いう項目がございます。これで５万円、各地区でご負担いただいてございます。その金額

を引いた上で今回も入れてございます。令和４年も同様に西区のほう実施いたしまして、

同じく５万円は地区でご負担いただき、残りの額はこちらの予算でという形で執行させて

いただいてございます。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 今奈良副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 すみません、あともう１つ聞き忘れてました。４９ページの委託料の法律相談業務委託

料で、これ、前の多分予算のときに、何か予約があまり取れないということだったのです

けど、そこの改善はされたんでしょうか。 
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町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼企画人権課長） 

 これまで複数の議会の議員の方からもいろいろご意見を頂戴しておりまして、今回、当

日ではなく前日の９時からの受付ということに変更しまして、当日予約が取れない場合、

お仕事を休んでですね、結局取れなかったらどうしようもないということで、苦情も大変

ございましたので、今回、前日予約ということで、住民の方からも大変好評でございます

ので、今後もこの運用でしていきたいと考えてございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 先ほど、是枝委員から備蓄物資のことで言われてたんですけども、分散で備蓄されると

いうことなんですけど、水害になったときに、このシビックセンターの地下にその備蓄品

を置いているということで、それはどうなんですかね。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 シビックセンターも浸水想定区域にはなるんですけども、地下に物資を置いてるんです

が、できる限り地下に水が浸入しないような方策を取って行きたいというふうに考えてい

るところでございます。具体的に言いますと、駐車場の出入り口のところには、要は大き

い三角のデルタ柱を置くとか、あとは駐車場の降り口のところにはフェンスがありますの

で、そのフェンスを下ろすとか、そういうふうな方法を取りながら水の浸入をしないよう

な方法を考えているところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 それをしていると、水がもう地下には行かないということになるんですか。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 
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危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 具体的にどのぐらいの水が来たらというところがありますので、一応今のところでは最

大想定の雨でも何とか対応できるんと違うんかなというふうな考えは持っておるところで

ございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 やはり住民さんから、シビックの地下に備蓄品があるということはどうなのということ

で、やっぱり私も何度かちょっと言われたりもしてるので、以前も上に上げられないんで

すかということもちょっと言わせていただいたことはあったんですけど、やっぱりなかな

か厳しいということだったので、ほんとに災害が起きたときに、やっぱり備蓄品を当てに

してるのに水につかってしまって、それが結局たくさん備蓄されてても使えなかったとい

うことにほんとにならないようにしっかりと考えていただいて、そういう想定外のことが

起きないようにちゃんとしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁よろしいですか。小倉課長。 

危機管理課（小倉由紀夫課長） 

 ご意見として承って、また今後の参考にしたいというふうに考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 水につかったらもったいないですものね。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 次に、６５ページから８２ページの第３款 民生費につきまして、担当課の説明を求め

ます。 

（民生費 担当課説明） 

 それでは、民生費についてご説明申し上げます。決算書の６５ページをお願いいたしま

す。 

 第３款 民生費、支出済み額２９億５，８９８万７，９２７円。第１項 社会福祉費、

１６億３，３３０万９，７５５円。第１目 社会福祉総務費、３億３，７０２万６，４５

７円、対前年比で１，７７０万２，０００円の増で、主な要因といたしましては、第１２

節 委託料、第１８節の負担金補助金及び交付金ほか８３１万２，０００円削減したもの



111 

 

の、職員の増や、第２７節 繰出金で、財政安定化支援事業ほか２，５９７万８，０００

円の増によるものでございます。 

 次に、６８ページをお願いいたします。第２目 障がい福祉費、支出済み額５億３，９

９７万１，５２３円、前年度比で３，９３４万６，０００円の増で、主な要因としまして

は、第１９節 扶助費で、介護給付費訓練等給付費ほか５，２１４万円の増によるもので

ございます。 

 次に、第３目 高齢者福祉費、支出済み額２億７，７６３万９，３９６円、対前年度比

８５０万４，０００円の増で、主な要因といたしましては、第２８節 繰出金、介護保険

特別会計への繰出金８１５万８，０００円の増が主なものでございます。 

 次に、７２ページ、第４目 社会福祉施設費、支出済み額１，７４８万５，０００円

で、対前年度比７０３万３，０００円の増で、主な要因としましては、総合福祉センター

及び東忠岡老人いこいの家指定管理委託料の増が主なものでございます。 

 第５目 老人医療助成費、決算額２億８，６９１万５，６４０円で、前年度と比較し扶

助費で５３７万３，６２０円の減少は、制度廃止によるものでございます。また、繰出金

で３５６万２，６５３円増加いたしましたのは、後期高齢者医療特別会計への繰出金で、

基盤安定繰出金後期高齢者医療の医療費分共通経費の増加によるものでございます。 

 第７目 重度障がい者医療費、支出済み額３，６９４万３，１５２円、対前年度比３２

０万円の増で、主な要因としましては、第１９節 扶助費で、重度障がい者医療扶助費の

増が主なものでございます。 

 ７２ページをお願いいたします。第８目 ひとり親家庭医療費、決算額１，６２８万

１，３０５円で、前年度と比べ２３１万６，６１３円の増で、主な要因といたしまして

は、第２０節 扶助費で、医療費の支払いの増によるものでございます。 

 第９目 子ども医療助成費、決算額３，９３１万３，２５６円で、前年度と比べ３２６

万９，３８７円の増で、主な要因といたしましては、第２０節 扶助費で、医療費の支払

いの増によるものでございます。 

 第１０目 国民年金費、決算額９５８万１１７円で、前年度と比較し６３万８，１９１

円の減でございました。これは主に人件費の減少によるものでございます。 

 第１３目 住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業費、支出済み額７，２１５万３，

９０９円となっており、内訳として事務費で２１５万３，９０９円、事業費で７，０００

万円となっております。なお、２億４，４８３万９，０００円を翌年度に繰り越しさせて

いただいております。 

 第２項 児童福祉費、決算額１３億２，５６７万８，１７２円、第１目 児童福祉総務

費で、決算額６７６万４，１４０円で、前年度と比べ２，８３９万１，０８７円の減で、

主な要因といたしましては、第１２節 委託料で、東忠岡こども園整備実施計画等策定業

務委託料などの減によるものでございます。 
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 ７６ページをお願いいたします。第２目 児童福祉施設費、決算額５億２，１８２万

１，９０８円で、対前年度比４，８２６万６，８５４円の減で、主な要因といたしまして

は、第１８節 負担金補助及び交付金で、施設型給付費関係、感染症対策関係の減による

ものでございます。 

 ８０ページをお願いいたします。第３目 児童措置費、決算額２億５，３０１万２，１

１３円で、前年度と比べ１，１３５万６，７４５円の減で、主な要因といたしましては、

第２０節 扶助費、児童手当の減で、これは受給対象者の減に伴う支給額の減でございま

す。 

 第４目 児童遊園費、決算額３，５９２万７，２７６円で、前年度と比べ４２４万６，

７３７円の減で、主な要因といたしましては、第１４節 工事請負費で西区ふれあい公園

整備工事が皆増となったものの、第１６節 公有財産購入費で西区ふれあい公園用地購入

費の皆減となったことなどによるものでございます。 

 ８１ページをお願いいたします。第５目 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費、決算

額２億４，９５２万４０円で、前年度と比べ２億２，７００万３，３３５円の増で、主な

要因といたしましては、第１８節 負担金補助及び交付金で、子育て世帯臨時特別給付金

の増によるものでございます。 

 第６目 認定こども園整備費、決算額２億４，５８６万７，０００円で、前年度比２億

３，８５１万９，０００円の増で、こちらにつきましては第１４節 工事請負費の増によ

るものでございます。 

 ８２ページをお願いいたします。第８目 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費、

決算額１，２７６万５，６９５円で、国における給付金事業創設による皆増でございま

す。 

 説明は以上でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 すみません、ちょっと早くて分からないところもあったんですが、民生費全体といたし

まして５億３，０００万の増ぐらいになるんですかね。で、その中で臨時特別給付金とい

うのが２つか、子育てと非課税世帯と。あと、こども園の整備と、この３つで大体５億か

なと思ってたんですけれども、今ちょっと各課の説明を聞いてみますと、増や増やという
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ふうに増のほうが多いように思えたんですけれども、何か減がないと、この３つで５億増

えてしもうてるんで、大きく減った分というのは何があるんでしょうか。 

 民生費全体で５億３，０００万円の今年プラスになってるんです、前年比ね。で、子育

て世帯の臨時給付金と非課税世帯と、このこども園のやつで大体５億ちょっと。これで全

体が上がった分、ちょうどぐらいかと思ってたら、今の説明が全部増です、増ですという

ことやったんですが、何か減ってらんと合わんのですが、大きく減った分というのは何が

あるんでしょうか、前年比で。児童福祉費。 

委員長（河野隆子議員） 

 それぞれの課にまたいでいらっしゃるから、即は出ないかな。 

委員（松井匡仁議員） 

 そしたら、また後で教えていただけますか。よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員、後でよろしいですか。 

委員（松井匡仁議員） 

 構いません。 

委員長（河野隆子議員） 

 じゃあ、後ほど分かり次第。 

委員（松井匡仁議員） 

 教えてください。よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁もらおうかな。ほかに、松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 もう１点だけ、すみません、預かってきました質問がございます。高齢者の緊急体制の

整備について、７１ページの分でございます。避難行動要支援者の把握や個別避難計画作

成に対しましてもですね、自治会だけでなく在宅ケアマネジャーや、その組織をもっと活

用すべきではないでしょうかということなんですが、いかがでしょうか。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 まず、こちらの緊急通報システムなんですけども、個別避難計画とは全く別のものにな

りまして、独居等でいらっしゃる高齢者の方がご病気などをお持ちで、日中、ちょっと不

安がある方に対しまして簡単にコールセンターに通報できる機器をお貸ししておりまし

て、それを押すことで相談員と会話をしながら、救急車が必要な場合にはすぐに救急車の
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手配をしたりですとか、協力員という形で、ご家族ですとかご近所の方にすぐに駆けつけ

ていただけるような体制をとっておりまして、その事業のものになっております。 

 個別避難計画のほうに関しましては、先ほど防災担当課のほうからもお話があったかと

思うんですけども、やはり福祉事業所とか福祉専門職の方が入るほうがですね、いろんな

避難に配慮が必要な方については対処がしやすい計画づくりができると思いますので、今

後も防災担当課と協議を重ねていって研究してまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

委員（松井匡仁議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 松井委員。 

委員（松井匡仁議員） 

 ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 よろしくお願いいたします。私からは３点させていただきたいなと思います。 

 まず１点目、７１ページ、先ほど松井委員からもご質問ありました緊急通報の整備事業

なんですけども、その避難計画とは別物だということで、別冊の主要施策の説明書には、

件数ですね、延べ３８６件というのは、これは設置数じゃなくて、延べと書いてるという

ことは通報件数、１人の方が何回かされたことがあるというような通報件数なのかなとい

うふうに思いますが、まずそれでいいのかどうかと、あと、現在それを利用されている

方、全体で利用されている方と、この３年度は増設があったのかどうか、まずお聞かせい

ただけますでしょうか。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤高齢介護課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 先ほどの主要な施策にもあった延べ件数なんですけども、これが通報件数とはまた別の

ものでして、月に３６台とか設置していただいてるんですけども、それを年間何台設置し

ているかという台数の積算になりますので、通報件数とはまた別物です。 

 あと、３年度なんですけども、平均で３６台ですので、３６名の方がこちらの装置を設

置されている状況でございます。新規の設置者なんですけども、すみません、ちょっと今



115 

 

手持ちの資料に新規の台数が分かるものがございませんので、またご回答させていただく

形でよろしいでしょうか。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 はい、分かり次第で結構です。これは置くと、ずうっとじゃなくて、月単位という、そ

れで延べなんですかね。ちょっとその延べをもうちょっと教えてほしいなと思いまして。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 月単位での契約といいますか、使用していただいて、取られるまで、やはりご入院され

るとか、いろんな事情でつけられてても外される方がおられますので、年間通して移動が

ございます。ですので、月３６件、平均であるんですけども、それをトータルで全員で何

回お借りされているかというところで数字を出させていただいてます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 あと２点です。同じく７１ページの上から３つ目、高齢者の方の生きがいと健康づくり

の推進事業なんですけども、これ、令和２年度から４分の１の決算額となってるんですけ

ども、これはメニューが変わったからとか回数とか、そういったことが影響してるんだと

思うんですけども、どんなメニューなのかちょっと参考に教えていただきたいなというこ

とが１点と、２点目ですね、７５ページの一番右の一番下ですね。子ども食堂の開設運営

補助金についてなんですけども、これは２年度より増額の決算となっているのは、これは

単純に食堂数が増えたことによる増額かと思いますが、今、町内で４か所あるんですか

ね、どこも工夫されて、されてると思うんですけども、この町内における子ども食堂の設

置数ですね、これの上限というのは特にそういうのはないと思うんですけども、補助は何

件までという、これはアッパーがあるのかどうかということと、あと今後、うちもしたい

な、あの地域できそうやなという動きを把握されているかどうか。 

 あともう１点が、食事提供が基本だということなんですけども、中には単発ではあるん

ですけども、学習支援にまで踏み込んでおられるというところもあると。そしてまた、今
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後も出てくるかもしれないということで、もしこれが食事提供プラス学習支援にまで踏み

込んでしていただけるとね、ほんとに寺子屋的なものができると。こんなのが町内で各地

でできると、それはこの上ない子どもの居場所づくりにつながると思いますんで、ぜひ今

ね、ほんとに子ども食堂のご支援を頂いてるんですけども、支援メニューも今後、多種多

様化していっていただけたらなというふうに思いまして、質問させていただきます。 

 以上です。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 高齢者の生きがいと健康づくり事業の委託の分なんですけども、現在実施している事業

がですね、高齢者のグラウンドゴルフ大会と、生きがいと健康づくり広場というところで

わくわく健康体操の教室を実施していただいております。あと、世代間交流事業などもし

てるんですけども、なかなかコロナでちょっと学校園との交流が取りにくいところから、

その事業ができなかったことなどもございまして、ちょっと３年度については費用のほう

減っております。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 子ども食堂の件のご質問ではございますが、新たな、今４件、委員おっしゃるように子

ども食堂、駅より東側が２か所、駅より西側、海側が２か所という形で、今、バランスの

いいような状態で４か所、事業を行っていただいております。新しい動きは今のところ聞

いておりません。 

 で、補助のアップということですけども、現状、新規で事業展開していただく方につき

ましては、設備、開設経費ということで３万円。運営経費としては月１万ということで、

新設であれば１５万円、年間補助という形で補助しているところでございます。来年度の

予算につきましても、現状、今新たな動きというところがございませんので、４か所とい

う形で予算計上していこうかなというふうに思っているところでございます。 

 食事提供プラス学習支援ということで、学習支援を行っていただける子ども食堂さんが

ございましたら、また別の、こちらにつきましては大阪府の新子育て交付金というところ

で、うちも歳入の補助を頂いてるところでございます。学習支援の部分につきまして、ま

た子どもの貧困対策補助とかいう形のものもございますので、２分の１補助ではございま
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すが、学習支援という形で取り組んでいただける方につきましてはちょっと相談させてい

ただいて、状況をお聞きさせていただきながら対応してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 分かりました。そういうようなメニューもあるということでして、ぜひ検討していただ

けたらなと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ６７ページの委託料のところで、小地域ネットワーク事業委託料なんですけれども、コ

ロナ禍でなかなか事業がしにくいと思うんですけれども、これは委託料、去年も同じ同額

で、きっちり７００万円ジャストなんですけど、これはどういう、渡し切りの委託料なん

でしょうか。それとも何か補助的なものなのかというところで、すみません。金額につい

てお聞き。活動は何らかされていらっしゃると思うんですけれども、それぞれの地域、何

か所か地区ごとに分かれてやっていらっしゃると思うんですけど、これは定額の補助金と

いうことの委託料というふうに考えたらいいんでしょうか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 そうですね、事業的には各地区でいろいろな事業をされております。７００万という金

額なんですけれども、これはうちのほうから委託ということで補助金をお渡ししてまし

て、この分、丸々国・府からお金が入ってきますので、持ち出しということではないで

す。持ち出しはゼロです、一般財源の。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 やってること自体はね、すごくそれぞれの地区でお食事会をしたりとか、いろいろそう

いう訪問したりということで事業をされてるのは分かるんで、補助金としてお渡しをし

て、そして使い切っていらっしゃって、それ以上は出しませんよと、それぞれの団体でや

ってくださいねということで渡し切りで、余っても返還を求めないものなのかどうかと、

そこをお聞きしてるんですけれど。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 返還は求めておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね、これでは足らないというところの地域もあったり、余っているところもあ

るのではないかなと思うんですけれども、その余ったところというのはどうなんでしょう

ね、それね。忠岡町のものではなく補助金と、そこの団体への補助金という扱いか、どう

いう扱いになっていますか。もう渡し切りということで、余っても返還を求めないと今お

っしゃっておられたので、そういう性格のものでいいんですかということで。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 我々からは委託料という形で組んでまして、向こうの職員に対する人件費プラス事業費

というところで、ほとんどが人件費に当たっているというところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 まず、人件費補助ということで、多分このぐらい必要ということで出していらっしゃる

ということですね。社会福祉協議会ですかね、委託先は。 
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地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 そうです。社会福祉協議会です。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですか。分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、町社協の補助金、これも人件費補助なんですけれども、そういう人件費補

助、社協に対しての人件費補助は、小地域ネットワーク事業の委託料と町の社協の補助金

と、この２つで人件費補助を出してるというふうに見たらよろしいでしょうか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 もう１つありまして、コミュニティソーシャルワーカー、この分も含まれております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 社協の事業、いろいろやっていらっしゃるんで、何名分の人件費補助になっていらっし

ゃいますか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 ７名分でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。社協はですね、あそこの福祉センターの運営については、もう指定管理

でなくなってしまったということなんですが、職員の数は変わってはいらっしゃらないん

ですかね。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 先ほど７名分と申し上げたのは、正職がたしか今６人だと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 正職員が６名で、あと非正規の方が。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 １人ですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい、１人ということで。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 で、正職が１人減ってるというふうには聞いてます。 

委員（是枝綾子議員） 

 １人減ったということですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。はい、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ６９ページの障がい者福祉費に関してですけれども、障がい者の相談事業の委託料が、

金額はそう変わってないんですけれども、主要な施策の成果のこのところでは相談先が２

つ載っているんですけれども、みなと会だけと思ったら、もう１つ相談支援事業、「とう

だい」と書いてあるんですけど、２か所になったということですか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 みなと福祉会の「とうだい」です。 

委員（是枝綾子議員） 

 １個のものですか。みなと福祉会の。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 はい、同じ事業。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。それでね、ちょっとこっちの主要な施策の成果のところの８ページのと

ころで、泉大津みなと会相談支援事業「とうだい」というところで、これは１つのところ

だということが分かったんですが、相談の実人数が６１人なんですけれども、相談の延べ

件数が２，６３４件ということで、１人当たり年間で４０件ぐらい、１人平均ですけど、

これってそういうものなんでしょうか。いつもこんな感じですか。ちょっと多いんじゃな

いかと。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 相談件数につきましては、多少上下はあるかと思うんですけど、やはり知的障がい者の

方とか精神障がい者の方というのは相談がかなりありまして、延べ件数がこれだけになっ

たというところを把握しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そういう相談が、かなり専門的で高度になってるということで、必要なことだと思いま

すが、この相談体制はこのみなと会だけで十分できているんでしょうかと。それだけ知的

の方とか精神、様々な障がいをお持ちの方の相談というのは、このみなと会だけで十分い

けてるんでしょうか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 相談支援事業所というところで手を挙げていただいてるのはみなとさんだけなんです

が、各作業所さんももちろん相談というのは聞いていただいてます。例えば、忠岡であれ

ばピープルさんであったりとか、もちろん我々障がい福祉のほうも、専門ではないんです

けど、勉強しながら日々業務に携わっております。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ピープルの作業所のほうに行かれてる方は、そこには相談事業は委託はしていないけれ

ども、利用しているということで、そこの施設の方が相談に乗っているという形でという

ことですね。 

 そしたら、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 どこにも、そういった作業所とか、ちょっとそういうところにも行ってなくて、そうい

ったところに行きたいとか、様々なそういう相談はこちらの役場に来ていただいて窓口で

対応して、それでもっと高度な専門的なというふうなところになった場合は、どのように

対応していらっしゃるんでしょうか。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 そうですね、まず掘り起こしというところで、障がい福祉課の窓口に来ていただいて相

談を聞くと。その後、聞き取り調査をさせていただきながら区分判定していくという流れ

になっております。その後で、相談支援事業所のほうにつなげて計画を出していただくと

いう形を取っております。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 相談事業者はやっぱりみなと会ということに忠岡町はなるわけですか。その窓口へ来ら

れましたと。そして、そういったみなと会のほうに行ってくださいと。向こうに行くわけ

ですね。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 その相談の事業所はみなと会なんですけれども、相談の計画ですね、その方の計画とい

うのは忠岡で４か所あったふうに記憶しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。ちょっと細かいところまで今日はお聞きはしないんですけれども、いろ

いろな、やっぱり何事にも相談というところ、一番そこが大事で、そこできちっとできな

ければサービスにつながっていかないとか、違った方向に行ってしまうとかということ

が、相談というのは非常に、簡単ではないですけど、気軽に思うけど、やっぱり相談事業

というのは非常に大事なので、内容というところとか、そしてそこで十分数が、件数が賄

えているかというところは大事だと思いますけれども、障がい者の方の相談件数が、みな

と会はすごい、６１人の２，６３４件というふうにたくさん抱えていらっしゃって、新規

の方の相談とかいうふうに行った場合、きちっと対応できていらっしゃるかなというとこ

ろが、ちょっとこの件数を見て、すごい件数なので心配なんですけれども、その辺は把握

していらっしゃいますか、きちっと。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 その詳しい内容まではちょっと把握しておりません。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 内容までではないですけれども、やはり相談に来られた方がきちっとみなと会のほうへ

行って相談してというふうに、あときちっとね、紹介しただけで終わってはないですよね

という、そこの確認ですね。きちっと最後まで、相談につなげられて、サービスにつなげ

られてという、そういうね、委託ですからね、やっぱり職員が責任を持ってできない分を

委託をしてるから、そこについてはきちっと把握されていらっしゃいますねという、そこ

の確認なんですけど。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 相談へ行かれてから後ですね、サービスがつながれば、違う作業所のほうに支給決定と

いうところで結果は出てきますので、どうつながったかというところは見えてきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 それは把握されてるということですね。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 はい、そうです。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。それで、障がい児の子どものほうのところで、関連で言えば７０ページ

のところで、児童発達支援事業費、これがかなり伸びてきているということで、午前中の

財政課長さんもそのことを言っていらっしゃいましたけれども、それとは、そうですね、

今、就学前の療育というんでしょうか、訓練は三ケ山学園のほうに行って、デイケアいず

みへ行ってますけれども、今度、泉大津のほうに新しく民間に指定管理か委託か何かで民

間のところができるというふうに、何かホームページにもそれを募集、人数３０名とか出

てたということなんですが、そこは児童発達支援センターができるということで、児童発

達支援センターは忠岡町の障がい児計画、障がい児福祉計画、その計画で、圏域で１か所

以上整備するということで、計画上うたわれているんですけれども、できるんですけど、

忠岡町は圏域なんですけどね、泉大津の圏域ですよね。そこのところでは忠岡町も利用で

きるように何か話とかはなっているんでしょうかということで。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

地域福祉課（藤原直臣課長） 

 詳しい内容まではまだ詰めてはないんですけれども、近日中にまたそういう相談会みた

いなのがあるというところでの情報はつかんでおります。そこにちょっと見学をさせても

らいながら、どういった形でいけるのかというのをちょっと勉強しようかなというところ

でおります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 整備は泉大津市が整備をして、そして運営は指定管理か何かで委託をされるという形な

ので、泉大津市と忠岡町が協議をするか、それは指定管理なのでそこがするのか、ちょっ

と分かりませんけども、忠岡町、ほんとに大津川のねきのところで、忠岡を越えたらすぐ

みたいな、橋を越えたらすぐのところらしいので、非常に近くということで、デイケアい

ずみは物すごく遠いので、その近くにできたら、そちらのほうを利用したいという方もい

らっしゃるかと思うんですけれども、忠岡町民がそこを利用できるのかどうかというのは

ちょっと分からないところなので、そこはやっぱり行政同士が話をしていただいて、計画

上、圏域で１か所以上ということであれば、これは非常にいい場所につくっていただく

し、デイケアいずみね、何かあったらお迎えに来てくださいと言うて、そんな遠いとこ

ろ、車かタクシーかで行かなあかんので、なかなかちょっと行くのをちゅうちょしてはる

方もいらっしゃるということをお聞きしますので、これはちょっと話をぜひつなげていた

だいて、希望する方がそちらに行けるのであれば非常に便利で、内容がちょっとそのお子

さんに合うかどうかというのは別なんですけれども、そういった話はこれからということ

で、ぜひ利用できるようでしたら利用したいという方がいらっしゃったら、できるように

よろしくお願いします。 

 ということで、いいですか。続けて、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 一たん終わりますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 ７１ページの福祉バスのリース料に関連してですけれども、福祉バスを増便してほし

い、また土・日もというお声もありますので、そのことについて担当課としては、増便と

か土曜日の運行とか、いろいろとどのように考えていらっしゃるんでしょうかと。お声
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は、たくさん要望はあると思います。高齢者福祉計画をつくる上でアンケートを取って

も、要望がありますと公開、公表もそのように担当課されてますし、どう考えていらっし

ゃるでしょうか。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤高齢介護課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 福祉バスですね、従前より逆回りの分ですとか増便、土・日の運行ということでお声を

頂いております。確かにそうすることで利便性は上がるかと存じておるんですけども、な

かなか増便等しますと、時間帯が長引いたりですね、いろいろ増えてきますので、その分

の費用もかさんでまいります。なかなか財政面でゆとりを持って、今、運営できてない部

分もございますので、ちょっと現状、できたらいいなというところではあるのですが、難

しいという現状でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 福祉バスについては、忠岡町のまあ言うたら高齢者の方や足のご不自由な方の足になっ

ているというのは、担当課もよく分かっていただいてて、福祉センターを利用しなくても

利用できるという、そういうものですよね。福祉センターへ行く人しか乗ってはいけませ

んとは書いてませんので、よかったら皆さんどうぞご利用くださいという、そういう優し

い、皆さんどうぞご利用くださいというふうにしてはるバスですよね。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 今ですね、運行の要綱といいますか基準としましては、福祉センターへ来られる方の送

迎用という形で運営はしております。ただ、途中下車、途中乗車も駄目ということにはし

ておりませんので、広くご利用いただけたらというところではございますが、基本的には

福祉センターへの送迎という形を持っておりますので、お願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 福祉センターの送迎用というふうな位置づけを持っていらっしゃるんですけれども、福

祉センターの、その運用というか、あれ要綱でしたかね、条例じゃなく要綱で定めておら

れましたか、福祉バスについては。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 そのとおり、条例ではなく要綱でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 要綱というのは、別に議会の議決は要らないので、変わったりしてたらちょっと分かり

ませんので、よっぽど注意して時々見ないと。ですが、以前見た要綱では、福祉センター

を起点とすると、福祉バスの運行は。起点として、福祉バスは福祉センターに置くと、置

き場所はというふうに書いてあって、福祉センターを利用するとか送迎用のバスですとは

書いてなかったと思うんですけど、今、書いてあるんですかね、そのように。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 そこまで明確には書いておらず、福祉センターを起点とするという状態のままでござい

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということがあるのでね、どうぞご利用される方はということで、してると思います。
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やはりこれからね、高齢者の方の元気で健康寿命を延ばしていくというところとか、やっ

ぱり籠もっているんじゃなくて外に出かけていただくとかいうふうな、そういったことと

か、コミュニケーションね、町内をもっと活気あるにぎやかなものにとしていく上で、お

買物にも使えるようにね、オークワにもバス停をつけてくれはったしというところで、そ

の増便という要求はかなり私もよく聞きますしということで、ぜひ、日曜日が無理であれ

ば土曜日だけでも運行を広げていただくとか、反対回りだけでもしていただくとか、いろ

いろとちょっとどうにか財政面、少ない金額でもちょっと利便性が高まるような工夫とい

うところをぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 福祉バスの在り方について、ただいま交通担当課ともより良い在り方についての検討を

始めておりまして、また来週ですね、２８日にも打合せ会議を持つんですけども、より良

い運行、皆様の利便性が上がるような形態について調査研究してまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。福祉バスのことに関して検討する場所が、会議というんですかね、そう

いう場所ができたということは非常に良かったと思います。ぜひ検討していただきたいと

いうことと、あと要望としては、バス停も増やしてほしいというちょっと要望もありまし

て、そういうお声を直接その方が役場に電話をして言ってくれたらいいんですけど、なか

なかちょっと言いにくいということもありますけれども、遠くの方ほど要望があります、

バス停。近くのこの辺の方はあまり利用しません。けど、やはり北区のほうの北３丁目と

かクボタハウスとか、そういったところの住宅地のほうの方は非常にやっぱり利用ね、乗

ってる方がいらっしゃいますので、そういったところにバス停をつくってほしいとか、高

月南とかね、そういったところももう１か所ちょっとね、広い地域ですからね、遠いか

ら、そこもやっぱりつけてほしいという声がありますので、そういうお声はどういう形で

お聞きしてるんでしょうか。バス停の希望についてとか場所について検討ですね。どこで

それは。その２８日、今度交通担当課と話をする、そういう場所でバス停を検討するとか

という場になっているんでしょうか。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 武藤課長。 

高齢介護課（武藤優子課長） 

 バス停の増設については、窓口にもお声を頂くことがございますし、議員皆様方からも

お声を頂いてる分がございまして、やはり北３丁目とか中３丁目とか海側のほうとかです

ね、高月北、南からの要望という形ではお聞きしております。で、バス停を増設して設置

するとなりますと、ダイヤの変更ですとか、いろいろバス停の設置ですとか費用面、また

ダイヤの変更に係る時刻表等、いろいろさわる必要が出てきますので、ちょっと簡単に１

つ置いてというところがなかなかできないもので、しっかりと検討してまいりたいと思っ

ているところですけども、今度２８日の検討会議では、その議題はまだ決まってないんで

すけども、まだお互いの共通認識というところで、今の福祉バスの状況の共通認識を持つ

ような説明会とか、そういった初期の段階にはなるかと思いますが、今後そういったバス

停の場所等でも考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

                 （な   し） 

委員長（河野隆子議員） 

 お諮りします。本日の会議時間について、議事の都合によりあらかじめこれを延長し、

民生費の最後まで進みたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 ありがとうございます。ご異議ございませんので、民生費まで。 

 是枝さん、まだあるかな。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 民生費まで審議を行いますので、ご協力お願いいたします。 

 続いて、他にないということで、是枝委員、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、まとめて、ちょっと議事進行に協力したいと思います。すみません。 

 医療、老人医療、障がい者の医療に関しての部分と、あと認定こども園の整備の件。決

算ですので、それのことについてちょっとお聞きします。 

 老人医療が廃止になったという説明がありまして、項目としてはまだ老人医療費の女性
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がこの年度、項目としては残っておりました。その老人医療が廃止になったのは、大阪府

の福祉医療の制度の見直しによるということで、経過措置が３年で終わった年なんです

ね。終わった年ですね、終わってしまって、もうないという年だったと思います、去年が

ね。やはりお声としてはね、特定疾患の方ですとか難病の方が大変お困りになっている

と。重度の１級の方でしたらね、障がい者医療のほうに移れたんですけれども、あと精神

の１級の方とかも障がい者医療に移れたんですけれども、そうでない方々が忠岡町でも何

人かいらっしゃったと思いますけれども、そういった方々の人数についてお聞かせいただ

きたいということが１点と、あと、子ども医療費の助成は、この年度は変わりはなかった

と思いますけれども、今年の１０月１日から、今月ですね、高校卒業まで拡充されたとい

うことで、拡充になった人数ですね、ちょっとお教えいただきたいということが、医療関

係はその２点ですね。 

 あと、児童福祉費のところで、すみません、認定こども園の大分工事も、この間見学も

させていただいて、非常に立派な、木でできたすごくいい施設ができたということで、期

待も大きいと思います。この東の認定こども園ができましたら、来年の４月１日から完全

にオープンということですけれども、職員の体制ですね。あとこれから、今、入所児童を

募集されてますけれども、待機児童は、忠岡は大体４月１日時点では待機児童はないです

けれども、途中で待機児童が生まれるということで、見通しとしてはこの認定こども園が

できたら待機児童は途中もなくなるという見通しなのかどうなのかと。職員の体制はきち

っと確保できているのかと、その点をちょっとお聞きしたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 では、３点。泉保険課長。 

保険課（泉 亜希課長） 

 では、老人医療の制度の３年間の経過措置が終わった時点での対象であった方の人数を

申し上げます。障がい者医療は、それまでに重度障がい者医療に移っておりますので、０

人でございます。難病の方につきましては４３人ございました。結核の方はいらっしゃい

ませんで、精神通院の方が２７名となっており、合計で７０人いらっしゃいました。 

 以上でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 ３つおっしゃったので、もう３つ。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、まとめてお答えを先に。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。子ども医療のほうは。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この１０月に年齢を拡充した３学年で、４２４件でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 あと、こども園。森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 認定こども園に対しましての職員の体制確保という点なんですけども、今年度で来年度

の正職員の募集は行っていただいております。実際のところ、この募集をかけておるんで

すけども、なかなか集まりといいますか、申請いただく方が少ない状況ではあるんですけ

ども、また随時追加でということも検討していただいております。また、同時に会計年度

の任用職員さんも町のホームページ、またＬＩＮＥ等々、できる限りの手段は尽くして募

集は随時かけておるところでして、こちらについてはわずかながらもお声は、お問合せ

等々はございますので、引き続き頑張ってまいりたいと考えております。 

 もう１点の待機児童につきましては、今年度、令和４年の４月時点もゼロとなっており

ます。１０月１日時点では３名、待機児童が出ておる段階なんですけども、来年度、もう

認定こども園が整備されるというところで、年度途中の待機児童が出ないような形で努力

してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １点目の老人医療のところですけれども、やはり７０名の方が医療の助成が受けられな

くなってしまったということで、大変お困りだと思います。これは府がそうしたというこ

とでありますので、町独自となるとかなりの金額になるかと思います。やはり難病の方

ね、その症状にもいろいろよりますけれども、やはり仕事に行ける状態の難病の方やった

らいいんですけど、仕事に行けない状況の難病の方というのは、収入はないし、障害年金

でもね、１・２級とかそういうのがあれば障がい者医療に移れるというのは、手帳がなく

てもあるんですけども、やっぱりそうでないという方々がこれだけいらっしゃるというこ

となので、何らかのやっぱり必要なね、援助、支援が必要な方っていないんだろうかと。

やっぱり医療がこの方々は必要な方々なんで、そういった方々の難病のその病気、病名に

関してだけは、それは一部負担金で済むんですけれども、やっぱりそれ以外のいろんな不

具合も出てくると。その医療証、難病の特定疾患のそれでは受けられないと、医療がね、

受けられないという部分で困ってはるということをお聞きしますので、やはりこれはちょ
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っと実態をつかんでいただいて、本当にお困りの方というのがいないだろうかというふう

なところで、必要な支援が受けられないかというところも、ちょっとそういう配慮もして

いただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。実態把握についてはど

のようにお考えでしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉課長。 

保険課（泉 亜希課長） 

 難病をお持ちの方の実態把握につきましては、保健所のほうの医療証になりますので、

申し訳ございませんが、現状といたしまして本町で把握することは難しい状況となってお

ります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね、保健所のほうなのでね、ちょっとですけれども、何らかの形でやっぱりお

困りの方がいないかというところはね、やはり保健所のほうはお困りかどうかなんて、そ

ういうのは聞きに来てはくれはれへんので、身近なやっぱり役場のほうで何らかの形でそ

ういった方々のお声を聞くということもぜひね、困ってないかどうか、そこをちょっと把

握していただけないかなと。そこから実態がお困りでなければ別にいいんですけど、お困

りであるということであれば、何らかの手だてが必要ではないかと思いますが、その辺ち

ょっと考えていただけませんでしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉課長。 

保険課（泉 亜希課長） 

 この老人医療の件につきましては、一たん大阪府のほうで終了した制度ということもあ

りまして、本町単独でもう一度それを始めるというのは、現状として、ちょっと申し訳な

いんですが、難しいというふうに考えております。 

 ただ、近隣も、この件について単独で継続しているところというのはちょっと今のとこ

ろ見つけることができていないんですけれども、今日こうやって頂きましたお声につきま

しては、何かのきっかけなどでまた動けるときが来るかもしれませんので、把握という形

で今日はご意見として頂くような形にさせていただきたいと思います。申し訳ございませ

ん。よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 何か機会があれば、そういう実態とかお声もつかんでいただきたいということで、よろ

しくお願いします。大阪府が切るから悪いんでね、そこはちょっと大阪府のほうにも要望

もね、復活ということで言うていただけたらなとは思います。 

 次、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今現在、待機児童が３名ということで、何歳児と何歳児のところで大体出てるんでしょ

うか。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 ０歳児で２名、２歳児で１名となっております。両方、東忠岡保育所でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今度、認定こども園ができましたら、０歳児と１歳、２歳、このいつも待機児が出ると

ころの定員が増えるということで説明をお聞きしてるんですけれども、この人数、この年

度は３名でしたけれども、こども園ができれば、この人数はきちっと入所できる範囲の人

数であるのかどうかという、その辺りはどうでしょうか。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 はい、お見込みのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 分かりました。 
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委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 待機児童が、希望者がみんな入れるということでなってるということですね。その際

に、保育基準を満たしてないと受け入れできないということで、その正職員の方が足りて

いるのかどうかというところは、今ちょっと厳しいようなことを言うていらっしゃったん

ですけど、どうでしょうか。４月１日の体制としては。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 すみません、先ほどの答弁の繰り返しにはなるんですけども、現在、採用試験途中とな

っておりますので、引き続き秘書人事課とも連携しながら確保に向けて努めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 なかなか女性の多いというか、女性ばっかりの職場ですので、産休、育休というところ

で、去年度は４名ですかね、産休、育休関係でお休みされてると。そこの体制がちょっと

とれなくて、受け入れできなかったというところがありましたので、今回それは見通しと

しては大丈夫なんでしょうか。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 産休、育休に関しまして、現在、今１名育休中でございまして、４月には復帰予定でご

ざいます。ただ、また来年の２月頃、また１人産休、予定はしているので、ちょっとプラ

マイゼロにはなっているというところで、今のところ現状そういった数になっておりま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 受入れの児童数が増えるということは、先生の数もそれだけ要ると、確保しなければい

けないという、そういうことにもなってきますので、産休、育休ね、その他のお休みとい

うことも想定を含めて採用ということもぜひ、職員採用の計画もしていただきたいと思い

ますが、その点についても、せっかくですね、教育長、頑張っていただけませんでしょう

か。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 富本教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 今、うちの課長のほうが申し上げましたとおり、現在努力中でございます。１つ言える

ことは、幼稚園と今の保育所というのが一体化した施設になるということで、その分、幾

ばくかまた分割してたものが、今の東忠岡保育所の状況とは変わっていく部分もございま

すので、その辺で努力はさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ぜひ努力していただいて、希望児が全部ちゃんと入れて、そして先生もばっちり体制が

とれるようにということで、ご努力よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。今奈良副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 ７９ページの子育て支援センター委託料のところなんですが、去年度と成果説明書が変

わってるんですが、専業担当者の４名と２名はまだ継続されてますか。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 人数は４名、２名で変更ございません。 

委員（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 副委員長。 
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委員（今奈良幸子議員） 

 あと、ピープルの前のときの予算のときに、何か制服の問題で令和６年に３、４、５歳

が全員制服になって、その制服問題が多分上がっていたと思うんですけど、それの対応策

って何か変更とかありますか。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重教育部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 確かに去年ですかね、本来はこの令和４年度から３歳児以上は全て制服を導入するとい

う約束で、当初ピープルが開園をしました。ただ、去年の保護者の方から、そこをもう一

度考え直してほしいというようなご意見が出たのも確かです。 

 その中で、ピープル、光生会さんのほうでいろいろ検討していただいて、当初は全て一

式ですね、帽子から何から全て一式という形で考えておったんですけども、そこをできる

限り選んでいただいて、いわゆる制服とかばんとか、そういった部分のみは必ず購入して

いただきたいということと、あとは、まずは夏服から導入していこうと。冬服が結局値段

的にかなり大きい部分がございますので、その辺りは今後また再度検討をしていきたいと

いうような形のところで、今のところは終わってるというふうに理解しております。 

委員長（河野隆子議員） 

 今奈良副委員長。 

委員（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。今度の認定こども園ができるじゃないですか。あれのときの制

服の移行について、何かどういう規定とか、もう決まってますか。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 森野課長。 

教育みらい課（森野英三課長） 

 体操服のほうを購入いただく予定はしております。また、ピープルのときと同じよう

に、今現状、在籍の児童さん等には、この期間までは今のままで大丈夫というような一定

の期限は設けております。よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

委員（今奈良幸子議員） 

 はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １点、数字の確認ということでお願いしたいんですけれども、忠岡町は町独自で就学前

の子どもの給食費を完全に無償にね、町独自でやっていただいてるということで、ピープ

ルとチューリップと、他市はやってないか、の分については給食費助成金ということで出

てるんですけれども、町立の幼稚園、町立保育所、東の分は徴収をしないという形なので

予算には出てこないということですけれども、その東の幼稚園と保育所のほうでは一体ど

のぐらい忠岡町としては、実際の親に対しての補助みたいな形ですけど、徴収しないとい

う形で、予算上出てこないけど、幾らぐらいそういった負担の軽減ということをやってい

ただいてるのかという数字をちょっとお教えいただけたらと思うんですけど。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 すみません、ちょっと今、手持ちがないので、次の教育費のところでお答えさせていた

だきますので、申し訳ないです。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ありがとうございます。なかなか目に見えにくいところの、徴収をしないというところ

なんで、補助をもらったら分かりやすいんですけど、しないとなると、していただいてい

るというところがなかなか。保育料に含まれているというところもありますので、ちょっ

と数字をお教えいただけたらと。町独自でやっていただいてる分なので、ぜひそれは評価

したいと思います。ありがとうございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 是枝委員、よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子議員） 

 あと、先ほど松井委員から民生費の減の、それはまた明日でも分かり次第、また答えて



138 

 

いただきたいというふうに思います。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により本日の委員会をとどめ延会いたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 異議なしと認め、延会することに決定しました。 

 なお、明日１０時より再開いたします。明日は衛生費から始めますので、よろしくお願

いいたします。委員また理事者の皆さん、大変お疲れさまでございました。本日はこれで

延会いたします。ありがとうございました。 

（「午後５時１１分」延会） 


